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別 紙 

１．補正の内容 

補正内容を以下に示す。 

 

 補正箇所 変更内容 

本文 一、名称及び住所並びに代表者の氏名 

二、加工施設の変更に関する事業所の名称及び所在地 

三、加工施設の変更に係る設計及び工事の方法 

四、加工施設の変更に係る工事工程表 

五、加工施設の変更に係る設計及び工事に係る品質マネ

ジメントシステム 

六、加工施設の変更の理由 

七、分割申請の理由 

八、一部施設の先行使用について 

別記１のとおり変更する。 

別添 別添Ⅰ 加工施設の変更に関する設計及び工事の方法 

別添Ⅱ 加工施設の変更に係る工事工程表 

別添Ⅲ 保安品質保証計画書 

別記２のとおり変更する。 

添付

書類 

添付書類１ 加工事業変更許可との対応に関する説明書 

添付書類２ 加工施設の技術基準に関する規則への適合

性に関する説明書 

添付書類３ 設計及び工事に係る品質管理の方法等の加

工事業変更許可への適合性に関する説明書 

添付書類４ 設工認分割申請の最終申請（前半申請）に

おける確認 

別記３のとおり変更する。 

 

 

２．補正の理由 

(1) 申請対象施設の位置、構造・強度（寸法、材料等）、機能・性能について認可を得よ

うとする設計及び工事の方法を明確にする観点から、本文 三、加工施設の変更に係

る設計及び工事の方法、別添Ⅰ 加工施設の変更に関する設計及び工事の方法及び

別添Ⅱ 加工施設の変更に係る工事工程表の記載を適正化する。 

(2) 加工事業変更許可申請書との対応及び加工施設の技術基準に関する規則への適合性

の説明を明確にする観点から、添付書類１、添付書類２及び付属書類（基本方針書）

の記載を適正化する。 

(3) その他記載の適正化を行う。 
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一、名称及び住所並びに代表者の氏名 

名   称  原子燃料工業株式会社 

住   所  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番５号 

代表者氏名  代表取締役社長  伊藤 義章 

 

二、加工施設の変更に関する事業所の名称及び所在地 

名   称  原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

所 在 地  大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目９５０番地 

 

三、加工施設の変更に係る設計及び工事の方法 

(1) 変更の概要 

新規制基準に基づいた核燃料物質の加工の事業の変更許可（平成 30 年 3 月 28 日

付け原規規発第 1803284 号にて許可）に係る加工施設の変更として、以下に示す建

物・構築物及び設備・機器の設計及び工事の計画の認可（以下「設工認」とい

う。）を申請する。 

なお、表中の変更内容欄を「変更なし」としている申請対象については、本申請

において工事を行うことなく新規制基準への適合性の確認を行うものを示す。事業

許可名称の欄には、加工事業変更許可申請書の「建物・構築物」、「安全機能を有す

る施設」又は「施設の構造及び設備」の施設名称を示す。設工認名称の欄には、建

物・構築物名称又は設備・機器名称 機器名を示す。{ }内には、設工認の申請対

象に付与する管理番号を示す。 

 

○成型施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 第２加工棟※４ 

― 

{1002} 改造 1 第２加工棟 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇

降リフト 

― 

{2042} 改造 1 台 粉末調整設備 

粉末缶昇降リフト 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移

載機 

― 

{2043} 改造 1 台 粉末調整設備 

粉末缶移載機 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 

― 

{2044} 改造 1 台 粉末調整設備 

粉末投入機 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 

― 

{2045} 改造 1 台 粉末調整設備 

粉末混合機 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器 

{2046} 変更なし 1 台 搬送設備（粉末） 

粉末搬送機（粉末搬送

容器） 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器昇降リフト 

{2047} 改造 1 台 搬送設備（粉末） 

粉末搬送機（粉末搬送

容器） 

第２加工棟 

第２－２混合室 

供給瓶 No.2-1 

供給瓶 

{2048} 改造 1 台 粉末調整設備 

供給瓶 

第２加工棟 

第２－２混合室 

プレス No.2-1 

― 

{2050} 改造 1 台 圧縮成型設備 

プレス 
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○成型施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 

研磨屑乾燥機 

{2051} 改造 1 台 焙焼設備 

研磨屑乾燥機 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 

破砕装置 

{2052} 改造 1 台 焙焼設備 

破砕装置 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱フード 

{2053} 改造 1 台 焙焼設備 

粉末取扱フード 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱機 

{2054} 改造 1 台 焙焼設備 

粉末取扱機 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 

焙焼炉 

{2055} 改造 1 台 焙焼設備 

焙焼炉 

第２加工棟 

第２－２混合室 

計量設備架台 No.4 

― 

{2057} 変更なし 1 台 検査設備 

計量設備架台 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレ

ット搬送装置 

圧粉ペレット搬送部 

{2058} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 

圧粉ペレット搬送装

置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレ

ット搬送装置 

圧粉ペレット抜取部 

{2059} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

圧粉ペレット搬送装

置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレ

ット搬送装置 

圧粉ペレット移載部 

{2060} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

圧粉ペレット搬送装

置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬

送装置 

ボート搬送装置部 

{2061} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 

ボート搬送装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬

送装置 

段積装置部 

{2062} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ボート搬送装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

有軌道搬送装置 

― 

{2063} 改造 1 台 焼結設備 

有軌道搬送装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

連続焼結炉 No.2-1 

― 

{2064} 改造 1 台 焼結設備 

連続焼結炉 

第２加工棟 

第２－２ペレット室、屋外 

自動窒素ガス切替機構（窒素

ガス配管含む） 

― 

{2064-2} 改造 1 式 自動窒素ガス切替機構 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

空気混入防止機構 

― 

{2064-3} 変更なし 1 式 空気混入防止機構 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

失火検知機構 

― 

{2064-4} 改造 1 式 失火検知機構 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

過加熱防止機構 

― 

{2064-5} 改造 1 式 過加熱防止機構 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

冷却水圧力低下検知機構 

― 

{2064-6} 改造 1 式 冷却水圧力低下検知機

構 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

圧力逃がし機構 

― 

{2064-7} 変更なし 1 式 圧力逃がし機構 

第２加工棟 

第２－２ペレット室、屋外 

可燃性ガス配管 

― 

{2064-8} 改造 1 式 可燃性ガス配管 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結ボート置台 

焼結ボート置台部 

{2065} 改造 1 台 焼結設備 

焼結ボート置台 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

焼結ボート置台 

焼結ボート解体部 

{2066} 改造 1 台 焼結設備 

焼結ボート置台 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ペレット移載部 

{2067} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット移載機 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ＳＵＳトレイ搬送部 

{2068} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 

ＳＵＳトレイ保管台 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ＳＵＳトレイ保管台部 

{2069} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ＳＵＳトレイ保管台 
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○成型施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

センタレス研削装置 No.2-1 

ペレット供給機 

{2070} 改造 1 台 研磨設備 

ペレット供給機 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

センタレス研削装置 No.2-1 

センタレス研削盤 

{2071} 改造 1 台 研磨設備 

センタレス研削設備 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

センタレス研削装置 No.2-1 

ペレット乾燥機 

{2072} 変更なし 1 台 研磨設備 

ペレット乾燥機 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレ

ット移載装置 

ペレット検査台部 

{2073} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット検査台 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレ

ット移載装置 

ペレット移載部 

{2074} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット移載装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレ

ット移載装置 

ペレット抜取部 

{2075} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット移載装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレ

ット搬送装置 

波板搬送コンベア No.1 部 

{2076} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット搬送装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレ

ット搬送装置 

波板搬送コンベア No.2 部 

{2077} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット搬送装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレ

ット搬送装置 

目視検査部 

{2078} 変更なし 1 台 搬送設備（ペレット） 

ペレット搬送装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 波板

移載装置 

入庫前コンベア部 

{2079} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 

波板移載装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-2 波板

移載装置 

波板移載部 

{2080} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 

波板移載装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

センタレス研削装置 No.2-1 

研磨屑回収装置 

{2081} 改造 1 台 研磨設備 

研磨屑回収装置 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

センタレス研削装置 No.2-1 

研削液タンク 

{2082} 変更なし 1 台 研磨設備 

研削液タンク 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

センタレス研削装置 No.2-1 

配管 

{2083} 変更なし 1 式 研磨設備 

配管 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

計量設備架台 No.7 

― 

{2084} 変更なし 1 台 検査設備 

計量設備架台 

第２加工棟 

第２－１ペレット検査室 

ペレット検査台 No.1 

― 

{2085} 改造 1 台 検査設備 

ペレット検査台 

第２加工棟 

第２－１ペレット室、第２

－２ペレット室、第２－１

混合室、第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車 

― 

{2087} 変更なし 1 台 搬送設備（粉末） 

運搬台車 

第２加工棟 
第２－１ペレット検査室、
第２－１ペレット室、第２
－２ペレット室、第２－１
混合室、第２－２混合室 

スクラップ保管ラックＦ型運
搬台車 
― 

{2089} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

第２加工棟 
第２－１ペレット検査室、
第２－１ペレット室、第２
－２ペレット室、第２－１
混合室、第２－２混合室 

ペレット運搬台車 No.3 
― 

{2090} 改造 1 台 搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

(1) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降の

申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加

で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。  
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○被覆施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

Ｘ線透過試験機 No.1 

― 

{3032} 改造 1 台 検査設備 

Ｘ線透過試験機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

ヘリウムリーク試験機 No.1 

トレイ挿入部 

{3033} 変更なし 1 台 検査設備 

ヘリウムリーク試験機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

ヘリウムリーク試験機 No.1 

ヘリウムリーク試験部 

{3034} 改造 1 台 検査設備 

ヘリウムリーク試験機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送（Ｂ）部 

{3035} 改造 1 台 検査設備 

燃料棒検査台 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒検査台 No.1 

石定盤部 

{3036} 変更なし 1 台 検査設備 

燃料棒検査台 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送（Ｃ）部 

{3037} 変更なし 1 台 検査設備 

燃料棒検査台 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.4 

ストックコンベア（１）部 

{3038} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.4 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.4 

燃料棒移載（３）部 

{3039} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.4 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒移載（４）部 

{3040} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.5 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒置台（１）部 

{3041} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.5 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒置台（２）部 

{3042} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.5 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒コンベア（１）部 

{3043} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.5 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒コンベア（２）部 

{3044} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.5 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載（５）部 

{3045} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.6 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.6 

ストックコンベア（２）部 

{3046} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.6 

第２加工棟 

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載（６）部 

{3047} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.6 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱置台部※４ 

{3001} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱搬送部※４ 

{3002} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

波板移載部※４ 

{3003} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット編成挿入部※４ 

{3004} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.1※４ 

― 

{3006} 改造 1 台 ペレット編成挿入装置 

燃料棒解体装置 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒トレイ置台※４ 

― 

{3007} 改造 1 台 脱ガス設備 

燃料棒トレイ置台 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 

真空加熱炉部※４ 

{3008} 改造 1 台 脱ガス設備 

脱ガス装置 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 

運搬台車※４ 

{3009} 改造 1 台 脱ガス設備 

脱ガス装置 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-1 部※４ 

{3010} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接装置 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-1 部※４ 

{3011} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接装置 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-2 部※４ 

{3012} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接装置 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-2 部※４ 

{3013} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接装置 
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○被覆施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒移載（１）部※４ 

{3014} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

被覆管コンベア部※４ 

{3015} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

除染コンベア部※４ 

{3016} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒トレイ移載部※４ 

{3017} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移

送装置（Ａ）※４ 

― 

{3018} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.2 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移

載装置（２）※４ 

― 

{3019} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.3 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット検査台 No.2※４ 

― 

{3020} 改造 1 台 検査設備 

ペレット検査台 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室、

第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 

被覆管コンベア No.8-1 部※４ 

{3021} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.8 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室、

第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-1 部※４ 

{3022} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.8 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室、

第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-2 部※４ 

{3023} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.8 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット一時保管台※４ 

― 

{3024} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット一時保管台 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット検査装置 No.5※４ 

― 

{3025} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット検査装置 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

ペレット保管箱搬送部※４ 

{3026} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

ペレット編成挿入部※４ 

{3027} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.2※４ 

― 

{3028} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 

燃料棒解体装置 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

計量設備架台 No.9※４ 

― 

{3029} 変更なし 1 台 検査設備 

計量設備架台 

第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

計量設備架台 No.10※４ 

― 

{3030} 変更なし 1 台 検査設備 

計量設備架台 

第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室、

第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.9※４ 

― 

{3031} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設備 No.9 

(1) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降の

申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加

で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 
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○組立施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１組立室 

組立機 No.1 燃料棒挿入装置

（１） 

― 

{4001} 変更なし 1 台 組立設備 

燃料棒挿入装置 

第２加工棟 

第２－１組立室 

組立機 No.2 燃料棒挿入装置

（１） 

― 

{4002} 変更なし 1 台 組立設備 

燃料棒挿入装置 

第２加工棟 

第２－１組立室 

組立機 No.1 

組立定盤部 

{4003} 変更なし 1 台 組立設備 

組立機 

第２加工棟 

第２－１組立室 

組立機 No.1 

スウェージング部 

{4004} 変更なし 1 台 組立設備 

組立機 

第２加工棟 

第２－１組立室 

組立機 No.2 

組立定盤部 

{4005} 変更なし 1 台 組立設備 

組立機 

第２加工棟 

第２－１組立室 

組立機 No.2 

スウェージング部 

{4006} 変更なし 1 台 組立設備 

組立機 

第２加工棟 

第２－１組立室 

燃料集合体取扱機 No.1 

― 

{4007} 改造 1 台 組立設備 

燃料集合体取扱機 

第２加工棟 

第２－１組立室 

竪型定盤 No.1 

― 

{4008} 改造 1 台 集合体検査設備 

竪型定盤 

第２加工棟 

第２－１組立室 

燃料集合体外観検査装置 No.1 

― 

{4009} 改造 1 台 集合体検査設備 

燃料集合体外観検査装置 

第２加工棟 

第２－１組立室 

立会検査定盤 No.1 

燃料棒移送（Ｄ）部 

{4010} 変更なし 1 台 検査設備 

立会検査定盤 

第２加工棟 

第２－１組立室 

立会検査定盤 No.1 

石定盤部 

{4011} 改造 1 台 検査設備 

立会検査定盤 

第２加工棟 

第２－１組立室 

立会検査定盤 No.1 

燃料棒移送（Ｅ）部 

{4012} 改造 1 台 検査設備 

立会検査定盤 

第２加工棟 

第２－１組立室、第２

集合体保管室 

２ton 天井クレーン No.1 

― 

{4013} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料集合体） 

天井クレーン 

第２加工棟 

第２梱包室、第２集合

体保管室 

２．８ton 天井クレーン 

― 

{4014} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料集合体） 

天井クレーン 

第２加工棟 

第２－１組立室、第２

－１燃料棒検査室、第

２燃料棒保管室、第２

部品室、第２梱包室、

第２輸送容器保管室 

燃料棒運搬台車 No.1 

― 

{4015} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 

燃料棒運搬台車 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第１廃棄物貯蔵棟 第１廃棄物貯蔵棟 

― 

{1004} 改造 1 第１廃棄物貯蔵棟 

第３廃棄物貯蔵棟 第３廃棄物貯蔵棟 

― 

{1005} 改造 1 第３廃棄物貯蔵棟 

第５廃棄物貯蔵棟 第５廃棄物貯蔵棟※４ 

― 

{1006} 新設 1 第５廃棄物貯蔵棟 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

排風機（301-F） 

{6001} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気

系統） 

排風機（302-F） 

{6002} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気

系統） 

排風機（303-F） 

{6003} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気

系統） 

排風機（304-F） 

{6004} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気

系統） 

排風機（305-F） 

{6005} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気

系統） 

排風機（306-F） 

{6006} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

排風機（307-F） 

{6007} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

排風機（308-F） 

{6008} 変更なし 1 台 排風機 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

フィルタユニット（FU-401） 

{6009} 変更なし 4 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気

系統） 

フィルタユニット（FU-402） 

{6010} 変更なし 1 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気

系統） 

フィルタユニット（FU-403） 

{6011} 変更なし 2 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気

系統） 

フィルタユニット（FU-404） 

{6012} 変更なし 2 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（FU-405） 

{6013} 変更なし 3 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（FU-406） 

{6014} 改造 2 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

フィルタユニット（FU-407） 

{6015} 変更なし 4 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（FU-408） 

{6016} 変更なし 3 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

系統Ⅴ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（設備排気用） 

{6017} 改造 4 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第２加工棟 

系統Ⅵ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（設備排気用） 

{6018} 改造 6 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第２加工棟 

系統Ⅷ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（設備排気用） 

{6019} 改造 4 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第２加工棟 

系統Ⅰ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

ダクト 

{6020} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅱ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気

系統） 

ダクト 

{6021} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅲ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気

系統） 

ダクト 

{6022} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅳ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気

系統） 

ダクト 

{6023} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅴ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気

系統） 

ダクト 

{6024} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

系統Ⅵ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気

系統） 

ダクト 

{6025} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅶ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

ダクト 

{6026} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅷ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

ダクト 

{6027} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機） 

排気ダクト（損傷によっ

て、安全機能を維持すべ

き第１類設備・機器及び

避難経路に影響する区

間） 

排気ダクト（上記以外） 

第２加工棟 

系統Ⅰ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6028} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅱ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6029} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅲ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6030} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅳ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6031} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅴ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6032} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅵ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6033} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅶ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6034} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅷ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6035} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統

Ⅴ（給気系統） 

閉じ込め弁 

{6036} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給

気系統） 

閉じ込め弁 

{6036-2} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（給気系統） 

閉じ込め弁 

{6036-3} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給

気系統） 

閉じ込め弁 

{6036-4} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第２加工棟 

系統Ⅰ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6037} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅰ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー（ワンスルー運転

切替用） 

{6037-2} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅰ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー（リサイクル運転

切替用） 

{6037-3} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅱ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6038} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅲ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6039} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅳ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6040} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅴ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6041} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅵ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6042} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅶ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6043} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅶ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー（ワンスルー運転

切替用） 

{6043-2} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅶ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー（リサイクル運転

切替用） 

{6043-3} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

系統Ⅷ 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6044} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統

Ⅴ（給気系統） 

閉じ込めダンパー 

{6045} 変更なし 2 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給

気系統） 

閉じ込めダンパー 

{6045-2} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（給気系統） 

閉じ込めダンパー 

{6045-3} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給

気系統） 

閉じ込めダンパー 

{6045-4} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統

Ⅴ（給気系統） 

給気ユニット（201AC） 

{6046} 変更なし 1 台 給気ファン 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給

気系統） 

給気ユニット（202AC） 

{6046-2} 変更なし 1 台 給気ファン 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（給気系

統） 

給気ユニット（203SU） 

{6046-3} 変更なし 1 台 給気ファン 

第２加工棟 

第２排風機室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給

気系統） 

給気ユニット（204AC） 

{6046-4} 変更なし 1 台 給気ファン 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統

Ⅴ（給気系統） 

ダクト 

{6047} 改造 1 式 給気ダクト 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給

気系統） 

ダクト 

{6047-2} 改造 1 式 給気ダクト 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（給気系

統） 

ダクト 

{6047-3} 改造 1 式 給気ダクト 

第２加工棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給

気系統） 

ダクト 

{6047-4} 改造 1 式 給気ダクト 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統

Ⅴ 

差圧計 

{6048} 改造 5 台 負圧計 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ 

差圧計 

{6048-2} 改造 3 台 負圧計 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ 

差圧計 

{6048-3} 改造 1 台 負圧計 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ 

差圧計 

{6048-4} 改造 5 台 負圧計 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系統

Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） 

― 

{6048-5} 改造 1 式 気体廃棄設備 No.1 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統

Ⅵ、給気系統） 

― 

{6048-6} 改造 1 式 気体廃棄設備 No.1 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給気系

統） 

― 

{6048-7} 改造 1 式 気体廃棄設備 No.1 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統

Ⅷ、給気系統） 

― 

{6048-8} 改造 1 式 気体廃棄設備 No.1 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気

系統） 

No.1 排風機 

{6049} 改造 1 台 排風機 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気

系統） 

No.2 排風機 

{6050} 変更なし 1 台 排風機 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

No.3 排風機 

{6051} 変更なし 1 台 排風機 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

No.4 排風機 

{6052} 変更なし 1 台 排風機 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

No.5 排風機 

{6053} 変更なし 1 台 排風機 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

No.6 排風機 

{6054} 変更なし 1 台 排風機 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気

系統） 

No.1 フィルタユニット 

{6055} 変更なし 1 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気

系統） 

No.2 フィルタユニット 

{6056} 変更なし 1 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

No.5 フィルタユニット 

{6057} 変更なし 1 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

No.8 フィルタユニット 

{6058} 改造 1 台 高性能エアフィルタ（排

風機室側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

No.3 フィルタユニット 

{6059} 変更なし 1 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

No.4 フィルタユニット 

{6060} 変更なし 1 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

No.6 フィルタユニット 

{6061} 改造 1 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

No.7 フィルタユニット 

{6062} 改造 1 台 高性能エアフィルタ（設

備側） 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統１ 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気

系統） 

ダクト 

{6063} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機、損傷に

よって、安全機能を維持

すべき第２類設備・機器

及び避難経路に影響する

区間） 

排気ダクト（上記以外） 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統２ 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気

系統） 

ダクト 

{6064} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機、損傷に

よって、安全機能を維持

すべき第２類設備・機器

及び避難経路に影響する

区間） 

排気ダクト（上記以外） 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統３ 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

ダクト 

{6065} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機、損傷に

よって、安全機能を維持

すべき第２類設備・機器

及び避難経路に影響する

区間） 

排気ダクト（上記以外） 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統４ 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

ダクト 

{6066} 改造 1 式 排気ダクト（高性能エア

フィルタ（フィルタボッ

クス）～排風機、損傷に

よって、安全機能を維持

すべき第２類設備・機器

及び避難経路に影響する

区間） 

排気ダクト（上記以外） 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統１ 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6067} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統２ 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6068} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統３ 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6069} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統４ 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

閉じ込め弁 

{6070} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（給気系統） 

閉じ込め弁 

{6071} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統４（急冷塔給

気） 

閉じ込め弁 

{6071-2} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統３（フィルタ

冷却給気） 

閉じ込め弁 

{6071-3} 変更なし 1 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（自然給気） 

閉じ込め弁 

{6071-4} 変更なし 6 台 閉じ込め弁 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統１ 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6072} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統２ 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6073} 改造 1 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統３ 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6074} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

系統４ 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気

系統） 

閉じ込めダンパー 

{6075} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（給気系統） 

閉じ込めダンパー 

{6076} 改造 2 台 閉じ込めダンパー 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統４（急冷塔給

気） 

閉じ込めダンパー 

{6076-2} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統３（フィルタ

冷却給気） 

閉じ込めダンパー 

{6076-3} 変更なし 1 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（自然給気） 

閉じ込めダンパー 

{6076-4} 変更なし 6 台 閉じ込めダンパー 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（給気系統） 

給気フィルタ 

{6077} 変更なし 1 台 給気ファン 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統４（急冷塔給

気） 

給気フィルタ 

{6077-2} 変更なし 1 台 給気ファン 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統３（フィルタ

冷却給気） 

給気フィルタ 

{6077-3} 変更なし 1 台 給気ファン 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－２排風機室、

第１廃棄物貯蔵室 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（自然給気） 

給気フィルタ 

{6077-4} 変更なし 6 台 給気ファン 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（給気系統） 

給気ファン 

{6078} 変更なし 1 台 給気ファン 

第１廃棄物貯蔵棟 

給気系統 

気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４（給気系統） 

ダクト 

{6079} 改造 1 式 給気ダクト 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統

３系統４ 

差圧計 

{6080} 改造 1 台 負圧計 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（系統１、系統２、

系統３、系統４、給気系統） 

― 

{6080-2} 改造 1 式 気体廃棄設備 No.2 

第２加工棟 

第２－１作業支援室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

フィルタユニット（設備排気用）※

２ 

{6019-2} 部分撤去 1 台 気体廃棄設備No.1（第２

加工棟） 

フィルタボックス 

第２加工棟 

第２－１作業支援室 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気

系統） 

ダクト※２ 

{6027-2} 部分撤去 1 式 気体廃棄設備No.1（第２

加工棟） 

ダクト 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

凝集沈殿槽 No.1 

{6081} 改造 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

凝集沈殿槽 No.2 

{6082} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

凝集沈殿槽 No.3 

{6083} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

凝集沈殿槽 No.4 

{6084} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

遠心分離機 No.1 

{6087} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

遠心分離機 No.2 

{6088} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

遠心分離機 No.3 

{6089} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

遠心分離機 No.4 

{6090} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 



21 

○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

遠心ろ過機 No.1 

{6091} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

遠心ろ過機 No.2 

{6092} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

ろ過水槽 No.1 

{6093} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

ろ過水槽 No.2 

{6094} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

処理水槽 No.1 

{6095} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

処理水槽 No.2 

{6096} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

処理水槽 No.3 

{6097} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

処理水槽 No.4 

{6098} 変更なし 1 台 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第１廃液処理設備 

配管 

{6099} 改造 1 式 第１廃液処理設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析廃液処理設備 

反応槽 

{6100} 改造 1 台 分析廃液処理設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析廃液処理設備 

ろ過水貯槽 

{6100-2} 改造 1 台 分析廃液処理設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析廃液処理設備 

スラッジ乾燥機 

{6101} 改造 1 台 分析廃液処理設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析廃液処理設備 

配管 

{6102} 改造 1 式 分析廃液処理設備 

第２加工棟 

第２開発室 

開発室廃液処理設備 

凝集沈殿槽 

{6103} 変更なし 1 台 開発室廃液処理設備 

第２加工棟 

第２開発室 

開発室廃液処理設備 

遠心分離機 

{6104} 変更なし 1 台 開発室廃液処理設備 

第２加工棟 

第２開発室 

開発室廃液処理設備 

貯槽 

{6105} 変更なし 1 台 開発室廃液処理設備 

第２加工棟 

第２開発室 

開発室廃液処理設備 

配管 

{6106} 改造 1 式 開発室廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

集水槽 

{6107} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

集水槽 No.2 

{6108} 変更なし 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

凝集槽 

{6109} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

沈殿槽 No.1 

{6110} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

タンク No.1 

{6110-2} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

沈殿槽 No.2 

{6111} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

タンク No.2 

{6111-2} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

加圧脱水機 

{6112} 変更なし 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

スラッジ乾燥機 

{6113} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

ろ過装置 No.1 

{6114} 変更なし 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

ろ過装置 No.2 

{6115} 改造 1 台 第２廃液処理設備 
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○放射性廃棄物の廃棄施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

受水槽 No.1 

{6117} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備 

配管 

{6118} 改造 1 式 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備貯留設備 

貯留槽 No.1 

{6119} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備貯留設備 

貯留槽 No.2 

{6120} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備貯留設備 

貯留槽 No.3 

{6121} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備貯留設備 

貯留槽 No.4 

{6122} 改造 1 台 第２廃液処理設備 

第２加工棟 

第２廃棄物処理室 

第２廃液処理設備貯留設備 

配管 

{6123} 改造 1 式 第２廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

蒸発乾固装置 

{6124} 変更なし 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

凝集沈殿槽 

{6125} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

タンク No.1 

{6126} 変更なし 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

タンク No.2 

{6127} 変更なし 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

タンク No.3 

{6128} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

ろ過機 

{6129} 変更なし 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

圧搾脱水機 

{6130} 変更なし 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

スラッジ乾燥機 

{6131} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

受水槽 

{6132} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

貯留槽 No.1 

{6133} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

貯留槽 No.2 

{6134} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

貯留槽 No.3 

{6135} 改造 1 台 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

配管 

{6136} 改造 1 式 Ｗ１廃液処理設備 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

焼却設備 

焼却炉 

{6138} 改造 1 台 焼却炉 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

失火検知機構 

― 

{6138-2} 変更なし 1 式 失火検知機構 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

過加熱防止機構 

― 

{6138-3} 変更なし 1 式 過加熱防止機構 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

圧力逃がし機構 

― 

{6138-4} 変更なし 1 式 圧力逃がし機構 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室、

Ｗ１－２排風機室、

屋外 

可燃性ガス配管 

― 

{6138-5} 改造 1 式 可燃性ガス配管 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

焼却設備 

バグフィルタ 

{6139} 改造 1 台 焼却炉 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

焼却設備 

投入プッシャ 

{6140} 変更なし 1 台 焼却炉 
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○放射線管理施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２出入管理室、第２－２燃

料棒加工室 

ハンドフットクロスモニタ 

― 

{7001} 変更なし 1 式 ハンドフットクロスモ

ニタ 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１出入管理室 

ハンドフットクロスモニタ 

― 

{7003} 変更なし 1 式 ハンドフットクロスモ

ニタ 

第２加工棟 

第２粉末受入室、第２－１混

合室、第２－１ペレット室、

第２－１ペレット検査室、第

２ペレット保管室、第２廃棄

物処理室、第２出入管理室、

第２－１燃料棒加工室、第２

放射線管理室、第２分析室、

第２フィルタ室、第２洗濯

室、第２開発室、第２－２混

合室、第２－２ペレット室、

第２－２燃料棒加工室、第２

－１作業支援室 

エアスニファ（管理区域内） 

― 

{7004} 改造 1 式 エアスニファ 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１出入管理室、Ｗ１廃棄物

処理室 

エアスニファ（管理区域内） 

― 

{7005} 改造 1 式 エアスニファ 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

ダストモニタ（換気用モニ

タ） 

― 

{7006} 改造 1 式 ダストモニタ 

第１加工棟 

第１－１輸送物保管室、第１

－１輸送物搬出入室 

ガンマ線エリアモニタ 

検出器※３ 

{7008} 移設 1 式 ガンマ線エリアモニタ 

第２加工棟 

第２粉末受入室、第２ペレッ

ト保管室、第２－１混合室、

第２－１ペレット室、第２－

１燃料棒加工室、第２－２混

合室、第２－２ペレット室、

第２－２燃料棒加工室、第２

分析室、第２開発室、第２燃

料棒保管室、第２－１組立

室、第２集合体保管室、第２

－１燃料棒検査室、第２輸送

容器保管室、第２梱包室 

ガンマ線エリアモニタ 

検出器 

{7009} 変更なし 1 式 ガンマ線エリアモニタ 

第２加工棟 

第２放射線管理室 

放射線監視盤（ダストモニ

タ） 

― 

{7011} 変更なし 1 式 放射線監視盤 

第２加工棟 

第２出入管理室 

放射線監視盤（ガンマ線エリ

アモニタ） 

― 

{7012} 変更なし 1 式 放射線監視盤 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１出入管理室 

放射線監視盤（ダストモニ

タ） 

― 

{7013} 変更なし 1 式 放射線監視盤 

第２加工棟 

第２排風機室 

エアスニファ（排気口） 

― 

{7022} 改造 1 式 エアスニファ 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１－１排風機室 

エアスニファ（排気口） 

― 

{7023} 改造 1 式 エアスニファ 

第２加工棟 

第２フィルタ室 

ダストモニタ（排気用モニ

タ） 

― 

{7024} 改造 1 式 ダストモニタ 
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○放射線管理施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 

ダストモニタ（排気用モニ

タ） 

― 

{7025} 改造 1 式 ダストモニタ 

屋外 モニタリングポスト No.1※４ 

― 

{7026} 改造 1 式 モニタリングポスト 

屋外 モニタリングポスト No.2※４ 

― 

{7027} 改造 1 式 モニタリングポスト 

第２加工棟 

第２出入管理室 

放射線監視盤（モニタリング

ポスト）※４ 

― 

{7027-2} 改造 1 式 モニタリングポスト 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

流し 

― 

{7014} 変更なし 1 式 流し 

第１加工棟 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウンドカウン

タ 

― 

{7016} 変更なし 1 式 低バックグラウンドカ

ウンタ 

屋外 気象観測装置 

― 

{7033} 変更なし 1 式 気象観測装置 

第１加工棟 

第２加工棟 

第１廃棄物貯蔵棟 

事務棟、保安棟 

警報集中表示盤 

― 

{7037} 変更なし 1 式 警報集中表示盤 

(1) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降の

申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加

で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 
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○その他の加工施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

発電機・ポンプ棟 発電機・ポンプ棟 

― 

{1007} 改造 1 発電機・ポンプ棟 

第１－３貯蔵棟 北側屋外 遮蔽壁 

遮蔽壁 No.2 

{1009} 変更なし 1 基 遮蔽壁 No.2 

第１－３貯蔵棟 北側屋外 遮蔽壁 

遮蔽壁 No.3 

{1010} 変更なし 1 基 遮蔽壁 No.3 

第１加工棟 

第１－１輸送物保管室 

遮蔽壁 

遮蔽壁 No.1※３ 

{1008} 変更なし 1 基 遮蔽壁 No.1 

第１加工棟 

第４－１廃棄物貯蔵室、

第４－８廃棄物貯蔵室、

第４－９廃棄物貯蔵室 

遮蔽壁 

遮蔽壁 No.4※３ 

{1011} 変更なし 1 基 遮蔽壁 No.4 

第１加工棟 北側屋外 防護壁 

防護壁 No.1※３ 

{1012} 新設 1 基 防護壁 No.1 

防護壁 No.2 

第２加工棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（ス

ピーカ））※４ 

{8007} 改造 1 式 所内通信連絡設備 

第２加工棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（ア

ンプ））※４ 

{8007-

12} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

第２加工棟 消火設備 

自動式の消火設備 

{8011} 新設 1 式 自動式又は遠隔操作式

の消火設備 

第２加工棟 緊急設備 

漏水検知器 

{8052} 改造 1 式 漏水検知器 

第２加工棟 緊急設備 

遮水板 

{8065} 新設 1 式 遮水板 

第１加工棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（ス

ピーカ））※３ 

{8007-7} 改造 1 式 所内通信連絡設備 

第１加工棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（ア

ンプ））※３ 

{8007-

10} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

第１加工棟 火災感知設備 

自動火災報知設備（感知器）※３ 

{8009-5} 改造 1 式 自動火災報知設備 

第１加工棟 緊急設備 

コンクリート閉止部※３ 

{8044} 改造 1 式 防護閉止板又はコンク

リート 

第１加工棟 緊急設備 

大型外扉※３ 

{8063} 改造 1 式 大型外扉 

第１加工棟 緊急設備 

外扉※３ 

{8064} 改造 1 式 外扉 

第１廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（ス

ピーカ）） 

{8007-3} 改造 1 式 所内通信連絡設備 

第１廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（所内携帯電話

機（PHS アンテナ）） 

{8007-

14} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

第１廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 

自動火災報知設備（感知器） 

{8009-2} 改造 1 式 自動火災報知設備 

第１廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 

自動火災報知設備（受信機） 

{8009-

12} 

改造 1 式 自動火災報知設備 

第１廃棄物貯蔵棟 消火設備 

消火器 

{8010-2} 改造 1 式 消火器 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

避難通路 

{8031} 新設 1 式 避難通路 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

非常用照明 

{8032} 改造 1 式 非常用照明、誘導灯 
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○その他の加工施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

誘導灯 

{8032-2} 改造 1 式 非常用照明、誘導灯 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

防護壁又は防護柵（Ｗ１防護

壁） 

{8055} 新設 1 基 防護壁又は防護柵 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

漏水検知器 

{8056} 改造 1 式 漏水検知器 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

遮水板 

{8065-2} 新設 1 式 遮水板 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

堰、密閉構造扉 

{8064-2} 改造 1 式 堰、密閉構造扉 

第３廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備

（スピーカ）） 

{8007-4} 改造 1 式 所内通信連絡設備 

第３廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 

自動火災報知設備（感知器） 

{8009-3} 改造 1 式 自動火災報知設備 

第３廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 

自動火災報知設備（受信機） 

{8009-

13} 

改造 1 式 自動火災報知設備 

第３廃棄物貯蔵棟 消火設備 

消火器 

{8010-3} 変更なし 1 式 消火器 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

避難通路 

{8033} 新設 1 式 避難通路 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

非常用照明 

{8036} 改造 1 式 非常用照明、誘導灯 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

誘導灯 

{8036-2} 改造 1 式 非常用照明、誘導灯 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

防護壁又は防護柵（Ｗ３防護

壁） 

{8057} 新設 1 基 防護壁又は防護柵 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備

（スピーカ））※４ 

{8007-5} 新設 1 式 所内通信連絡設備 

発電機・ポンプ棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備

（スピーカ）） 

{8007-

15} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

発電機・ポンプ棟 火災感知設備 

自動火災報知設備（感知器） 

{8009-8} 改造 1 式 自動火災報知設備 

発電機・ポンプ棟 消火設備 

消火器 

{8010-7} 改造 1 式 消火器 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 

避難通路 

{8035-2} 新設 1 式 避難通路 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 

非常用照明 

{8038-5} 改造 1 式 非常用照明、誘導灯 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 

誘導灯 

{8038-6} 新設 1 式 非常用照明、誘導灯 

発電機・ポンプ棟 

発電機室 

非常用電源設備 No.1 

非常用発電機 

{8001} 改造 1 台 非常用電源設備 

屋外 非常用電源設備 No.2 

非常用発電機 

{8003} 改造 1 台 非常用電源設備 

屋外 非常用電源設備Ａ 

非常用発電機 

{8005} 改造 1 台 非常用電源設備 

事務棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（電話交換

機） 

{8007-

16} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

事務棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（無線機） 

{8007-

17} 

変更なし 1 式 所内通信連絡設備 
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○その他の加工施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

事務棟、保安棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（固定電話機） 

{8007-

19} 

変更なし 1 式 所内通信連絡設備 

事務棟、保安棟 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（所内携帯電話

機（PHS アンテナ）） 

{8007-

20} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

屋外 通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（ス

ピーカ）） 

{8007-

21} 

改造 1 式 所内通信連絡設備 

事務棟、保安棟、屋外 通信連絡設備 

所外通信連絡設備 

{8008} 変更なし 1 式 所外通信連絡設備 

第２加工棟 消火設備 

屋内消火栓 

{8012} 改造 1 式 消火栓 

屋外 消火設備 

屋外消火栓(2) 

{8012-2} 改造 1 式 消火栓 

屋外 消火設備 

可搬消防ポンプ 

{8012-8} 変更なし 1 式 消火栓 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

粉末取扱フード No.1 

{8013} 改造 1 台 分析設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

粉末取扱フード No.2 

{8014} 改造 1 台 分析設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

粉末取扱フード No.3 

{8015} 改造 1 台 分析設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

ドラフトチャンバ No.1 

{8016} 改造 1 台 分析設備 

ドラフトチャンバ 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

ドラフトチャンバ No.2 

{8017} 改造 1 台 分析設備 

ドラフトチャンバ 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

ドラフトチャンバ No.3 

{8018} 改造 1 台 分析設備 

ドラフトチャンバ 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

スクラップ処理装置 

{8019} 改造 1 台 燃料開発設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

試料調整用フード 

{8020} 改造 1 台 燃料開発設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

試料調整用フード No.1 

{8021} 改造 1 台 燃料開発設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

試料調整用フード No.2 

{8022} 改造 1 台 燃料開発設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

粉末取扱フード 

{8023} 改造 1 台 燃料開発設備 

粉末取扱フード設備 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

プレス 

{8024} 改造 1 台 燃料開発設備 

プレス 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

加熱炉 

{8025} 改造 1 台 燃料開発設備 

加熱炉 

第２加工棟 

第２開発室 

自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配

管含む） 

― 

{8025-2} 改造 1 式 自動窒素ガス切替機構

（窒素配管含む） 

第２加工棟 

第２開発室 

空気混入防止機構 

― 

{8025-3} 改造 1 式 空気混入防止機構 

第２加工棟 

第２開発室 

過加熱防止機構 

― 

{8025-5} 改造 1 式 過加熱防止機構 

第２加工棟 

第２開発室 

圧力逃がし機構 

― 

{8025-6} 改造 1 式 圧力逃がし機構 

第２加工棟 

第２開発室、屋外 

可燃性ガス配管 

― 

{8025-7} 改造 1 式 可燃性ガス配管 

第２加工棟 

第２開発室 

燃料開発設備 

小型雰囲気可変炉 

{8026} 改造 1 台 燃料開発設備 

小型雰囲気可変炉 
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○その他の加工施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２開発室 

自動窒素ガス切替機構（窒素ガス

配管含む） 
― 

{8026-2} 改造 1 式 自動窒素ガス切替機構

（窒素ガス配管含む） 

第２加工棟 

第２開発室 

空気混入防止機構 
― 

{8026-3} 改造 1 式 空気混入防止機構 

第２加工棟 

第２開発室 

過加熱防止機構 
― 

{8026-4} 改造 1 式 過加熱防止機構 

第２加工棟 

第２開発室 

圧力逃がし機構 
― 

{8026-5} 変更なし 1 式 圧力逃がし機構 

第２加工棟 

第２開発室 

可燃性ガス配管 
― 

{8026-6} 改造 1 式 可燃性ガス配管 

第１加工棟、第２加工棟、第

１廃棄物貯蔵棟、屋外（事務

棟、保安棟、部品検査設備

棟） 

緊急設備 

可搬型照明 

{8038-4} 変更なし 1 式 非常用照明、誘導灯 

屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（アンモニア分解ガ

ス） 

{8039} 改造 1 式 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス） 

屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（アンモニア分解ガ

ス） 

{8039-2} 改造 1 式 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス） 

屋外 緊急設備 

手動閉止弁（アンモニア分解ガ

ス） 

{8039-3} 改造 1 式 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス） 

屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（水素ガス） 

{8040} 改造 1 式 緊急遮断弁（水素ガス） 

屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（プロパンガス） 

{8041} 改造 1 式 緊急遮断弁（プロパン

ガス） 

屋外 緊急設備 

手動閉止弁（プロパンガス） 

{8041-2} 改造 1 式 緊急遮断弁（プロパン

ガス） 

屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（都市ガス） 

{8042} 新設 1 式 緊急遮断弁（都市ガス） 

屋外 緊急設備 

感震計 

{8042-2} 改造 1 式 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス） 

緊急遮断弁（水素ガス） 

緊急遮断弁（プロパン

ガス） 

緊急遮断弁（都市ガス） 

第２加工棟 緊急設備 

防火ダンパー 

{8045} 改造 1 式 防火ダンパー 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

緊急設備 

可燃性ガス漏えい検知器（水素ガ

ス） 

{8046} 改造 1 式 可燃性ガス漏えい検知

器（水素ガス） 

第２加工棟 

第２開発室、屋外 

緊急設備 

可燃性ガス漏えい検知器（水素ガ

ス） 

{8046-2} 改造 1 式 可燃性ガス漏えい検知

器（水素ガス） 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 

緊急設備 

可燃性ガス漏えい検知器（プロパ

ンガス） 

{8047} 改造 1 式 可燃性ガス漏えい検知

器（プロパンガス） 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

可燃性ガス漏えい検知器（都市ガ

ス） 

{8054} 改造 1 式 可燃性ガス漏えい検知

器（都市ガス） 

第２加工棟 緊急設備 

防水カバー 

{8058} 新設 1 式 防水カバー 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

防水カバー 

{8058-2} 新設 1 式 防水カバー 
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○その他の加工施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称(1) 管理番号 変更内容 員数 事業許可名称 

第２加工棟 屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（冷却水） 

{8059} 新設 1 式 緊急遮断弁（冷却水） 

第１廃棄物貯蔵棟 屋外 緊急設備 

緊急遮断弁（冷却水） 

{8059-2} 改造 1 式 緊急遮断弁（冷却水） 

屋外（第１廃棄物貯蔵棟北

外壁面） 

緊急設備 

上水送水用緊急遮断弁 

{8060} 新設 1 式 上水送水用緊急遮断弁 

屋外（第１廃棄物貯蔵棟北

外壁面） 

緊急設備 

溢水時手動閉止弁 

{8060-2} 改造 1 式 上水送水用緊急遮断弁 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 

送水ポンプ自動停止装置 

{8061} 新設 1 式 送水ポンプ自動停止装

置 

屋外 緊急設備 

溢水時手動閉止弁 

{8061-2} 改造 1 式 送水ポンプ自動停止装

置 

第２加工棟 緊急設備 

防護板 

{8062} 改造 1 式 防護板 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 

防護板 

{8062-2} 新設 1 式 防護板 

第２加工棟 

第２分析室 

分析設備 

計量設備架台 No.12 

{8066-4} 撤去 1 台 分析設備(3) 

第２加工棟 

第２開発室 

試験検査設備 

計量設備架台 No.13 

{8070-3} 撤去 1 台 試験検査設備(3) 

第２加工棟 

第２開発室 

試験検査設備 

計量設備架台 No.14 

{8070-4} 撤去 1 台 試験検査設備(3) 

第２加工棟 計量設備 

上皿電子天秤 

{8068} 改造 1 式 計量設備 

第１加工棟 放射線測定装置 

― 

{8068-2} 変更なし 1 式 計量設備 

放射線測定装置 

第２加工棟 

第２－１作業支援室 

試験開発設備 

試験設備ベース※２ 

{8083-3} 撤去 1 台 試験開発設備(3) 

一式 

(1) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降の

申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請から追加

で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 

(2) 本設備・機器には、第２次申請で仮移設した{8012-4}消火設備 屋外消火栓、第３次申請で仮移設した{8012-3}

消火設備 屋外消火栓、{8012-5}消火設備 屋外消火栓配管、第４次申請で仮移設した{8012-6}消火設備 屋外

消火栓配管を含む。本申請で仮移設の状態から復旧し本設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認

する。 

(3) 本設備・機器は撤去するため、加工の事業の変更許可（平成 19 年 6 月 1 日付け平成 18･10･31 原第 30 号にて許

可）に基づく施設名称を記載する。 

 

(2) 設計及び工事の方法 

加工施設の変更に係る設計及び工事の方法の詳細を別添Ⅰに示す。 

 

四、加工施設の変更に係る工事工程表 

加工施設の変更に係る工事工程表を別添Ⅱに示す。 
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五、加工施設の変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえ、設計及び工事に係る品質マネジメント

は、別添Ⅲに示す保安品質保証計画書に従って行うものとする。 

 

六、加工施設の変更の理由 

・地震、竜巻及び外部からの衝撃による損傷防止対策、並びに溢水対策のため、第１

廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、発電機・ポンプ棟を改造する。 

・第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、発電機・ポンプ棟の安全機能を確保するた

め、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、発電機・ポンプ棟の付属設備（通信連

絡設備、火災感知設備、消火設備及び緊急設備）を設置する。 

・以前の申請で工事に先立つ準備作業のために一時的に取り外し仮移設していた第

２加工棟の屋外の消火設備を復旧し、本設する工事を行う。 

・地震対策のため、第２加工棟の成型施設、被覆施設、組立施設、核燃料物質の貯蔵

施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設及びその他の加工施設の設備・機

器を補強する。併せて、設備・機器の構成装置を更新する。 

・地震対策のため、第１廃棄物貯蔵棟の放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設及

びその他の加工施設の設備・機器、発電機・ポンプ棟のその他の加工施設の設備・

機器を補強する。併せて、設備・機器の構成装置を更新する。 

・新規制基準に基づいた核燃料物質の加工の事業の変更許可（平成 30 年 3 月 28 日

付け原規規発第 1803284 号にて許可）に係る加工施設について、新規制基準への適

合性確認を行う。 

 

七、分割申請の理由 

新規制基準に基づく加工事業変更許可に係る加工施設の変更は次表のとおりであ

り、以下の理由により分割して設工認を申請する。 

・新規制基準に適合した加工施設とするため、建物・構築物及び設備・機器について、

耐震補強、竜巻対策、火災対策等の改造工事、新設工事、撤去工事を行う。 

・新規制基準対応工事を段階的に行い、基準適合を早めるため、建物・構築物及び設

備・機器に対して、前半申請の設工認申請を５分割で行うこととしている。 

・加工施設の構造又は工事内容により、工事期間に時間を要する建物・構築物及び設

備・機器の新規制基準対応工事を先行して行う。 
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区分 

 

 

 

建物・構築物 

成
型
施
設 

被
覆
施
設 

組
立
施
設 

核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

放
射
線
管
理
施
設 

そ
の
他
の
加
工
施
設 

第２加工棟 ④ ⑤後 ④⑤ ⑤ 

①④

⑤後 

➊➋ 

⑤ 

➋➎ 
④⑤ 

④⑤ 

後 

➋➎ 

第１－３貯蔵棟 後 ― ― ― 後 ― 後 後 

第１加工棟 
③ 

➌ 
― ― ― 

③ 

➌ 
③ ③ ③⑤ 

第１廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ⑤ 
⑤ 

➎ 

第２廃棄物貯蔵棟 ➍ ― ― ― ― ➍ ― ➍ 

第３廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ― ⑤ 

第５廃棄物貯蔵棟 ④ ― ― ― ― ④ ― ④ 

発電機・ポンプ棟 ⑤ ― ― ― ― ― ― ⑤ 

遮蔽壁・防護壁 ③⑤ ― ― ― ― ― ― ― 

屋外 ― ― ― ― ― ― ④ ⑤ 
適合性確認を行う施設 

①：第１次申請（令和元年 10 月 8日付け認可） 

②：第２次申請（令和元年 12 月 2日付け認可） 

③：第３次申請（令和 2年 10 月 2日付け認可） 

④：第４次申請（令和 3年 5月 24 日付け認可） 

⑤：第５次申請（本申請） 

後：後半申請 

撤去する施設 

➊：第１次申請（令和元年 10 月 8日付け認可） 

➋：第２次申請（令和元年 12 月 2日付け認可） 

➌：第３次申請（令和 2年 10 月 2日付け認可） 

➍：第４次申請（令和 3年 5月 24 日付け認可） 

➎：第５次申請（本申請） 

 

本申請は、設計が完了した成型施設の設備・機器、被覆施設の設備・機器、組立施

設の設備・機器、核燃料物質の貯蔵施設の設備・機器、放射性廃棄物の廃棄施設の建

物、設備・機器、放射線管理施設の設備・機器、その他の加工施設の建物・構築物、

設備・機器の一部について、新規制基準への適合性確認について申請するものである。 
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八、一部施設の先行使用について 

熊取事業所は、成型施設として第１ライン及び第２ラインを有するものとして許

可を得ている。当面の生産予定では、第２ラインのみで十分な加工能力が得られる見

込みとなったため、第１ラインは当面の間は使用しないこととし、加工事業許可の変

更の届出により工事計画を変更した。 

工事計画の変更に伴い、新規制基準への適合性の確認を次回以降の申請で実施す

る加工施設を「後半申請の施設」、第１次から第５次までの申請で新規制基準への適

合性を確認した加工施設を「前半申請の施設」とする。 

前半申請の施設について、使用前確認証の交付を受けることにより、先行して施設

を使用するに当たり、前半申請の施設に対し、後半申請の施設が波及的影響を及ぼさ

ないことを確認した。確認結果を付属書類１４に示す。 

付属書類１４には、前半申請の施設を先行使用するに当たって講じる施設の保全

に関する措置、前半申請の施設に対する波及的影響がないこと及び加工事業変更許

可申請書に示した安全設計の基本方針に変更がないことを確認した結果を示す。 

後半申請の施設の新規制基準への適合性の確認は令和７年度期に完了する計画で

ある。後半申請の加工施設では、適合性の確認を受けるまで核燃料物質を取り扱わな

いことを保安規定に定める。また、後半申請の加工施設の停止期間中の施設の運転管

理、維持管理は保全計画に基づいて実施する。 

後半申請の施設を下表に示す。 

 

○成型施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称 管理番号 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末缶リフター 

― 

{2001} 

 

1 台 粉末調整設備 

粉末缶リフター 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末缶受台 

― 

{2002} 

 

1 台 粉末調整設備 

粉末缶受台 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末投入台 

― 

{2003} 

 

1 台 粉末調整設備 

粉末投入台 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末混合機 No.1 

― 

{2004} 

 

1 台 粉末調整設備 

粉末混合機 

第２加工棟 

第２－１混合室 

大型供給瓶 

― 

{2005} 

 

1 台 粉末調整設備 

大型供給瓶 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末取出し台 

― 

{2006} 

 

1 台 粉末調整設備 

粉末取出し台 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末集塵機（粉末混合機） 

― 

{2007} 

 

1 台 粉末調整設備 

粉末集塵機 

第２加工棟 

第２－１混合室 

焙焼炉 No.1 

グローブボックス No.1 

{2008} 

 

1 台 焙焼設備 

グローブボックス 

第２加工棟 

第２－１混合室 

焙焼炉 No.1 

焙焼炉 

{2009} 

 

1 台 焙焼設備 

焙焼炉 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末搬送配管（粉末投入台～粉末混合機

間） 

― 

{2010} 

 

1 式 搬送設備（粉末） 

粉末搬送配管 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末搬送配管（大型供給瓶～プレス

No.1 間） 

― 

{2011} 

 

1 式 搬送設備（粉末） 

粉末搬送配管 
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○成型施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称 管理番号 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１混合室 

粉末搬送配管（大型供給瓶～粉末取出し

台間） 

― 

{2012} 

 

1 式 搬送設備（粉末） 

粉末搬送配管 

第２加工棟 

第２－１混合室 

計量設備架台 No.1 

― 

{2013} 

 

1 台 検査設備 

計量設備架台 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

粉末供給機 

― 

{2014} 

 

1 台 圧縮成型設備 

粉末供給機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

粉末集塵機（プレス） 

― 

{2015} 

 

1 台 圧縮成型設備 

粉末集塵機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

プレス No.1 

― 

{2016} 

 

1 台 圧縮成型設備 

プレス 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ペレット搬送コ

ンベア 

ペレット抜取検査装置部 

{2017} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送コン

ベア 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ペレット搬送コ

ンベア 

抜取ペレット移載部 

{2018} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送コン

ベア 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ペレット搬送コ

ンベア 

ペレット搬送コンベア部 

{2019} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送コン

ベア 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ペレット搬送コ

ンベア 

圧粉ペレット移載部 

{2020} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送コン

ベア 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ボート段積装置 

ボート搬送部 

{2021} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ボート搬送装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ボート段積装置 

段積部 

{2022} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ボート段積装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 ボート段積装置 

移載部 

{2023} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ボート移載装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

連続焼結炉 No.1 

― 

{2024} 

 

1 台 焼結設備 

連続焼結炉 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含

む） 

{2024-2} 1 式 自動窒素ガス切替機

構（窒素ガス配管含

む） 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

空気混入防止機構 {2024-3} 1 式 空気混入防止機構 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

失火検知機構 {2024-4} 1 式 失火検知機構 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

過加熱防止機構 {2024-5} 1 式 過加熱防止機構 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

冷却水圧力低下検知機構 {2024-6} 1 式 冷却水圧力低下検知

機構 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

圧力逃がし機構 {2024-7} 1 式 圧力逃がし機構 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

可燃性ガス配管 {2024-8} 1 式 可燃性ガス配管 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 解体装置 

解体部 

{2025} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

解体装置 
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○成型施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称 管理番号 員数 事業許可名称 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1 解体装置 

空ボート搬送部 

{2026} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

解体装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

センタレス研削設備 No.1 

ペレット供給機 

{2027} 

 

1 台 研磨設備 

ペレット供給機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

センタレス研削設備 No.1 

センタレス研削部 

{2028} 

 

1 台 研磨設備 

センタレス研削

盤・洗浄機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

センタレス研削設備 No.1 

ペレット洗浄部 

{2029} 

 

1 台 研磨設備 

センタレス研削

盤・洗浄機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット乾燥機 No.1 

― 

{2030} 

 

1 台 研磨設備 

ペレット乾燥機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 ペレット移載

装置 

ペレット搬送部 

{2031} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送設備

No.1-2 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 ペレット移載

装置 

ペレット移載部 

{2032} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット移載装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 ペレット移載

装置 

ペレット抜取検査部 

{2033} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット移載装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 波板搬送装置 

外観検査装置部 

{2034} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

波板搬送装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 波板搬送装置 

波板搬入、搬出部 

{2035} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

波板搬送装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 波板搬送装置 

波板移載部 

{2036} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

波板搬送装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-2 波板搬送装置 

波板移載装置部 

{2037} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

波板搬送装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2 

― 

{2038} 

 

1 台 搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送設備

No.2 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

センタレス研削設備 No.1 

研磨屑回収装置 

{2039} 

 

1 台 研磨設備 

研磨屑回収装置 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

センタレス研削設備 No.1 

研磨屑乾燥機 

{2040} 

 

1 台 研磨設備 

研磨屑乾燥機 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

計量設備架台 No.3 

― 

{2041} 

 

1 台 検査設備 

計量設備架台 

第２加工棟 

第２－１ペレット室 

第２－２ペレット室 

第２－１混合室 

第２－２混合室 

運搬台車 No.2 

― 

{2086} 1 台 搬送設備（粉末） 

運搬台車 
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○その他の加工施設 

設置場所 
設工認 加工事業変更許可 

設工認名称 管理番号 員数 事業許可名称 

第１－３貯蔵棟 

 

消火設備 

消火器 

{8010-6} 

 

1 式 消火器 

第１－３貯蔵棟 

 

緊急設備 

避難通路 

{8028} 

 

1 式 避難通路 

第１－３貯蔵棟 

 

緊急設備 

非常用照明 

{8030} 

 

1 式 非常用照明、誘導灯 

第１－３貯蔵棟 

 

緊急設備 

誘導灯 

{8030-2} 

 

1 式 非常用照明、誘導灯 

 



 

38 

目   次 

 

別添Ⅰ 加工施設の変更に関する設計及び工事の方法 

 

別添Ⅱ 加工施設の変更に係る工事工程表 

 

別添Ⅲ 保安品質保証計画書 

 

添付書類１ 加工事業変更許可との対応に関する説明書 

 

添付書類２ 加工施設の技術基準に関する規則への適合性に関する説明書 

 

添付書類３ 設計及び工事に係る品質管理の方法等の加工事業変更許可への適合性に関す

る説明書 

 

添付書類４ 設工認分割申請の最終申請（前半申請）における確認 

 

付属書類１    核燃料物質の臨界防止に関する基本方針書 

付属書類２    安全機能を有する施設（建物・構築物）の地盤及び地震による損傷

の防止に関する基本方針書 
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付属書類６    外部からの衝撃（外部火災・爆発）による損傷の防止に関する基本

方針書 

付属書類７－１  閉じ込めの機能（落下防止構造）に関する基本方針書 

付属書類７－２  閉じ込めの機能（液体の漏えい拡大防止）に関する基本方針書 

付属書類７－３  閉じ込めの機能（粉末漏えい事象を踏まえた設計）に関する基本方

針書 

付属書類８－１  火災等による損傷の防止（火災影響評価）に関する基本方針書 
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付属書類８－３  火災等による損傷の防止（油火災影響評価）に関する基本方針書 

付属書類９－１  加工施設内における溢水による損傷の防止に関する基本方針書 

付属書類９－２  加工施設内における溢水に対する臨界防止設計に関する基本方針書 

付属書類１０   安全機能となるインターロックに関する基本方針書 

付属書類１１   遮蔽に関する基本方針書 

付属書類１２   その他許可で求める仕様（集合体輸送容器の固定措置）に関する基

本方針書 

付属書類１３   その他許可で求める仕様（放射性廃棄物ドラム缶）の転倒防止策に

関する基本方針書 

付属書類１４   適合性確認を先送りする施設の先行使用する施設への波及的影響に

関する説明書 
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ハ．成型施設 

加工の事業の変更許可（平成 30 年 3 月 28 日付け原規規発第 1803284 号にて許可）（以下「加

工事業変更許可」という。）に基づき、加工施設について次の変更を行う。 

設計の基本方針は以下のとおりとする。 

(1) 加工施設は、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。 

(2) 加工施設は、加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた設計とする。 

(3) 加工施設は、通常時において、加工施設の周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子

炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達

成できる限り放射線被ばくを低減する設計とする。 

(4) 加工施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。

また、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構

等を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。ま

た、深層防護の考え方（発生防止、拡大防止・影響緩和）に基づいて安全機能を設け

る。 

(5) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然事象及び航空機

落下他の外的事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれること

のない設計とする。 

(6) 加工施設の配置及び構造上の特徴、並びに経年劣化の観点から、巡視、点検、定期事

業者検査、並びに補修及び改造を含む加工施設の安全機能を維持するための活動（以

下「保全」という。）において留意すべき事項を抽出し、記録する。保全を実施する

ため、その記録を維持する。 

(7) 保全において留意すべき事項を踏まえて、保全に係る計画（以下「保全計画」という。）

を策定し、保全計画に基づき保全を実施する。 

(8) 保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえて評価を行

い、保全の継続的改善を図る。 

 

１．変更の概要 

変更対象とする施設について、加工事業変更許可との対応及び既認可の設計及び工事の方

法の認可（以下「既設工認」という。）との対応並びに変更内容を表ハ－１に示す。 

ここで、{ }付き番号は、施設の管理番号を示す。管理番号は、「添付書類１ 加工事業

変更許可との対応に関する説明書」の添１表２に対応している。 

 

２．準拠する主な法令、規格及び基準 

変更する設備及び機器に関する工事において、準拠する主な法令､規格及び基準は以下のと

おりである。 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(4) 加工施設の技術基準に関する規則 
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(5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 労働安全衛生法及び関連法令 

(8) 消防法及び関連法令 

(9) 建築基準法及び関連法令 

(10)（一社）日本建築学会規準・指針類 

（一財）日本建築防災協会規準・指針類 

（一財）日本建築センター規準・指針類 

(11)保安規定 

(12)電気事業法及び関連法令 

 

３．設計条件及び仕様 

変更する施設に関する設計条件及び仕様等を表ハ－２Ｐ設－２－１～表ハ－２Ｐ設－２４

－１に、関係図面を図ハ－１～図ハ－２Ｐ設－２３－１、図ハ－２Ｐ建－１－１～図ハ－２

Ｐ建－１－１６に示す。 

ここで、表ハ－２Ｐ設－２－１～表ハ－２Ｐ設－２４－１において、[ ]付き番号は、設

計仕様に対する個別の設計番号を示す。設計番号は、加工施設の技術基準に関する規則（以

下「技術基準規則」という。）の条項番号及び個別番号で構成する。その他許可で求める仕様

に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設備・機器に機能を持たせる設計に対

しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対しては「B」をその個別番号に付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様 

[5.1-B1]：技術基準規則第五条第１項に対する建物・構築物の設計仕様 

[99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様 

 

また、本申請では、先行申請した設計及び工事の計画（第１次申請～第４次申請）におけ

る各施設の仕様表を「追表」として示す。追表は仕様表の名称に「追第○次」を付けて表記

し、本申請の対象とする箇所には下線を付す。それ以外の箇所については、先行申請時の仕

様表から変更はない。 

先行申請において、次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲表（次回表）に記載し

ていた技術基準に基づく仕様は、適合性を確認するための施設の追表に反映している。次回

表に記載した仕様が漏れなく仕様表に反映されていることを管理するための表（刈り取り表）

を添２参考資料１に示す。 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

＜設備・機器＞ 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末調整設備 

粉末缶昇降リ

フト 

{2042} 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉

末缶昇降リフト 

― 

粉末缶搬送機 No.2-1 

粉末缶昇降リフト 

 

1 台 

改
造 
耐震補強を行う。 

ガイド３の取付ボルト

を変更する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末調整設備 

粉末缶移載機 

{2043} 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉

末缶移載機 

― 

粉末缶搬送機 No.2-1 

粉末缶移載機 

 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

老朽化対策のため、ロボ

ットを更新する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末調整設備 

粉末投入機 

{2044} 

粉末混合機 No.2-1 粉末

投入機 

― 

粉末混合機 No.2-1 

粉末投入機 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、囲い式

フードを不燃性又は難

燃性材料に変更する。 

内部溢水対策のため、囲

い式フードの形状を変

更し、防水カバー、投入

口蓋を追加する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末調整設備 

粉末混合機 

{2045} 

粉末混合機 No.2-1 粉末

混合機 

― 

粉末混合機 No.2-1 

粉末混合機 

設備架台 

 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

電源遮断時に閉止する

機構とするため、投入口

の閉じ込め弁を変更す

る。 

溢水対策として、近傍の

一般冷却水配管を撤去

する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

搬送設備（粉末） 

粉末搬送機（粉

末搬送容器） 

{2046} 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２混合室 

搬送設備（粉末） 

粉末搬送機（粉

末搬送容器） 

{2047} 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器昇降リ

フト 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器昇降リフト 

フード 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

内部溢水対策のため、防

水カバーを追加する。 

火災対策のため、囲い式

フードを不燃性又は難

燃性材料に変更する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

粉末調整設備 

供給瓶 

{2048} 

供給瓶 No.2-1 

供給瓶 

供給瓶 No.2-1 

供給瓶 

粉末取出配管 

1 台 

改
造 

最大取扱量を変更する。 

火災対策のため、設備カ

バーを不燃性又は難燃

性材料に変更する。 

内部溢水対策のため、投

入口蓋を追加する。 

溢水対策として、近傍の

一般冷却水配管を撤去

する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

圧縮成型設備 

プレス 

{2050} 

プレス No.2-1 

― 

プレス No.2-1 

プレス 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、油圧ユ

ニットの作動油タンク

にオイルパンを設け、作

動油タンク周辺に防護

板を設置する。 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼設備 

研磨屑乾燥機 

{2051} 

焙焼炉 No.2-1 

研磨屑乾燥機 

焙焼炉 No.2-1 

研磨屑乾燥装置 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、囲い式

フードを不燃性又は難

燃性材料に変更する。 

視認性確保のため囲い

式フードにポリカーボ

ネート製の窓を追加す

る 

囲い式フード内の不要

機器（移し替え機）を撤

去する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼設備 

破砕装置 

{2052} 

焙焼炉 No.2-1 

破砕装置 

焙焼炉 No.2-1 

破砕装置 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、囲い式

フード及び設備カバー

を不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

火災対策のため、油圧ユ

ニットの作動油タンク

にオイルパンを設け、作

動油タンク周辺に防護

板を設置する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼設備 

粉末取扱フー

ド 

{2053} 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱フード 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱フード 

計量設備架台 No.5 

1 台 

改
造 

火災対策のため、囲い式

フードの一部を撤去す

る。それに伴い局所排気

管の一部を撤去し、残る

囲い式フードの一部を

閉塞する。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼設備 

粉末取扱機 

{2054} 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱機 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱機 

 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、囲い式

フードを不燃性又は難

燃性材料に変更する。 

供給制限機構を追加す

る。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

焙焼設備 

焙焼炉 

{2055} 

焙焼炉 No.2-1 

焙焼炉 

焙焼炉 No.2-1 

焙焼炉 

コンベア 

1 台 

改
造 

高さ制限棒を追加する。 

焙焼炉 No.2-1 粉末取

扱機の臨界防止対策の

ために質量を計量する

上皿電子天秤を追加す

る。 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、囲い式

フードを不燃性又は難

燃性材料に変更する。 

計量搬送装置を追加す

る。 

第２加工棟 

第２－２混合室 

検査設備 

計量設備架台 

{2057} 

計量設備架台 No.4 

― 

焙焼炉 No.2-1 

計量設備架台 No.4 

 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

圧粉ペレット

搬送装置 

{2058} 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧

粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット搬送部 

焼結炉搬送機 No.2-1 

圧粉ペレット搬送装置 

 

1 台 

改
造 

ストッパ２を追加する。 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

圧粉ペレット

搬送装置 

{2059} 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧

粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット抜取部 

焼結炉搬送機 No.2-1 

圧粉ペレット抜取装置 

 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

圧粉ペレット

搬送装置 

{2060} 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧

粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット移載部 

焼結炉搬送機 No.2-1 

圧粉ペレット移載装置 

 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ボート搬送装

置 

{2061} 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボ

ート搬送装置 

ボート搬送装置部 

焼結炉搬送機 No.2-1 

ボート搬送装置 

 

1 台 

改
造 

火災対策のため、設備カ

バーを不燃性又は難燃

性材料に変更する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ボート搬送装

置 

{2062} 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボ

ート搬送装置 

段積装置部 

焼結炉搬送機 No.2-1 

段積装置 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

焼結設備 

有軌道搬送装

置 

{2063} 

有軌道搬送装置 

― 

連続焼結炉 No.2-1 

有軌道搬送装置 

設備保護カバー 

1 台 
改
造 

火災対策のため、設備カ

バーを不燃性又は難燃

性材料に変更する。 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

焼結設備 

連続焼結炉 

{2064} 

連続焼結炉 No.2-1 

― 

連続焼結炉 No.2-1 

連続焼結炉 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

入口コンベア部の焼結

ボートの落下防止のた

め、ストッパを追加す

る。 

出口コンベア部のスト

ッパの取付ボルトを変

更する。 

火災爆発対策のため、可

燃性ガス漏えい検知器

（水素ガス、プロパンガ

ス）を 2系統で設置し、

緊急遮断弁と連動させ

る。 

火災爆発対策のため、緊

急停止ボタンを設置し、

緊急遮断弁（アンモニア

分解ガス、プロパンガ

ス）及び窒素導入弁と連

動させる。 

被水による制御機能喪

失を防止するため、制御

盤及び動力盤に防水カ

バーを設置する。 

停電時において炉体温

度を監視するために、温

度記録計を非常用電源

に接続する。 

火災爆発対策のため、緊

急遮断弁の供給側に手

動閉止弁を設置する。 

溢水防止対策のため、循

環冷却水（連続焼結炉）

の配管系統に緊急遮断

弁（冷却水）を設置する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室、屋外 

自動窒素ガス切替

機構 

― 

{2064-2} 

自動窒素ガス切替機構

（窒素ガス配管含む） 

― 

― 1 式 

改
造 

窒素ガス切替機構の供

給元である窒素ガス系

統に安全系を設置する。 

火災爆発対策のため、イ

ンターロック回路を専

用の緊急遮断弁制御盤

に設置する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

空気混入防止機構 

― 

{2064-3} 

空気混入防止機構 

― 

― 1 式 変
更
な
し 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

失火検知機構 

― 

{2064-4} 

失火検知機構 

― 

― 1 式 

改
造 

機器を1系統増設し、再

据付する。 

火災爆発対策のため、失

火検知器を2系統で設置

し、緊急遮断弁（アンモ

ニア分解ガス、プロパン

ガス）と連動させる。 

火災爆発対策のため、イ

ンターロック回路を専

用の緊急遮断弁制御盤

に設置する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

過加熱防止機構 

― 

{2064-5} 

過加熱防止機構 

― 

― 1 式 

改
造 

火災爆発対策のため、イ

ンターロック回路を専

用の緊急遮断弁制御盤

に設置する。 

電磁的障害対策のため、

アナログ信号線をシー

ルドケーブルに変更す

る。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

冷却水圧力低下検

知機構 

― 

{2064-6} 

冷却水圧力低下検知機

構 

― 

― 1 式 

改
造 

機器を更新し、再据付す

る。 

火災爆発対策のため、イ

ンターロック回路を専

用の緊急遮断弁制御盤

に設置する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

圧力逃がし機構 

― 

{2064-7} 

圧力逃がし機構 

― 

― 1 式 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室、屋外 

可燃性ガス配管 

― 

{2064-8} 

可燃性ガス配管 

― 

― 1 式 

改
造 

火災爆発対策のため、可

燃性ガス配管の経路を

変更する。 

火災爆発対策のため、屋

外の可燃性ガス配管に

緊急遮断弁（アンモニア

分解ガス、プロパンガ

ス）を 2系統で設置し、

感震計と連動させる。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

焼結設備 

焼結ボート置

台 

{2065} 

焼結ボート置台 

焼結ボート置台部 

連続焼結炉 No.2-1 

焼結ボート置台 

1 台 
改
造 

火災対策のため、設備カ

バーを不燃性又は難燃

性材料に変更する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

焼結設備 

焼結ボート置

台 

{2066} 

焼結ボート置台 

焼結ボート解体部 

連続焼結炉 No.2-1 

焼結ボート解体装置 

1 台 
改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット移載

機 

{2067} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-1 

ペレット移載部 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ペレット移載装置 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ＳＵＳトレイ

保管台 

{2068} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-1 

ＳＵＳトレイ搬送部 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ＳＵＳトレイ搬送装置 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ＳＵＳトレイ

保管台 

{2069} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-1 

ＳＵＳトレイ保管台

部 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ＳＵＳトレイ保管台 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

研磨設備 

ペレット供給

機 

{2070} 

センタレス研削装置

No.2-1 

ペレット供給機 

センタレス研削装置 No.2-1 

ペレット供給機 

 

1 台 

改
造 

センタレス研削装置

No.2-1 センタレス研削

盤への研削個数超過防

止インターロック追加

に伴い、ペレット供給停

止の制御及び制御盤を

追加する。 

センタレス研削装置

No.2-1 研磨屑回収装置

への回転数低下時研削

停止インターロック追

加に伴い、ペレット供給

停止の制御を追加する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

研磨設備 

センタレス研

削設備 

{2071} 

センタレス研削装置

No.2-1 

センタレス研削盤 

センタレス研削装置 No.2-1 

センタレス研削盤 

 

1 台 

改
造 

火災対策のため、囲い式

フードを不燃性又は難

燃性材料に変更する。 

研削個数超過防止イン

ターロックを追加する。 

センタレス研削装置

No.2-1 研磨屑回収装置

への回転数低下時研削

停止インターロック追

加に伴い、ペレット供給

停止の制御及び制御盤

を追加する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

研磨設備 

ペレット乾燥

機 

{2072} 

センタレス研削装置

No.2-1 

ペレット乾燥機 

センタレス研削装置 No.2-1 

ペレット乾燥機 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット検査

台 

{2073} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 ペレット移載装

置 

ペレット検査台部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット検査台 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット移載

装置 

{2074} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 ペレット移載装

置 

ペレット移載部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット移載装置 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット移載

装置 

{2075} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 ペレット移載装

置 

ペレット抜取部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット抜取装置 

1 台 

変
更
な
し 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送

装置 

{2076} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 ペレット搬送装

置 

波板搬送コンベア

No.1 部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット搬送装置 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送

装置 

{2077} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 ペレット搬送装

置 

波板搬送コンベア

No.2 部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット搬送装置 

 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

ペレット搬送

装置 

{2078} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 ペレット搬送装

置 

目視検査部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット搬送装置 

 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

波板移載装置 

{2079} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 波板移載装置 

入庫前コンベア部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

ペレット搬送装置 

 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

火災対策のため、設備カ

バーを不燃性又は難燃

性材料に変更する。 

落下防止対策のため、シ

ャッタを金属製に変更

する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

波板移載装置 

{2080} 

ペ レ ッ ト 搬 送 設 備

No.2-2 波板移載装置 

波板移載部 

ペレット搬送設備 No.2-2 

波板移載装置 

 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

研磨設備 

研磨屑回収装

置 

{2081} 

センタレス研削装置

No.2-1 

研磨屑回収装置 

センタレス研削装置 No.2-1 

研磨屑回収装置 

 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

回転数低下時研削停止

インターロックを追加

する。 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

研磨設備 

研削液タンク 

{2082} 

センタレス研削装置

No.2-1 

研削液タンク 

センタレス研削装置 No.2-1 

研削液タンク 

 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

研磨設備 

配管 

{2083} 

センタレス研削装置

No.2-1 

配管 

センタレス研削装置 No.2-1 

配管 

 

1 式 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２ペレッ

ト室 

検査設備 

計量設備架台 

{2084} 

計量設備架台 No.7 

― 

連続焼結炉 No.2-1 

計量設備架台 No.7 

 

1 台 変
更
な
し 
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表ハ－１ 成型施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

建物・構築物又は設備・

機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

建物・構築物又は設備・機器

名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－１ペレッ

ト検査室 

検査設備 

ペレット検査

台 

{2085} 

ペレット検査台 No.1 

― 

ペレット検査台 No.1 

ペレット検査台 

計量設備架台 No.11 

1 台 

改
造 

高さ制限棒を変更・追加

する。 

火災対策のため、設備カ

バーを不燃性又は難燃

性材料に変更する。 

保管容器Ｇ型の落下防

止のため、ストッパを追

加する。 

上皿電子天秤及び上皿

電子天秤置き台を追加

する。 

第２加工棟 

第２－１ペレッ

ト室、第２－２

ペレット室、第

２－１混合室、

第２－２混合室 

搬送設備（粉末） 

運搬台車 

{2087} 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車 

― 

焙焼炉 No.2-1 

運搬台車 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１ペレッ

ト検査室、第２

－１ペレット

室、第２－２ペ

レット室、第２

－１混合室、第

２－２混合室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

運搬台車 

{2089} 

スクラップ保管ラック

Ｆ型運搬台車 

― 

スクラップ保管ラックＦ型 

運搬台車 

1 台 

改
造 

保管容器Ｇ型の落下防

止のため、ストッパを備

えた台車を新たに設置

し、既設の台車を撤去す

る。 

第２加工棟 

第２－１ペレッ

ト検査室、第２

－１ペレット

室、第２－２ペ

レット室、第２

－１混合室、第

２－２混合室 

搬送設備（ペレッ

ト） 

運搬台車 

{2090} 

ペレット運搬台車 No.3 

― 

ペレット運搬台車 No.3 

― 

1 台 

改
造 

保管容器Ｇ型の落下防

止のため、ストッパを備

えた台車を新たに設置

し、既設の台車を撤去す

る。 

＜建物・構築物＞ 

第２加工棟 第２加工棟 

― 

{1002} 

第２加工棟※４ 

― 

第２加工棟 

― 

1 

改
造 

①外壁の改造 

②外部扉の改造 

③コンクリート充填扉

の新設 

④防護壁の新設 

⑤防護柵の新設 

⑥外部に面した不要な

扉等の撤去及び閉止 

⑦防火区画等の改造 

⑧堰、グレーチング及び

扉の改造 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 

(2) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以

降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請

から追加で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 
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表ハ－２Ｐ設－３－１ 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

{2045}粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台上に設置するため、没水し

ない。 

 

[12.1-F2] 

当該設備の囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外

を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式

の金属製の{8058}緊急設備 防水カバーを設置する。 

○設備の員数 

 ・{8058} 緊急設備 防水カバー：１箇所 

 

[12.1-F2] 

囲い式フードはパッキンを介した金属製及びポリカーボネート製によ

る水密構造とする。{2045}粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 投入口の閉じ

込め弁の開閉はフットペダル操作とし、粉末投入機からの投入時に作業

者が開放する構造とする。 

 

[12.1-F2] 

粉末投入機内部に水検知器を設置し、水の侵入を検知した際は、{2045}

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 投入口の閉じ込め弁を閉止し、内部への

水の侵入を防止し、{2045}粉末混合機 No.2-1 粉末混合機の臨界を防止す

る。また、投入作業以外の時には、閉じ込め弁上部に被水防止の投入口

蓋を設置する。 

 

[12.1-F3] 

 被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 

安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

{2044}粉末混合機 No.2-1 粉末投入機から、破損箇所（グローブの損

傷部）を通して第２－２混合室にウラン粉末が漏えいすることを想定し

た設計基準事故において、漏えいしたウラン粉末による空間の放射線量

の上昇は、他の安全機能を有する施設の位置、構造、強度等に影響を与

えず、必要な安全機能を発揮できる。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 
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表ハ－２Ｐ設－３－２ 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F2] 

当該設備の投入口を覆う{2044}粉末混合機No.2-1粉末投入機の囲い式

フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業

上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属製の{8058}緊

急設備 防水カバーを設置する。 

溢水による被水防止のため、近傍の溢水源となり得る配管（一般冷却

水）を撤去し、当該設備・機器周辺の溢水源となり得る配管に{8065}緊

急設備 遮水板を設置する。なお、遮水板は{2048}供給瓶 No.2-1 と共用

する。 

○設備の員数 

 ・{8065}緊急設備 遮水板：１式 

 

遮水板の配置図を図リ－他－１３（１）、固定詳細図を図リ－他－１

３（３）に示す。 

 

[12.1-F2] 

粉末混合機は金属製容器及び閉じ込め弁による水密構造とする。閉じ

込め弁の開閉はフットペダル操作とし、粉末投入機からの投入時に作業

者が開放する構造とする。また、粉末混合機の下部の閉じ込め弁は、

{2046}粉末搬送容器 No.2-1 粉末搬送容器が下部に接続された際に開放

する。 

 

[12.1-F2] 

{2044}粉末混合機 No.2-1 粉末投入機内部に水検知器を設置し、水の侵

入を検知した際は、投入口の閉じ込め弁を閉止し、内部への水の侵入を

防止し、臨界を防止する。また、投入作業外の時には、閉じ込め弁上部

に被水防止の投入口蓋を設置する。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 
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表ハ－２Ｐ設－４－１ 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F2] 

粉末搬送容器は金属製容器及び閉じ込め弁による水密構造とする。粉

末搬送容器の上部の閉じ込め弁は、{2045}粉末混合機 No.2-1 粉末混合機

の下部に接続された際に開放する。また、粉末搬送容器の下部の閉じ込

め弁は、{2048}供給瓶 No.2-1 供給瓶の上部に接続された際に開放する。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 ― 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－２、図ハ－２Ｐ設－５－１ 

(1) 当該設備は、{2047}粉末搬送容器 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフトが支持する容器部分であり、{2047}粉末

搬送容器 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフトの耐震評価において荷重として負荷している。 
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表ハ－２Ｐ設－５－１ 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 

― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F2] 

粉末搬送容器昇降リフトのフード(A)部と床面の境界はシールする。フ

ード(B)部と天井面の境界はパッキンを挟む構造とする。 

  

[10.1-F6] 

囲い式フードの内部を工程室に対して 9.8 Pa 以上の負圧に維持する。

また、閉じ込め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境界に影

響を及ぼさない設計とし、囲い式フード内の視認性が必要となる部位に、

透明度が高く自己消火性を有するポリカーボネートを使用することで、

通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性

のある部位を設置しない設備構造とする。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製又は

ステンレス鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃

性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部は、設備異常の目視確認

等の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカ

ーボネートを使用する。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F2] 

当該設備の囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外

を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式

の金属製の{8058}緊急設備 防水カバーを設置する。 

○設備の員数 

 ・{8058} 緊急設備 防水カバー：１箇所 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 
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表ハ－２Ｐ設－７－１ プレス No.2-1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 

安全避難通路等 ― 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

第２－２混合室の油圧系統の火災により{2050}プレスNo.2-1のウラン

粉末が影響を受けて第２－２混合室に漏えいすることを想定した設計基

準事故において、火災の熱影響により工程室の温度が上昇するが速やか

な初期消火活動で火災を消火し、温度上昇は緩和されるため、他の安全

機能を有する施設の位置、構造、強度等に影響を与えることはない。ま

た、漏えいしたウラン粉末による空間の放射線量の上昇は、他の安全機

能を有する施設の位置、構造、強度等に影響を与えず、必要な安全機能

を発揮できる。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－２、図ハ－２Ｐ設－７－１ 
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表ハ－２Ｐ設－８－１ 焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

閉じ込めの機能 

[10.1-F6] 

囲い式フード開口部の面速（0.5 m/秒以上）を維持する。また、閉じ

込め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさ

ない設計とし、囲い式フード内の視認性が必要となる部位に、透明度が

高く自己消火性を有するポリカーボネートを使用することで、通常の作

業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部

位を設置しない設備構造とする。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部は、設備異常の目視確認

等の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカ

ーボネートを使用する。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 
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表ハ－２Ｐ設－８－３ 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（電磁的障害） 

[8.2-F2] 

安全機能を有する施設のインターロック回路は、加工施設で発生する

電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないよう、インターロッ

ク回路にメカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回路を設置し、

電磁干渉による誤動作を防止する、又は電源に絶縁トランス若しくはラ

インフィルタを設置し、電磁波の侵入等を防止する。また、インターロ

ック回路の制御盤には金属製筐体を使用し、電磁波の侵入等を防止する。

安全機構及びインターロックの構成機器を別表２に示す。 

 

○メカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回路を設置する安全

機構及びインターロック 

・供給制限機構 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 

― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F1] 

計量部は保管容器Ｆ型を取り扱う際に落下しないよう、落下防止板を

設ける。 

 

[10.1-F6] 

粉末取扱フードは囲い式フード開口部の面速（0.5 m/秒以上）を維持

する。また、閉じ込め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境

界に影響を及ぼさない設計とし、囲い式フード内の視認性が必要となる

部位に、透明度が高く自己消火性を有するポリカーボネートを使用する

ことで、通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積す

る可能性のある部位を設置しない設備構造とする。 

 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製又は

ステンレス鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃

性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部は、設備異常の目視確認

等の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカ

ーボネートを使用する。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 
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表ハ－２Ｐ設－９－１ 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（電磁的障害） 

[8.2-F2] 

安全機能を有する施設のインターロック回路は、加工施設で発生する

電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないよう、インターロッ

ク回路にメカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回路を設置し、

電磁干渉による誤動作を防止する、又は電源に絶縁トランス若しくはラ

インフィルタを設置し、電磁波の侵入等を防止する。また、インターロ

ック回路の制御盤には金属製筐体を使用し、電磁波の侵入等を防止する。

安全機構及びインターロックの構成機器を別表３に示す。 

 

○メカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回路を設置する安全

機構及びインターロック 

・供給制限機構 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 

― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F6] 

囲い式フード開口部の面速（0.5 m/秒以上）を維持する。また、閉じ

込め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさ

ない設計とし、囲い式フード内の視認性が必要となる部位に、透明度が

高く自己消火性を有するポリカーボネートを使用することで、通常の作

業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部

位を設置しない設備構造とする。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料であるステンレ

ス鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料と

する。 

材料を本表（別表１）に示す。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部は、設備異常の目視確認

等の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカ

ーボネートを使用する。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 
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表ハ－２Ｐ設－９－２ 焙焼炉 No.2-1 焙焼炉  仕様 

 外部からの衝撃による損傷の防止 ― 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 
― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F6] 

囲い式フード開口部の面速（0.5 m/秒以上）を維持する。また、閉じ

込め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさ

ない設計とし、囲い式フード内の視認性が必要となる部位に、透明度が

高く自己消火性を有するポリカーボネートを使用することで、通常の作

業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部

位を設置しない設備構造とする。設計上このような部位が発生する箇所

については、当該部位を定期的に点検することを保安規定に定めて管理

する。 

 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部は、設備異常の目視確認

等の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカ

ーボネートを使用する。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 
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表ハ－２Ｐ設－１１－１ 焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

   圧粉ペレット搬送部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１、図ハ－２Ｐ設－１１－１ 
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表ハ－２Ｐ設－１１－２ 焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

                圧粉ペレット抜取部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１、図ハ－２Ｐ設－１１－２ 
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表ハ－２Ｐ設－１１－３ 焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

 圧粉ペレット移載部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１、図ハ－２Ｐ設－１１－３ 
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表ハ－２Ｐ設－１１－４ 焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 
図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１、図ハ－２Ｐ設－１１－４、図

ハ－２Ｐ設－１１－４－１ 
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表ハ－２Ｐ設－１１－５ 焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置 段積装置部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 
図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１、図ハ－２Ｐ設－１１－４－１、

図ハ－２Ｐ設－１１－５ 
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表ハ－２Ｐ設－１２－１ 有軌道搬送装置  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製又は

ステンレス鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃

性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 
図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１－４－１、図ハ－２Ｐ設－１２

－１ 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１ 連続焼結炉 No.2-1  仕様 

許可との対応 

許可番号（日付） 原規規発第 1803284 号（平成 30 年 3 月 28 日付け） 

施設名称 

焼結設備 連続焼結炉 

自動窒素ガス切替機構 

空気混入防止機構 

失火検知機構 

過加熱防止機構 

冷却水圧力低下検知機構 

圧力逃がし機構 

可燃性ガス配管 

緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

緊急遮断弁（プロパンガス） 

可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 

可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス） 

防水カバー 

緊急遮断弁（冷却水） 

防護板 

設備・機器名称 

機器名 

{2064}連続焼結炉 No.2-1 

― 

{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

{2064-3}空気混入防止機構 

{2064-4}失火検知機構 

{2064-5}過加熱防止機構 

{2064-6}冷却水圧力低下検知機構 

{2064-7}圧力逃がし機構 

{2064-8}可燃性ガス配管 

{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

{8039-3}緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス） 

{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

{8041-2}緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス） 

{8046}緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 

{8047}緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス） 

{8058}緊急設備 防水カバー 

{8059}緊急設備 緊急遮断弁（冷却水） 

{8062}緊急設備 防護板 

変更内容 

改造 

・耐震補強の仕様を本表（別表２）に示す。 

・失火検知機構の機器を 1系統増設し、再据付する。 

・冷却水圧力低下検知機構の機器を更新し、再据付する。 

・入口コンベア部の焼結ボートの落下防止のため、ストッパを追加す

る。 

・出口コンベア部のストッパの取付ボルトを変更する。 

・火災爆発対策のため、可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス、プロパ

ンガス）を 2系統で設置し、緊急遮断弁（アンモニア分解ガス、プ

ロパンガス）と連動させる。 

・火災爆発対策のため、緊急停止ボタンを設置し、緊急遮断弁（アン

モニア分解ガス）及び窒素ガス導入弁と連動させる。 

・被水による制御機能喪失を防止するため、制御盤及び動力盤に防水

カバーを設置する。 

・停電時において炉体温度を監視するために、温度記録計を非常用電

源に接続する。 

・窒素ガス切替機構の供給元である窒素ガス系統に安全系を設置す

る。仕様を本表（別表３）に示す。 

・火災爆発対策のため、失火検知器を 2系統で設置し、緊急遮断弁（ア

ンモニア分解ガス、プロパンガス）と連動させる。 

・電磁的障害対策のため、過加熱防止機構で使用するアナログ信号線

をシールドケーブルに変更する。 

・火災爆発対策のため、可燃性ガス配管の経路を変更する。 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１ 連続焼結炉 No.2-1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（火山活動（降下火砕物）） 

[8.1-F1] 

屋外に設置する自動窒素ガス切替機構の一部、可燃性ガス配管、緊急

遮断弁（アンモニア分解ガス、プロパンガス）、手動閉止弁（アンモニア

分解ガス、プロパンガス）、緊急遮断弁（冷却水）は降下火砕物の影響を

受けないよう、降下火砕物が堆積しにくい形状とする又は受圧面積が小

さい形状とする。 

・{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

ボンベ架台、窒素ガス配管、減圧装置（屋外） 

・{2064-8}可燃性ガス配管 

・{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

・{8039-3}緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス） 

・{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

・{8041-2}緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス） 

・{8059}緊急設備 緊急遮断弁（冷却水） 

 

（積雪） 

[8.1-F1] 

屋外に設置する自動窒素ガス切替機構の一部、可燃性ガス配管、緊急

遮断弁（アンモニア分解ガス、プロパンガス）、手動閉止弁（アンモニア

分解ガス、プロパンガス）、緊急遮断弁（冷却水）は積雪の影響を受けな

いよう、雪が堆積しにくい形状とする又は受圧面積が小さい形状とする。 

・{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

ボンベ架台、窒素ガス配管、減圧装置（屋外） 

・{2064-8}可燃性ガス配管 

・{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

・{8039-3}緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス） 

・{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

・{8041-2}緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス） 

・{8059}緊急設備 緊急遮断弁（冷却水） 

 

（生物学的事象） 

― 

 

（航空機落下） 

― 

 

（外部火災（森林火災、近隣工場等の火災、近隣工場等の爆発、航空機

落下火災）） 

― 

 

（電磁的障害） 

[8.2-F2] 

 安全機能を有する施設のインターロック回路は、加工施設で発生する

電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないよう、アナログ信号

線はシールドケーブルを使用し電磁干渉による影響を防止する。また、

インターロック回路にメカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回

路を設置し、電磁干渉による誤動作を防止する、又は電源に絶縁トラン

ス若しくはラインフィルタを設置し、電磁波の侵入等を防止する。また、

インターロック回路の制御盤は金属製筐体を使用し、電磁波の侵入等を

防止する。安全機構及びインターロックの構成機器を別表４に示す。 

 

○アナログ信号線（シールドケーブル）を使用する安全機構及びイン

ターロック 

・{2064-5}過加熱防止機構 

・可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１ 連続焼結炉 No.2-1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.4-F1] 

水素ガス(アンモニア分解ガス)を取り扱う当該施設は適切に接地し、

帯電を防止する。 

 

[11.5-F1] 

可燃性ガス（アンモニア分解ガス及びプロパンガス）を取り扱う当該

施設は、可燃性ガスが漏えいした場合においても工程室内に滞留しない

ように、換気を行う第１種管理区域に設置する。 

 

○可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック 

当該施設及び当該施設へ可燃性ガスを供給するための屋内配管周辺に

は、可燃性ガスの漏えいによる爆発の発生を防止するため、可燃性ガス

の検出器を設置することにより、可燃性ガスの漏えいを常時監視し、早

期に漏えいを検知する。 

可燃性ガス（アンモニア分解ガス及びプロパンガス）の漏えい時に可

燃性ガス漏えい検知器からの信号を受けて、自動的に当該ガス種の供給

を遮断する緊急遮断弁を設置する。 

可燃性ガス漏えい検知器及び緊急遮断弁は、爆発防止インターロック

を構成する機器であるため、独立した 2 系統の多重化を行い高い信頼性

を確保する。 

なお、アンモニア分解ガスは容積比で概ね水素 75%、窒素 25%の混合ガ

スであるため、水素ガスの漏えいで検知する。 

 

ガスの比重を考慮し、上方に拡散する水素ガスを検知する検知器は天

井付近に、下方に拡散するプロパンガスを検知する検知器は床面付近に

設置する。 

○設備の安全機構（可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インタ

ーロック） 

・{8046}緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）：2 箇所 

（図リ－他－８（１）） 

・{8047}緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）：2 箇所 

（図リ－他－８（１）） 

・{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）：１箇所 

（図リ－他－７（１）、図リ－他－７（３）、図リ－他－７（４）） 

・{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）：１箇所 

（図リ－他－７（１）、図リ－他－７（３）、図リ－他－７（５）） 

 

上記の可燃性ガス漏えい検知器及び緊急遮断弁は、2系統で設置するた

め、1箇所につき 2台設置する。なお、可燃性ガス漏えい検知器（水素ガ

ス）及び可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）は、第２加工棟 1 階

に 2箇所(4 台)ずつ設置する。 

 

○地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック 

震度５弱相当の地震が発生した際に{8042-2}緊急設備 感震計からの

緊急遮断弁の閉信号を受けて緊急遮断弁を自動閉止し、可燃性ガスの供

給を遮断する。 

緊急時に確実に動作するように感震計、緊急遮断弁及びその制御盤は

独立した 2系統の多重化を行う。 

 

○設備の安全機構（地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック） 

・{8042-2}緊急設備 感震計：１箇所 

（図リ－他－７（１）、図リ－他－７（２）） 

・{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）：１箇所 

・{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）：１箇所 

 

上記の感震計及び緊急遮断弁は、2系統で設置するため、1箇所につき

2台設置する。 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１ 連続焼結炉 No.2-1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

○緊急設備 手動閉止弁 

震度５弱相当の地震が発生した際に緊急遮断弁の自動閉止に加えて更

に緊急遮断弁のガス供給側にある下記手動閉止弁を閉止する措置を講じ

る。 

 

○設備の員数 

・{8039-3}緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス）：１基 

（図リ－他－７（３）、図リ－他－７（４）） 

・{8041-2}緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス）：１基 

（図リ－他－７（３）、図リ－他－７（５）） 

 

○可燃性ガス配管 

屋内の可燃性ガス配管について、可燃性ガス漏えい検知器により緊急

遮断弁が閉止された後、配管内に残留する水素ガス又はプロパンガスが

配管の損傷等により工程室内に漏えいしたとしても、爆発下限界濃度に

達しない設計とする。 

 

○設備の員数（{2064-8}可燃性ガス配管） 

・可燃性ガス配管（アンモニア分解ガス）：１式 

・可燃性ガス配管（プロパンガス）：１式 

 

○冷却水圧力低下検知機構 

当該施設の冷却水の圧力が低下した場合にヒータ電源を遮断する冷却

水圧力低下安全機構を設置する。 

 

○設備の安全機構（{2064-6}冷却水圧力低下検知機構） 

・冷却水 接点付圧力計：1 基 

・ヒータ電源遮断器：2基 (プレヒート用、ハイヒート用) 

 

[11.6-F1] 

○過加熱防止機構 

当該施設は焼結設備として加熱を行うため、熱的制限値を設定し、これ

を超えることのないようにする。内部の温度が設定値以上に上昇すると自

動的に警報を発し、熱源であるヒータ電源を遮断する過加熱防止機構を設

ける。 

 

○設備の安全機構（{2064-5}過加熱防止機構） 

・熱的制限値（℃）：1850 

・炉内温度を監視する熱電対：5箇所 

・ヒータ電源遮断器：2基 （プレヒート用、ハイヒート用） 

 

[11.7-F1] 

○自動窒素ガス切替機構 

水素ガスを含むアンモニア分解ガスを使用する当該施設は、内部への

空気の混入による爆発を防止するために、供給圧を常時監視し設備・機

器内を工程室内よりも正圧に維持する。 

アンモニア分解ガスの供給圧力が低下すると自動的に警報を発し、ア

ンモニア分解ガスの供給を遮断して窒素ガスを導入し、機器内を正圧に

維持するとともに内部の水素ガスを排出する。 

導入する窒素ガスについては、通常使用する一般窒素系統とは別に、

耐震重要度分類第１類の安全系を設け、一般窒素系統の供給圧力が低下

した場合には、自動で安全系窒素系統に切替わる。 

 

○設備の安全機構（{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含

む）） 

・アンモニア分解ガス 接点付圧力計：1 基 

・安全系 窒素ガス系統及び窒素ガス導入弁 ：1基 

・アンモニア分解ガス装置弁：１基 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１ 連続焼結炉 No.2-1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

警報設備等 

○失火検知機構 

当該施設の排気口及び出入り口扉にはプロパンガスによるパイロット

バーナを設置し、アンモニア分解ガスを燃焼させてから排出する。 

パイロットバーナを失火検知器にて監視し、失火（パイロットバーナ

の炎の喪失）を検知した場合は自動的に警報を発し、可燃性ガス（プロ

パンガス及びアンモニア分解ガス）の供給を自動的に閉止する。 

可燃性ガスの緊急遮断弁及び失火検知器の二重化により、当該施設の

安全機能を強化する。 

 

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、

制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフと

なることで爆発を防止する。 

本インターロックの作動により、アンモニア分解ガスの供給圧力が低

下するため、自動窒素ガス切替機構が作動し、設備は安全に停止する。

安全機構及びインターロックの機器を本表（別表４）に示す。 

 

○設備の安全機構（{2064-4}失火検知機構） 

・失火検知器：4 箇所 

・{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）：１箇所 

（停電時閉） 

・{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）：１箇所（停電時閉） 

 

上記 検知器及び遮断弁は、2系統で設置するため、1箇所につき 2台

設置する。 

 

○過加熱防止機構 

当該施設は炉内温度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発し、

ヒータ電源を遮断し、炉体の加熱を停止する過加熱防止機構を設ける。 

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、

制御系が火災により機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフと

なることで爆発を防止する。 

熱電対が断線し、炉内温度の監視が不可となった場合は、熱源である

ヒータ電源を遮断する。安全機構及びインターロックの機器を本表（別

表４）に示す。 

 

○設備の安全機構（{2064-5}過加熱防止機構） 

・熱的制限値（℃）：1850 

・炉内温度を監視する熱電対：5箇所 

・ヒータ電源遮断器：2 基 (プレヒート用、ハイヒート用) （停

電時遮断） 

 

○冷却水圧力低下検知機構 

当該施設の冷却水の圧力が低下した場合に自動的に警報を発し、ヒー

タ電源を遮断する冷却水圧力低下安全機構を設置する。安全機構及びイ

ンターロックの機器を本表（別表４）に示す。 

 

○設備の安全機構（{2064-6}冷却水圧力低下検知機構） 

・冷却水 接点付圧力計：1 基 

・ヒータ電源遮断器：2 基 (プレヒート用、ハイヒート用) （停

電時遮断） 

 

○可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック 

可燃性ガス（アンモニア分解ガス及びプロパンガス）の漏えいを検知

した場合は、自動的に警報を発するとともに、漏えい検知器からの信号

を受けて、自動的に当該ガス種の緊急遮断弁を閉止し、当該ガス種の供

給を遮断する。 

緊急時に確実に動作するように漏えい検知器、緊急遮断弁制御盤及び

緊急遮断弁は独立した２系統の多重化を行う。 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１ 連続焼結炉 No.2-1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

警報設備等 

○設備の安全機構（緊急停止機構） 

・緊急停止ボタン：1 基 

・ヒータ電源遮断器：２基 （停電時遮断） 

・{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）：１箇所 

（停電時閉） 

・窒素ガス導入弁：1基 （停電時開） 

・アンモニア分解ガス装置弁：１基 （停電時閉） 

放射線管理施設 ― 

廃棄施設 ― 

核燃料物質等による汚染の防止 ― 

遮蔽 ― 

換気設備 ― 

非常用電源設備 

[24.2-F2] 

{8001}非常用電源設備 No.1 非常用発電機及び{8003}非常用電源設備

No.2 非常用発電機に接続し、外部電源からの電気の供給が停止した場

合にも当該施設の炉体温度を制御盤に表示し、設備の稼働状態を監視可

能な状態とする。 

○非常用電源設備 接続負荷 

・{2064}連続焼結炉 No.2-1（温度記録計） 

 

以上を次表に示す。 
 （○：該当、―：該当なし） 

設備・機器名称 

機器名 

バッテリを

備える 

非常用電源

設備に接続 

設備からの

給電で動作 

連続焼結炉 No.2-1（温度記録計） 

― 
― ○ ― 

 

非常用電源設備 系統図を図リ－他－１１（１）に示す。 

通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

 

[99-F3] 

後半申請の施設が前半申請の施設に波及的影響を与えないように撤去

又は閉止措置を講じる。 

当該施設及び後半申請の{2024}連続焼結炉No.1と共用している可燃性

ガス配管を撤去する。 

○設備の員数（{2064-8}可燃性ガス配管） 

・可燃性ガス配管（アンモニア分解ガス）：１式 

・可燃性ガス配管（プロパンガス）：１式 

 

配置図を図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（６）に示す。 

添付図 

図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１－４－１、図ハ－２Ｐ設－１３、

図ハ－２Ｐ設－１３－１、図ハ－２Ｐ設－１３－１－１、図ハ－２Ｐ設

－１３－１－２、図リ－他－７（１）～図リ－他－７（５）、図リ－他

－８（１）、図リ－他－１１（１）、図リ－他－１６（１）、図リ－他

－１６（３） 

(1) 技術基準規則第 11 条第 7項第 3号の要求「焼結炉設備等の内部で可燃性ガスを燃焼させるものは、燃焼が停

止した場合に可燃性ガスの供給を自動的に停止する構造とすること」に対して、連続焼結炉 No.2-1 は、炉内

を還元雰囲気とするためにアンモニア分解ガス（75%水素）を使用している設備であり、内部で可燃性ガスを

燃焼させておらず本条項の適用を受けない。 

(2) 気象業務法施行規則第一条の二における地震計による震度の観測に用いる震度階級を定めた「平成８年気象

庁告示第４号 気象庁震度階級表」による算定方法による。 
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表ハ－２Ｐ設－１３－１（別表４）連続焼結炉 No.2-1 安全機構及びインターロックの機器 

の構成と改造仕様 

安全機構及びインターロック 構成機器と員数 添付図 

{2064-2}自動窒素ガス切替機構

（窒素ガス配管含む） 

アンモニア分解ガス 接点付圧力計：1 

基 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（２） 

安全系 窒素ガス配管系統(耐震重要度

分類第１類)：1式(3)  

窒素ガス導入弁：1基 

アンモニア分解ガス装置弁：1基 

ヒータ電源遮断器：2基 

{2064-3}空気混入防止機構 
パイロットバーナ：4基（排気口 2基、出

入り口扉 2基） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（３） 

{2064-4}失火検知機構 

失火検知器：4箇所(1) 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（３） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（４） 

バーナコントローラ：4箇所(1) 

{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス）：1箇所(1) 

{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパン

ガス）：1箇所(1) 

{2064-5}過加熱防止機構 

熱電対：5本 
図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（５） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（６） 
過加熱設定器：5基 

ヒータ電源遮断器：2基 

{2064-6}冷却水圧力低下検知機構 
冷却水 接点付圧力計：1基 図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（７） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（８） ヒータ電源遮断器：2基 

{2064-7}圧力逃がし機構 バネ式安全弁：2基 図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（９） 

緊急停止機構 

緊急停止ボタン：1基 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

０） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

１） 

{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス）：1箇所(1) 

窒素ガス導入弁：1基 

安全系 窒素ガス配管系統(耐震重要度

分類第１類)：1式(2) 

アンモニア分解ガス装置弁：1基 

ヒータ電源遮断器：2基 

地震発生時 

可燃性ガス遮断インターロック(2) 

{8042-2}緊急設備 感震計：1箇所(1) 
図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

２） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

３） 

{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス）：1箇所(1) 

{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパン

ガス）：1箇所(1) 

可燃性ガス漏えい検知時 

可燃性ガス遮断インターロック 

{8046}緊急設備 可燃性ガス漏えい検知

器（水素ガス）：2箇所(1) 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

４） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

５） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

６） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１

７） 

{8047}緊急設備 可燃性ガス漏えい検知

器（プロパンガス）：2箇所(1) 

{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニ

ア分解ガス）：1箇所(1) 

{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパン

ガス）：1箇所(1) 

(1) 制御回路を含めて独立した 2 系統（Ａ系統/Ｂ系統）とするため、1 箇所に 2 台設置する。緊急遮断弁を制御

する緊急遮断弁制御盤は、1台で緊急遮断弁 2 台（アンモニア分解ガス及びプロパンガス）を制御する。 

(2) 感震計は、当該インターロックで制御する緊急遮断弁の他に、{8039-2}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア

分解ガス）、{8040}緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）、{8042}緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）、{8060}緊

急設備 上水送水用緊急遮断弁及び{8061}緊急設備 送水ポンプ自動停止装置と共用する。 

(3) 安全系 窒素ガス配管系統は、ボンベ架台（2基）、減圧装置（屋外）、窒素ガス配管、窒素ガスボンベ（使用

後交換）、可燃性ガス及び窒素ガス配管架台（屋内）で構成する。 
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表ハ－２Ｐ設－１４－２ 焼結ボート置台 焼結ボート解体部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

閉じ込めの機能 

[10.1-F1] 

ペレットが設備外に落下しないよう、設備カバーを設ける。設備カバ

ーは、{2065}焼結ボート置台 焼結ボート置台部の設備カバーを共用す

る。また、焼結ボートが落下しないよう、機械的保持具で保持する。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機

器を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケー

ブルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金

属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製

又は難燃性プラスチック製を使用する。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び

基準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、

圧力、腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機

能を発揮するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲

にとどめる。 
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表ハ－２Ｐ設－１５－１ ペレット搬送設備 No.2-1 ペレット移載部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 
図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１１－４－１、図ハ－２Ｐ設－１４、

図ハ－２Ｐ設－１５－１、図ハ－２Ｐ設－１５－１－１ 
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表ハ－２Ｐ設－１５－２ ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ搬送部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

閉じ込めの機能 

[10.1-F1] 

ペレットが設備外に落下しないよう、設備カバーを設ける。設備カバー

は、{2065}焼結ボート置台 焼結ボート置台部の設備カバーを共用する。 

また、ＳＵＳトレイが落下しないよう、機械的保持具で保持する。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 
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表ハ－２Ｐ設－１５－３ ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ保管台部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 
図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１４、図ハ－２Ｐ設－１５－１－１、

図ハ－２Ｐ設－１５－３ 
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表ハ－２Ｐ設－１６－１ センタレス研削装置 No.2-1 ペレット供給機  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 

図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１５－１－１、図ハ－２Ｐ設－１６、

図ハ－２Ｐ設－１６－１、図ハ－２Ｐ設－１６－２－１、図ハ－２Ｐ設－

１９－１－１ 
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表ハ－２Ｐ設－１６－２ センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（電磁的障害） 

[8.2-F2] 

安全機能を有する施設のインターロック回路は、加工施設で発生する

電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないよう、インターロッ

ク回路はメカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回路を設置し、

電磁干渉による誤動作を防止する、又は電源に絶縁トランス若しくはラ

インフィルタを設置し、電磁波の侵入等を防止する。また、インターロッ

ク回路の制御盤は金属製筐体を使用し、電磁波の侵入等を防止する。安全

機構及びインターロックの構成機器を別表２に示す。 

 

○メカニカルリレー等の電磁式の絶縁された接点回路を設置する安全

機構及びインターロック 

・研削個数超過防止インターロック 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 
― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F1] 

ペレットが設備外に落下しないよう、囲い式フードを設ける。 

 

[10.1-F6] 

囲い式フード開口部の面速（0.5 m/秒以上）を維持する。また、閉じ込

め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさな

い設計とし、囲い式フード内の視認性が必要となる部位に、透明度が高く

自己消火性を有するポリカーボネートを使用することで、通常の作業時

に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を

設置しない設備構造とする。 

 

[10.1-F7] 

粉末状のウランを含む液体と接触する部位には耐腐食性を有する材料

を用いるとともに、液体の漏えいを防止する。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料であるステンレス

鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とす

る。 

材料を本表（別表１）に示す。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部は、設備異常の目視確認等

の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカー

ボネートを使用する。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-F3] 

3.7 kW を超えるモータは、排熱に配慮した鋼板製ケースに収容する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 
加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 
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表ハ－２Ｐ設－１７－１ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 

                ペレット検査台部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 
図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１７－１、図リ

－他－１４ 

(1) 上皿電子天秤については、{8068}計量設備 上皿電子天秤の仕様表（表リ－他－１４）において適合性を確

認する。 
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表ハ－２Ｐ設－１７－２ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 

                ペレット移載部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１７－２ 

(1) 設備カバーは、{2074}ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部、{2075}ペレット搬送

設備 No.2-2 ペレット移載装置 ペレット抜取部で共用する。  
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表ハ－２Ｐ設－１７－３ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 ペレット抜取部  仕様  

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１７－３ 
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表ハ－２Ｐ設－１８－１ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 

                波板搬送コンベア No.1 部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１８－１ 

(1) 設備カバーは{2076}ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No.1 部、{2077}ペレッ

ト搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 波板搬送コンベア No.2 部で共用する。  
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表ハ－２Ｐ設－１８－２ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 

                波板搬送コンベア No.2 部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１８－１ 
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表ハ－２Ｐ設－１８－３ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 目視検査部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１８－３ 
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表ハ－２Ｐ設－１８－４ ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１８－４ 

(1) 設備カバーは、{2079}ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部、{2080}ペレット搬送設備

No.2-2 波板移載装置 波板移載部で共用する。 
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表ハ－２Ｐ設－１８－５ ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 波板移載部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－１６、図ハ－２Ｐ設－１８－５ 
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表ハ－２Ｐ設－１９－１ センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置、 

センタレス研削装置 No.2-1 研削液タンク 仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 
― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F2] 

液体を内包する部位は漏えいのない構造とする。また、遠心分離機能に

よって、下流側の{6099}第１廃液処理設備 配管へのウランの漏えいを防

止する。 

 

[10.1-F5]  

ウラン粉末を含んだ液体の漏えいを防止するため、防水パンを設ける。

ウラン粉末を含んだ液体が漏えいするおそれのある場所には、{8052}緊

急設備 漏水検知器を設置する。 

{8052}緊急設備 漏水検知器の仕様を表リ－他－１に示す。 

 

また、研磨屑回収装置は建物の壁及び堰（{6081}第１廃液処理設備 凝

集沈殿槽 No.1 のその他の構成機器）で構成された液溜③内に、研削液タ

ンクは建物の壁及び堰（{8051}緊急設備 堰、密閉構造扉）で構成された

溢水防護区画 A1-1 内に設置することにより、ウラン粉末を含んだ液体の

漏えいを防止する。 

 

[10.1-F7] 

粉末状のウランを含む液体と接触する部位には耐腐食性を有する材料

を用いるとともに、液体の漏えいを防止する。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料であるステンレス

鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とす

る。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、導通部

が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・

計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとともに、電源を遮断する

措置を講じ、溢水による電気火災の発生を防止する。 

 

[12.1-F4] 

溢水の発生を早期に検知するために{8052}緊急設備 漏水検知器を溢

水防護区画内の溢水源の近傍又は溢水経路に設置し、溢水の拡大を防止

する。 
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表ハ－２Ｐ設－２１－１ ペレット検査台 No.1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B2] 

次のケーブル火災対策の取られた第２加工棟内に設置する。 

・火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器

を設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブ

ルに対して火災の延焼を防止するための措置を講じる。 

・使用電圧が 600 V を超えるケーブルについては、JIS C 3005 に定め

る 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。 

・それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか金属

箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は金属製又は

難燃性プラスチック製を使用する。 

 
加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 7.6 cm に対して、10 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

耐震重要度分類第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、

放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲に

とどめる。 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－２１－１、図リ－他－１４ 

(1) 上皿電子天秤については、{8068}計量設備 上皿電子天秤の仕様表（表リ－他－１４）において適合性を確

認する。 
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表ハ－２Ｐ設－２２－１ 焙焼炉 No.2-1 運搬台車  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 ― 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－２２－１ 

 

 

表ハ－２Ｐ設－２２－１（別表１） 焙焼炉 No.2-1 運搬台車  材料一覧 

部位 部位名 材料 

強度部材 ― ― 

ウランを取り扱う部位 ― ― 

その他 台車 

落下防止板 

ブレーキ付車輪 

金属製 

金属製 

金属製 
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表ハ－２Ｐ設－２３－１ スクラップ保管ラックＦ型運搬台車  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 ― 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－２３－１ 

 

 

表ハ－２Ｐ設－２３－１（別表１） スクラップ保管ラックＦ型運搬台車  材料一覧 

部位 部位名 材料 

強度部材 ― ― 

ウランを取り扱う部位 ― ― 

その他 台車 

ストッパ 

高さ制限棒 

ブレーキ付車輪 

金属製 

金属製 

金属製 

金属製 
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表ハ－２Ｐ設－２４－１ ペレット運搬台車 No.3  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 ― 

添付図 図ハ－２Ｐ設－１、図ハ－２Ｐ設－２３－１ 

 

 

表ハ－２Ｐ設－２４－１（別表１） ペレット運搬台車 No.3  材料一覧 

部位 部位名 材料 

強度部材 ― ― 

ウランを取り扱う部位 ― ― 

その他 台車 

ストッパ 

高さ制限棒 

ブレーキ付車輪 

金属製 

金属製 

金属製 

金属製 
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追第４次 表ハ－２－１ 第２加工棟  仕様 

許可との対応 

許可番号（日付） 原規規発第 1803284 号（平成 30 年 3 月 28 日付け） 

施設名称 

第２加工棟 

所内通信連絡設備 

自動火災報知設備 

消火器 

自動式又は遠隔操作式の消火設備 

避難通路 

非常用照明、誘導灯 

漏水検知器 

遮水板 

防護壁又は防護柵 

防護壁 

防護閉止板又はコンクリート 

堰、密閉構造扉（溢水防護区域境界の扉の開口部） 

建物・構築物名称又は設備・機器名称 

 機器名 

（本体） 

{1002} 

第２加工棟 

 ― 

（付属設備） 

{8007}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピ
ーカ）） 
{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（ア
ンプ）） 
{8007-11}通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電
話機（PHS アンテナ）） 
{8007-13}通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機） 
{8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器） 
{8009-11}火災感知設備 自動火災報知設備（受信機） 
{8010}消火設備 消火器 
{8011}消火設備 自動式の消火設備 
{8027}緊急設備 避難通路 
{8029}緊急設備 非常用照明 
{8029-4}緊急設備 誘導灯 
{8052}緊急設備 漏水検知器 
{8065}緊急設備 遮水板 
{8048}緊急設備 防護壁及び防護柵 
{8049}緊急設備 防護壁 
{8050}緊急設備 コンクリート閉止部 
{8051}緊急設備 堰、密閉構造扉 

建物・構築物の区分 本体、付属設備 

変更内容 

（本体）改造 

新規制基準に適合させるために、第２加工棟に以下の改造を行う。 

また、第２加工棟の各部位の仕様を別表ハ－２－１－１１、追第４次 別

表ハ－２－１－１１に、各部位の位置を図ハ－Ⅰ－１～図ハ－Ⅰ－１５、

図ハ－２Ｐ建－１－１（第５次）～図ハ－２Ｐ建－１－１６（第５次）に、

改造工事完了後の第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、

厚さ）を図ハ－Ⅱ－１～図ハ－Ⅱ－５に示す。 

 

①外壁の改造（仕様を別表ハ－２－１－１に示す。） 

地震による損傷の防止対策として、西面（1 通り）の耐震壁の増し

打ちを行う。 

外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）対策のため、北面（D 通

り）外壁の 3階の一部の増し打ちを行う。 

外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻・外部火災）対策のため、

南面（A通り）外壁の 1階から 3階の一部の増し打ちを行う。 

外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）対策として、南面 1

階の大型搬入口扉を爆風圧から防護するための防護壁を新設する。 

遮蔽のために、東面 1 階 12 通り C-D 通り間の開口部を鉄筋コンク

リートで閉止（閉止部③）する。 
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追第４次 表ハ－２－１ 第２加工棟  仕様 

変更内容 

②外部扉の改造（仕様を別表ハ－２－１－２に示す。） 

設計竜巻（F1、最大風速 49 m/s。以下「F1 竜巻」という。）による

損傷の防止対策として、既設の外部に面した鋼製扉（以下「外部扉」

という。）（⑥で閉止するもの及び大型搬入口扉を除く。）を F1 竜

巻による風荷重に耐える強度を有した扉（以下「F1 竜巻対策扉」とい

う。）に改造する。 

③コンクリート充填扉の新設（仕様を別表ハ－２－１－３に示す。） 

F1 竜巻による損傷の防止対策として、西面 1 階 1 通りに F1 竜巻に

よる飛来物（以下「F1 飛来物」という。）から外部扉を防護するため

のコンクリート充填扉を新設する。 

④防護壁の新設（仕様を別表ハ－２－１－４に示す。） 

F1 竜巻による損傷の防止対策として、南面 1階 A通り 6-7 間、北面

1階 D通り 7-8 間、1階 11 通り A-B 間、1階 11 通り C-D 間の外部扉を

F1 飛来物から防護するための鉄筋コンクリート造の防護壁を新設す

る。 

また、F1 竜巻による損傷の防止対策として、3階第２分析室、第２

開発室に試料保管棚を F1 飛来物から防護するための防護壁を新設す

る。 

⑤防護柵の新設（仕様を別表ハ－２－１－５に示す。） 

F1 竜巻による損傷の防止対策として、南面 2階 A通りの 3-4 間、8-9

間の非常用進入口の扉及び西面 2 階１通りの A-B 間、C-D 間の機器搬

出入用の扉を F1 竜巻飛来物から防護するために鋼製の防護柵を新設

する。 

⑥外部に面した不要な扉等の撤去及び閉止（仕様を別表ハ－２－１－６

に示す。） 

F1 竜巻による損傷の防止対策として、1 階 11 通り C-D 間の外部扉

（閉止部①）及び南面 2階 A通り 8-9 間の給気ガラリ（閉止部②）を

撤去し、鉄筋コンクリートで閉止する。 

⑦防火区画等の改造（仕様を別表ハ－２－１－７、追第４次 別表ハ－

２－１－７に示す。） 

火災による損傷の防止対策として、以下の改造を行う。 

・2階 11 通り A-B 間、C-D 間の防火シャッタを更新する(11)。 

・火災による損傷の防止対策として、中 2 階 8-9 間通り A-B 通り間

の窓を防火区画壁で閉止する。同様に 2 階 5 通り B-C 間の壁開口

部に防火板を設置し、2 階 1-2/B-C 通り間の床開口部を防火区画

床で閉止する。 

・1 階 B通り 3-4 間、5-6 間及び 1階 C通り 3-4 間、5-6 間の防火区

画壁を貫通する部屋排気ダクトを、当該防火区画壁を貫通しない

ルートに変更するため、ダクトルート変更後の鉄筋コンクリート

壁開口部をモルタルで閉止する。（部屋排気ダクトのルート変更

については、「ト．放射性廃棄物の廃棄施設」の項で示す。） 

・同一の火災区域内に第１種管理区域とそれ以外の区域（第２種管

理区域）が存在する火災区域２Ｐ－５、２Ｐ－７については、第

１種管理区域の境界間仕切り壁及び境界扉に防火性能を追加し、

第１種管理区域とそれ以外の区域を別の火災区画とする改造を行

う。施設の運用上必要な火災区画境界上の開口部は耐火性能を有

した防火板等を設置する。この火災区画境界の壁における電気・

計装ケーブル、配管、ダクトの貫通部について、貫通部処置を行

う。 

・火災区域２Ｐ－１・火災区画２Ｐ－１と火災区域２Ｐ－２・火災

区画２Ｐ－２の境界に設置した既設防火板の点検口を閉止材で閉

止するとともに、一部の防火板の枠に取付材を取り付け板厚を増

す。 

・火災区域２Ｐ－１・火災区画２Ｐ－１と火災区域２Ｐ－５・火災

区画２Ｐ－５（Ⅰ）の境界の床に設置した既設防火板の枠の壁側

開口部に追加枠材を取り付ける。 

・火災区域２Ｐ－１・火災区画２Ｐ－１と火災区域２Ｐ－５・火災

区画２Ｐ－５（Ⅰ）の境界の壁の一部に防火性能の追加（ボード

の増し貼り等）を行う。この境界の壁の電気・計装ケーブルの貫

通部について、貫通部処置を行う。 
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追第４次 表ハ－２－１ 第２加工棟  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

外部からの衝撃による損傷の防止 

 

コンクリート充填扉 

・位置 

配置を図ハ－２－１－１－１１、図ハ－２－１－１－１７に示す。 

・構造・寸法 

構造・寸法を図ハ－２－１－３－３、図ハ－２－１－３－４に示す。 

・材料 

主な材料を別表ハ－２－１－３に示す。 

 

扉 1-1 袖壁、扉 1-2 袖壁 

・位置 

配置を図ハ－２－１－１－１１、図ハ－２－１－１－１７に示す。 

・構造・寸法 

構造・寸法を図ハ－２－１－３－７に示す。 

・材料 

主な材料を別表ハ－２－１－４に示す。 

 

防護柵 No.1、防護柵 No.2、防護柵 No.3、防護柵 No.4 

・位置 

配置を図ハ－２－１－１－１２、図ハ－２－１－１－１５、図ハ－

２－１－１－１７に示す。 

・構造・寸法 

構造・寸法を図ハ－２－１－３－１０～図ハ－２－１－３－１３に

示す。 

・材料 

主な材料を別表ハ－２－１－５に示す。 

 

○{8050}緊急設備 コンクリート閉止部(3) 

閉止部①、閉止部② 

・位置 

配置を図ハ－２－１－１－１１、図ハ－２－１－１－１２、図ハ－

２－１－１－１５、図ハ－２－１－１－１７に示す。 

・構造・寸法 

仕様を図ハ－２－１－３－１４、図ハ－２－１－３－１５に示す。 

・材料 

主な材料を別表ハ－２－１－６に示す。 

 

○{8049}緊急設備 防護壁 

試料保管棚防護壁 No.1、試料保管棚防護壁 No.2 

・位置 

配置を図ハ－２－１－１－１３に示す。 

・構造・寸法 

構造・寸法を図ハ－２－１－３－８、図ハ－２－１－３－９に示す。 

・材料 

材料を別表ハ－２－１－４に示す。 

 

（落雷） 

[8.1-B6] 

建築基準法第三十三条、建築基準法施行令第百二十九条の十四に基づき、

高さ 20 m を超える第２加工棟に避雷設備である避雷針（むね上げ導体を含

む）を設置するため、落雷の発生は安全機能に影響を及ぼさない(4)。 

避雷針の構造は JIS A4201-1992 に基づくものとする。 

避雷針の配置を図ハ－２－１－１－１５～図ハ－２－１－１－１７に示

す。 

 

○設備の員数 

・避雷針（むね上げ導体を含む）：1式 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

外部からの衝撃による損傷の防止 

（極低温（凍結）） 

― 

 

（火山活動（降下火砕物）） 

[8.1-B3] 

屋根は、湿潤密度 1.5 g/cm3とした降下火砕物の厚さ 12 cm 分の重量に

耐える。 

 

（積雪） 

[8.1-B4] 

屋根は、大阪府建築基準法施行細則に定められる 29 cm の積雪に耐える。 

 

（生物学的事象） 

[8.1-F4] 

{6047}～{6047-4}気体廃棄設備 No.1 ダクトの給気口にフィルタを設

け、枯葉、昆虫又は動植物の侵入を防止する。 

{6047}～{6047-4}気体廃棄設備 No.1 ダクトの仕様を表ト－２Ｐ設－

２－１～表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

（航空機落下） 

―(6) 

 

（外部火災（森林火災、近隣工場等の火災、近隣工場等の爆発、航空機落

下火災）） 

[8.1-B5] [8.2-B2] 

原子力発電所の外部火災影響評価ガイドに基づいて、想定する森林火災、

近隣工場等の火災の火災源に対する離隔距離が危険距離以上とする。想定

する近隣工場等の爆発の爆発源に対する離隔距離が危険限界距離以上又は

想定する爆発源からの爆風圧が施設に影響を及ぼさないよう第２加工棟南

面（A 通り）外壁の 1 階から 3 階の一部を 10 cm 以上増し打ち、南面（A

通り）1階 3-4 通り間の大型搬入口扉を爆風圧から防護するために、10 cm

以上の防護増し打ち壁を設ける。また、南面 1 階 A 通り 6-7 間に設ける

{8048}緊急設備 防護壁及び防護柵の南側防護壁は爆風圧から 1 階 A 通り

6-7 間の扉を防護する機能を有する。 

想定する航空機落下火災が発生した場合に、外壁温度は 200℃を超えな

い。 

位置、構造、寸法、材料を別表ハ－２－１－１、別表ハ－２－１－９、

図ハ－２－１－１－１８～図ハ－２－１－１－２３、図ハ－２－１－３－

１８～図ハ－２－１－３－２０に示す。 

 

防護対象施設と想定する火災源、爆発源の位置関係をハ－２－１－５－

２～図ハ－２－１－５－５に、想定する航空機落下位置を図ハ－２－１－

５－９に示す。 

 

（電磁的障害） 

―(7) 

 

（交通事故（自動車）） 

―(8) 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

 

{8011}消火設備 自動式の消火設備は、消火活動のためのアクセスルー

トに面した開口部を有する大型の制御盤に設置し、制御盤内部で電気火災

の延焼を防止する。{8011}自動式の消火設備は、破損、誤作動又は誤操作

が起きた場合においても加工施設の安全機能を損なわない。 

消火薬剤のガス比重は空気より重いため、消火剤噴霧口は上部に設置す

る。 

 

○設備の員数（{8011}消火設備 自動式の消火設備） 

・自動式の消火設備を設置する大型の制御盤：１式（3 基） 

（{2064}連続焼結炉 No.2-1 の制御盤、動力盤、トランス盤） 

 

○設備の仕様（{8011}消火設備 自動式の消火設備） 

・消火薬剤： 

炭酸カリウム及び炭酸水素カリウムを主成分とするエアロゾル 

・動作温度：123 ℃ 

・設置個数：17 個（消火薬剤量 100 g/個） 

（制御盤：3個、動力盤：9個、トランス盤：5個） 

 

{8011}消火設備 自動式の消火設備の配置図を図リ－他－４（第５次）

に示す。 

 

{8012-8}消火設備 可搬消防ポンプは、消防法施行令第二十条に準拠し

て設置する。{8012-8}消火設備 可搬消防ポンプは本加工施設内に 2 基配

置する。 

{8012-8}消火設備 可搬消防ポンプの仕様を表リ－他－３に示す。 

 

[11.1-F2](14) 

早期に火災を検知し報知するために、消防法施行令第二十一条、消防法

施行規則第二十三条、消防法施行規則第二十四条に基づき、{8009}火災感

知設備 自動火災報知設備（感知器）、{8009-11}火災感知設備 自動火災

報知設備（受信機）を設置する。{8009}火災感知設備 自動火災報知設備

（感知器）の発信機は、防火対象物の各階の各部分から歩行距離 50 m 以下

となるように配置する。 

火災信号の発報箇所を限定するために、警戒区域は管理区域の別、工程

の別等により消防法施行令第二十一条第２項の規定以上に細分化する。 

 

○設備の員数（{8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）） 

・熱感知器（スポット型）：280 台 

・煙感知器（スポット型）： 90 台 

・発信機： 11 台 

 

○設備の員数（{8009-11}火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）） 

・受信機（P型受信機）：1 台 

 

{8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、{8009-11}火災感知

設備 自動火災報知設備（受信機）、警戒区域の配置を図リ－２－１－３－

１～図リ－２－１－３－５に示す。自動火災報知設備の系統図を図リ－２

－１－１１に示す。 

 

[11.3-B1] 

第２加工棟は、建築基準法第二条第九号の二で定める耐火建築物（耐火

構造）とし、耐火性の高い設計とすることにより、火災の発生を防止する。

耐震補強等で追加する材料は鉄筋、コンクリート、鋼等の不燃性又は難燃

性材料とする。 

第２加工棟に使用する材料を別表ハ－２－１－１～別表ハ－２－１－

９、追第４次 別表ハ－２－１－７に示す。 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

火災等による損傷の防止 

 

[11.3-B2] 

第２加工棟は建築基準法施行令第百十二条に基づく防火区画(10)を火災

区域として設定する。また、火災区域境界と同一の境界を持つ火災防護上

の火災区画を設定する。ただし、火災区域内に第１種管理区域とそれ以外

の区域を含む場合は、第１種管理区域の境界に耐火性を有する壁を設け、

第１種管理区域とそれ以外の区域を別の火災区画に設定する。 

各火災区画の耐火時間は火災区画の等価時間以上とする。 

 

各火災区画の仕様 

○火災区域２Ｐ－１・火災区画２Ｐ－１の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、防火区画壁、区画境界スラブ、防火区画床、特定防火

設備（防火戸）及び防火板 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

     （強化せっこうボード厚さ 21 mm× 2 枚貼り（壁片

面）：1時間）(17) 

防火区画壁（強化せっこうボード厚さ 12 mm 以上 2枚貼り（壁両

面)：1時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

防火区画床（ALC パネル厚さ 100 mm 以上：1時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

特定防火設備（小荷物専用昇降機昇降路扉）（表面鉄板厚さ 1.5 mm

以上：1時間） 

防火板（鉄板又は鋼板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

及び表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

○火災区域２Ｐ－２・火災区画２Ｐ－２の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、特定防火設備（防火戸）及び防火板 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

特定防火設備（小荷物専用昇降機昇降路扉）（表面鉄板厚さ 1.5 mm

以上：1時間） 

防火板（鉄板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

及び表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

○火災区域２Ｐ－３・火災区画２Ｐ－３の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、防火区画壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火

戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

防火区画壁（強化せっこうボード厚さ 12 mm 以上 2枚貼り（壁両

面)：1時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

特定防火設備（小荷物専用昇降機昇降路扉）（表面鉄板厚さ 1.5 mm

以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

に示す。 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

火災等による損傷の防止 

 

○火災区域２Ｐ－４・火災区画２Ｐ－４の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、特定防火設備（防火戸、防火シャッ

タ）及び防火板 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

特定防火設備（防火シャッタ）（スラット板厚さ 1.5 ㎜以上：1

時間） 

特定防火設備（小荷物専用昇降機昇降路扉）（表面鉄板厚さ 1.5 mm

以上：1時間） 

防火板（鉄板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

 

○火災区域２Ｐ－５・火災区画２Ｐ－５（Ⅰ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、特定防火設備（防火戸）及び防火板 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

     （強化せっこうボード厚さ 21 mm× 2 枚貼り（壁片

面）：1時間）(17) 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

防火板（鉄板又は鋼板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

及び表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

○火災区域２Ｐ－５・火災区画２Ｐ－５（Ⅱ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、防火区画床、特定防火設備（防火戸）

及び防火板 

 区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

     （強化せっこうボード厚さ 21 mm ×2 枚貼り（壁片

面）：1時間）(17) 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

防火区画床（ALC パネル厚さ 100 mm 以上：1時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

防火板（鉄板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－４

に示す。 

 

○火災区域２Ｐ－６・火災区画２Ｐ－６の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ、特定防火設備（防火戸、防火シャッ

タ）及び水平シャッタ 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

特定防火設備（防火シャッタ）（スラット板厚さ 1.5 ㎜以上：1

時間） 

水平シャッタ（スラット板厚さ 1.5 ㎜以上：1時間） 
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火災等による損傷の防止 

 

○火災区域２Ｐ－７・火災区画２Ｐ－７（Ⅰ）の仕様 

・対象部材 

 区画境界壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

     （強化せっこうボード厚さ 21 mm× 2 枚貼り（壁片

面）：1時間）(17) 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１、

表ト－２Ｐ設－２－２及び表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

○火災区域２Ｐ－７・火災区画２Ｐ－７（Ⅱ）の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

     （強化せっこうボード厚さ 21 mm ×2 枚貼り（壁片

面）：1時間）(17) 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

 

○火災区域２Ｐ－８・火災区画２Ｐ－８の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）又

は鉄板厚さ 1.5 mm 以上（扉片面）：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

～表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

○火災区域２Ｐ－９・火災区画２Ｐ－９の仕様 

・対象部材 

区画境界壁、区画境界スラブ及び特定防火設備（防火戸） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

特定防火設備（防火戸）（表面鉄板厚さ 0.5 mm 以上（扉両面）：1

時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパー（板厚さ 1.5 mm 以上：1時間） 

{8045}緊急設備 防火ダンパーの仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

～表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

○竪穴区画内の第１種管理区域とその他の区域の境界（火災区画境界）

の仕様 

・対象部材 

区画境界壁及び区画境界スラブ（階段部含む。） 

区画境界壁（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

区画境界壁（コンクリートブロック有効厚さ 50 mm 以上かつ鉄筋

のかぶり厚さ 40 mm 以上：1時間） 

区画境界スラブ（鉄筋コンクリート厚さ 100 mm 以上：2時間） 

 

第２加工棟の火災区画を図ハ－２－１－５－８に示す。ウラン粉末を取

り扱う設備・機器を設置する火災区画は、２Ｐ－１と２Ｐ－７（Ⅰ）にな

る。 
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追第４次 表ハ－２－１ 第２加工棟  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

火災等による損傷の防止 

 

火災区画の仕様を維持するために、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を

設置する火災区画においてケーブルを使用する場合には、ケーブルに対し

て火災の延焼を防止するための措置を講じる。使用電圧が 600V を超えるケ

ーブルについては、JIS C3005 に定める 60°傾斜試験で確認した難燃性ケ

ーブルを使用する。それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを

使用するか金属箱等に収容する。ケーブルラックは金属製を、電線管等は

金属製又は難燃性プラスチック製を使用する。使用電圧が 600V を超えるケ

ーブルは、火災区画２Ｐ－１で使用する。 

 

電源に接続する設備は、分電盤を金属製とするとともに、電気設備に関

する技術基準を定める省令第十四条に基づき、分電盤に配線用遮断器を設

け、また、導通部が没水水位より高くなる高さに配置し、シール等の被水

対策により水の侵入による電気火災の発生を防止する。 

 

[11.3-B3](16) 

火災区域において火災が発生した場合に、当該火災区域外への延焼を防

止するために、建築基準法施行令第百十二条第２０項、建築基準法施行令

第百二十九条の二の四第１項第七号に基づき、電気・計装ケーブルが貫通

する火災区域境界の壁、床には耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受

けたものを、配管、ダクトが貫通する火災区域境界の壁、床にはモルタル

その他の不燃材料又は耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受けたもの

を施工する。 

また、火災区域境界でない火災区画境界の壁における電気・計装ケーブ

ル、配管、ダクトの貫通部については、火災区画間の火災の延焼を防止す

るために、上記同様の耐熱シール材等又は不燃材料を施工する。 

火災区域貫通部、火災区画貫通部の配置図を図ハ－２－１－１－３７～

図ハ－２－１－１－４１、図ハ－２Ｐ建－１－８（第５次）に示す。 

 

[11.3-F2] 

{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））、

{8009-11}火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、{8029}緊急設備 非

常用照明、{8029-4}緊急設備 誘導灯は、電気設備に関する技術基準を定

める省令第十四条に基づき、配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止

する。 

{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））、

{8009-11}火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、{8029}緊急設備 非

常用照明、{8029-4}緊急設備 誘導灯の分電盤の配置図を図リ－２－１－

１－１～図リ－２－１－１－５に、配線用遮断器の結線図を図リ－２－１

－７に示す。 

 

[11.5-B1] 

可燃性ガスを取り扱う設備・機器を設置する第１種管理区域の室は、可

燃性ガス漏えい時に室内に滞留しないよう、{6048-5}～{6048-8}気体廃棄

設備 No.1 により平均 6 回/時以上換気を行う。 

第２加工棟の第１種管理区域の容積：約 1.4×104 (m3) 

{6048-5}～{6048-8}気体廃棄設備 No.1 全体の排気能力：1.3×105 (m3/

時)以上 

{6048-5}～{6048-8}気体廃棄設備 No.1 の仕様を表ト－２Ｐ設－２－１

～表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-B2] 

溢水防護区画を設定し、第２加工棟の第１種管理区域から第１種管理区

域外へのウランを含む溢水の流出及び第１種管理区域外から第１種管理区

域への溢水の流入を防止する。 

溢水防護区画を図ハ－２－１－１－４６～図ハ－２－１－１－５０に示

す。 

 

溢水防護区画境界の壁はコンクリート造とする又は没水水位より高い堰

を設け、水の浸透を防止する構造とする。また、溢水防護区画境界の開口

部は、設置する扉を密閉構造扉とする又は没水水位より高い堰を設置し、

第２加工棟第２廃棄物処理室には、溢水防護区画 A1-2 及び A1-3 の溢水を

受ける地下貯槽ピット及びそのピットへ流入する経路を設けることによ

り、溢水防護区画外への溢水の流出を防止する。 

{8051}緊急設備 堰、密閉構造扉、地下貯槽ピット及び流入する経路の

各貫通孔及び開口部の位置、構造、寸法、材料を別表ハ－２－１－８、別

表ハ－２－１－９、図ハ－２－１－１－４６～図ハ－２－１－１－５３、

図ハ－２－１－３－２２～図ハ－２－１－３－５１に示す。 

 

溢水防護区画内の扉は密閉構造ではない扉（図ハ－２－１－４－１～図

ハ－２－１－４－８）とするとともに、溢水防護区画内において閉じ込め

機能を有する堰を除き区画内及び部屋間の溢水の流出入を妨げる堰がない

構造とする。 

 

建物の上階から下階への配管貫通部はモルタル、その他の不燃材料によ

り閉止し、耐火シール材にて仕上げることにより溢水の拡大を防止する。

階間の配管貫通部の配置図を図ハ－２Ｐ建－１－９（第５次）に示す。 

 

電源に接続する設備は、電気設備に関する技術基準を定める省令第十四

条に基づき、分電盤に配線用遮断器を設け、また、導通部が図ハ－２－１

－１－４６～図ハ－２－１－１－５０に示す没水水位より高くなる高さに

配置し、シール等の被水対策により水の侵入による電気火災の発生を防止

する。 

 

[12.1-F4] 

溢水の発生を早期に検知し報知するために、{8052}緊急設備 漏水検知

器を溢水防護区画内の溢水源の近傍又は溢水経路に設置する。 

 

○設備の員数（{8052}緊急設備 漏水検知器） 

・漏水表示盤：9箇所 

・検知帯：42 箇所 

 

{8052}緊急設備 漏水検知器の配置及び警報信号系統図を図リ－他－６

（１）～図リ－他－６（９）（第５次）に示す。 

 

震度５弱相当の地震時に、第２加工棟への送水ポンプを自動停止させる

ために、{8061}緊急設備 送水ポンプ自動停止装置を発電機・ポンプ棟に

設置する。 

手動操作により循環冷却水及び上水を屋外で遮断する{8059}緊急設備 

緊急遮断弁（冷却水）及び{8061-2}緊急設備 溢水時手動閉止弁を設置す

る。 

 

{8059}緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）の仕様を表ハ－２Ｐ設－１３－

１に示す。{8061}緊急設備 送水ポンプ自動停止装置及び{8061-2}緊急設

備 溢水時手動閉止弁の仕様を表リ－他－１３に示す。 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-B1]  

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機能

を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 
 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機能

を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 

 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

警報設備等 

[18.1-F1] 

消防法施行令第二十一条、消防法施行規則第二十三条、消防法施行規則

第二十四条に基づき、{8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）

を有効に火災の発生を感知、報知することができるように設け、{8009-11}

火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）を設置し、火災を検知した場

合に警報を発する。 

 

第２加工棟の第１種管理区域の室内の負圧は{6048}～{6048-4}気体廃棄

設備 No.1 差圧計によって監視し、負圧が維持できない場合は警報を発す

る。 

気体廃棄設備 No.1 の{6048}～{6048-4}差圧計の仕様を表ト－２Ｐ設－

２－１～表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

{8052}緊急設備 漏水検知器を溢水防護区画内の溢水源の近傍又は溢水

経路に設置し、溢水の発生を検知した場合に警報を発する。 

{8052}緊急設備 漏水検知器の配置及び警報信号系統図を図リ－他－６

（１）～図リ－他－６（９）（第５次）に示す。 

 

放射線管理施設 

[19.1-B1] 

第１種管理区域の出入口付近に放射線業務従事者等の汚染管理及び除染

等を行う出入管理エリアを設ける。 

出入管理エリアの位置を図ハ－２－１－５－７に示す。 

 

 廃棄施設 ― 

 

核燃料物質等による汚染の防止 

[21.1-B1] 

第２加工棟の第１種管理区域の床及び壁であって人が触れるおそれのあ

る部分（床面からの高さ 2 m まで）は、ウランが浸透しにくく、除染が容

易で腐食しにくい材料(15)で仕上げる。 

 

 

遮蔽 

[22.1-B1] 

貯蔵施設には最大貯蔵能力に見合うウランが、保管廃棄施設には最大保

管廃棄能力に見合う放射性固体廃棄物が存在するものとして、直接線及び

スカイシャイン線の線量を評価し、周辺監視区域境界における線量が、線

量告示に定める線量限度年間 1 mSv より十分に低減（遮蔽評価における実

効線量約 9.7×10-2 mSv/年）できるような建物の壁厚さ等とする。 

周辺監視区域境界の位置を図ハ－１－１－１に示す。 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

非常用電源設備 

[24.2-F2] 

以下の設備は、{8001}非常用電源設備 No.1 非常用発電機、{8003}非常

用電源設備 No.2 非常用発電機に接続し、外部電源が期待できない場合で

も動作可能とする。 

・{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ）） 

・{8009-11}火災感知設備 自動火災報知設備（受信機） 

・{8029}緊急設備 非常用照明 

・{8029-4}緊急設備 誘導灯 

{8001}非常用電源設備 No.1 非常用発電機、{8003}非常用電源設備 No.2 

非常用発電機の仕様を表リ－設－２－１及び表リ－設－２－２に示す。 

 

{8007}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））は、

{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））から給

電し、外部電源が期待できない場合でも動作可能とする。 

{8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）は、{8009-11}火災感

知設備 自動火災報知設備（受信機）から給電し、外部電源が期待できな

い場合でも警戒可能とする。 

 

{8007-16}通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）は、{8005}

非常用電源設備Ａ 非常用発電機に接続し、外部電源が期待できない場合

でも動作可能とする。 

{8007-11}通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アン

テナ））、{8007-13}通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）は、

{8007-16}通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）から給電し、外

部電源が期待できない場合でも動作可能とする。 

{8007-16}通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）、{8005}非常

用電源設備Ａ 非常用発電機の仕様を表リ－他－７、表リ－設－２－３に

示す。 

 

電源に係る結線図を図リ－２－１－７に、非常用電源設備接続の系統図

を図リ－２－１－１４に示す。 

 

以上を次表に示す。 

（○：該当、―：該当なし） 

設備・機器名称 

機器名 

バッテリを

内蔵 

非常用発電

機に接続 

設備からの

給電で動作 

{8007-12}通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（アン

プ）） 

○ ○ ― 

{8007}通信連絡設備 

所内通信連絡設備（放送設備（スピ

ーカ）） 

― ― ○ 

{8007-16}通信連絡設備 

所内通信連絡設備（電話交換機）*1 
○ ○ ― 

{8007-11}通信連絡設備 

所内通信連絡設備（所内携帯電話機

（PHS アンテナ）） 

― ― ○ 

{8007-13}通信連絡設備 

所内通信連絡設備（固定電話機） 
― ― ○ 

{8009-11}火災感知設備 

自動火災報知設備（受信機） 
○ ○ ― 

{8009}火災感知設備 

自動火災報知設備（感知器） 
― ― ○ 

{8029}緊急設備 

非常用照明 
○ ○ ― 

{8029-4}緊急設備 

誘導灯 
○ ○ ― 

*1：所内通信連絡設備（電話交換機）は事務棟に設置する。 
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技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

 

通信連絡設備 

[25.1-F1] 

第２加工棟には、多様性を備えた所内通信連絡設備を設置する。 

{8007}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、

{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））を設置

し、{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））に

付属するマイクにより建物内における放送が可能とする。 

{8007-10}{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アン

プ））に付属するいずれのマイクによっても、{8007}{8007-3}{8007-4}{80

07-5}{8007-7}{8007-15}{8007-21}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ））全てから事業所内建物における放送が可能とする。 

マイクは第１加工棟、第２加工棟、事務棟（緊急対策本部）、保安棟に設

置する。事務棟（緊急対策本部）、保安棟のマイクの配置を図リ－他－１０

（１）（第５次）に、系統図を図リ－他－１２（１）（第５次）に示す。 

 

{8007}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、

{8007-12}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））の配置

を図リ－２－１－２－１～図リ－２－１－２－５に、系統図を図リ－２－

１－９に示す。 

 

{8007-11}通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アン

テナ））、{8007-13}通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）を設置

し、{8007-11}通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS ア

ンテナ））に付属する所内携帯電話機（PHS）又は固定電話機により、設計

基準事故が発生した場合に、緊急対策本部等から事業所内の人に対して、

操作、作業又は退避の指示等の連絡が可能とする。 

{8007-11}通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アン

テナ））、{8007-13}通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）は、

{8007-16}通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）に接続する。 

{8007-16}通信連絡設備 所内通信連絡設備（電話交換機）の仕様を表リ

－他－７に、配置を図リ－他－１０（１）（第５次）に示す。 

 

{8007-11}通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アン

テナ））、{8007-13}通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）の配置

を図リ－２－１－２－１～図リ－２－１－２－５に、系統図を図リ－２－

１－１０に示す。 

 

○設備の員数（通信連絡設備） 

・{8007}所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））：66 台 

・{8007-12}所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））：1 台 

・{8007-11}所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））：15 台 

・{8007-13}所内通信連絡設備（固定電話機）：23 台 

 

[25.2-F1] 

加工施設には、外部への通信連絡のための多様性を確保した{8008}通信

連絡設備 所外通信連絡設備を備える。 

{8008}通信連絡設備 所外通信連絡設備の仕様を表リ－他－６に示す。 
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追第４次 表ハ－２－１ 第２加工棟  仕様 

その他許可で求める仕様 

[99-B1] 

積雪及び降下火砕物の除去を行う作業員が屋根に上るために第２加工棟

の全ての屋根にアクセス可能とする。 

全ての屋根へのアクセスルートを、図ハ－２－１－１－２４～図ハ－２

－１－１－２８に示す。 

 

[99-B4] 

第２加工棟は F3 竜巻荷重を十分に上回る保有水平耐力を確保し、F3 竜

巻荷重による倒壊を防止する。 

 

F3 竜巻発生時の部分的な損傷の程度については以下に示す。 

第２加工棟の１階の外壁、外部扉は、F3 竜巻の風荷重、想定する全ての

F3 竜巻飛来物による建物内部の設備・機器に影響する損傷、貫通はない。

（建物１階の損傷はないため、設備への影響はない。） 

２階の外壁は、F3 竜巻の風荷重、想定する全ての F3 竜巻飛来物の建物

内部の設備・機器に影響する損傷、貫通はない。（F3 竜巻飛来物による鋼

製材が外部扉を貫通し、設備が損傷する。ただし、燃料集合体及び燃料棒

の貯蔵施設は、内壁によって防護されるため損傷はない。） 

 

３階の外壁は F3 竜巻の風荷重による損傷はないが、F3 竜巻飛来物によ

って外部扉及び一部の外壁は損傷、貫通する。（飛来物が外壁、外部扉を貫

通し、設備が損傷する。ただし、貯蔵施設は、内壁、防護壁によって損傷

はない。） 

屋根は、想定する全ての F3 竜巻飛来物による建物内部の設備・機器に影響

する損傷、貫通はない。（建物屋根の損傷はないため、設備への影響はない。） 

 

[99-B5] 

第２加工棟は、更なる安全性余裕を確保し、放射線被ばくのおそれを低

減するため、Ｓクラスに求められる程度の静的地震力（1 G 程度）に対し

て、建物の過度の変形・損傷を防止し、終局に至らない。 

 

[99-F7] 

F3 竜巻により損傷するおそれがある第２加工棟３階及び４階に設置し

ているダクトを通じ下層階への風の吹き込みを防止するため、{6048-5}、

{6048-8}気体廃棄設備 No.1 のダクトにダンパーを設ける。 

{6048-5}、{6048-8}気体廃棄設備 No.1 の仕様を表ト－２Ｐ設－２－１、

表ト－２Ｐ設－２－４に示す。 

 

添付図 

図ハ－Ⅰ－１～図ハ－Ⅰ－１５、図ハ－Ⅱ－１～図ハ－Ⅱ－５、図ハ－１

－１－１～図ハ－２－１－５－９、図リ－２－１－１－１～図リ－２－１

－４－５、図リ－２－１－７、図リ－２－１－９～図リ－２－１－１１、

図リ－２－１－１４、図リ－他－４（第５次）、図リ－他－６（１）（第

５次）～図リ－他－６（９）（第５次）、図リ－他－１０（１）（第５次）、

図リ－他－１２（１）（第５次）、図リ－他－１３（１）（第５次）、図リ

－他－１３（３）（第５次）、図ハ－２Ｐ建－１－１（第５次）～図ハ－

２Ｐ建－１－１６（第５次） 

(1) 具体的には、建築基準法施行令第 88 条に規定する標準せん断力係数 Co を 0.2 として、地震地域係数 Z（大阪

府の場合 1.0）、建物・構築物の振動特性に応じて地震層せん断力の高さ方向の分布を表す Ai、建物・構築物

の振動特性と地震の種類を考慮して算出する Rt から求めた地震層せん断力係数 Ci に、当該建物・構築物の

部分が支える重量を乗じ、さらに耐震重要度に応じた割り増し係数 1.5 を乗じて求めた地上部分に作用する

静的地震力と、同条第 4 項に規定する地下部分に作用する水平震度に当該地下部分の重量を乗じ、さらに耐

震重要度に応じた割り増し係数 1.5 を乗じて求めた地下部分に作用する静的地震力を算定し、常時作用して

いる荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

(2) 必要保有水平耐力は、標準せん断力係数 Co を 1.0 として、建物の減衰性及び変形能力による構造特性係数 Ds

と、剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数 Fes を乗じて求める必要保有水平耐力 Qun に、耐震重要度

分類に応じた割り増し係数を乗じた値とする。 



230 

(3) 第２加工棟の竜巻対策として、留め具、枠、扉の一式を竜巻対策扉に改造するため、加工事業変更許可申請

書に記載している「留め具の補強」のみを実施する扉はない。また、不要な窓、扉の撤去及び閉止は鉄筋コ

ンクリート壁設置により行い、防護閉止板を設置する箇所はない。 

(4) 第２加工棟は消防法に定める指定数量の 10 倍を超える危険物の屋内貯蔵所には該当しないため、設置する避

雷針は消防法の適用を受けない。 

(5) 本加工施設の敷地は海抜約 48 m にあり、基準津波の最大遡上高さ 6 m と比べて十分高く、遡上波は到達しな

いことを確認している。 

(6) 「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」に基づいて本加工施設への航空機落下確

率を評価し、航空機落下確率の総和が 10-7（回／施設・年）を超えないことから、想定する外部事象として航

空機落下を想定する必要がないことを加工事業変更許可申請書に示すとおり確認している。 

(7) 第２加工棟の建物本体、付属設備にインターロックを有する設備がないため、電磁的障害の影響を受けるお

それはない。 

(8) 第２加工棟と町道の位置関係を示したものを図ハ－２－１－５－６に示す。第２加工棟の西面、南面の１階

及び２階、東面の１階は敷地南側の町道での交通事故の影響を受けるおそれを否定できないが、加工事業変

更許可申請書に示すとおり、建物は F3 竜巻の飛来物（路線バス）に耐える構造とすることから、竜巻対策の

設計で対応できる。 

(9) 粉末消火器の必要能力単位 47 となるのに対して、設置する粉末消火器の能力単位の合計は 411 となる。 

(10)第２加工棟の防火区画の境界の一部については、建築基準法施行令第百十二条の防火区画の免除を受けてい

るが、防火板等を設置する。 

(11)平成 17 年改正建築基準法（現建築基準法施行令第百十二条第 19 項第 1号ロ）により、「閉鎖又は作動するに

際して周囲の人の安全を確保する」機能が要求されているため、危害防止機構付きの防火シャッタに更新す

る。 

(12)（欠番） 

(13)（欠番） 

(14){8009}火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、{8029-4}緊急設備 誘導灯、{8010}消火設備 消火器の

配置は、公設消防と協議済みである。 

(15)これらの材料についても、不燃性又は難燃性を有する。 

(16)気体廃棄設備 No.1 のダクトが貫通する箇所には建築基準法施行令第百十二条第２１項に基づき、特定防火設

備を設ける。 

(17)強化せっこうボード厚さ 21 mm×2 枚貼りは、既設の 7 mm 又は 8 mm の繊維強化せっこうボードに増し貼りと

する。 

(18)第４次申請で第２加工棟の付属設備として次回以降申請するとした{8012}消火設備 屋内消火栓は、第５次

申請で本設するに当たり、第２加工棟の付属設備から除き独立させることとする。これに伴い、第４次申請

の{1002}第２加工棟の仕様表（表ハ－２－１）から、安全機能を有する施設の地盤、地震による損傷の防止、

外部からの衝撃による損傷の防止（極低温）、火災等による損傷の防止、安全機能を有する施設、非常用電源

設備の項について、{8012}消火設備 屋内消火栓に係る記載を除き、第５次申請の{1002}第２加工棟の仕様

表（追第４次 表ハ－２－１（本表））のとおりとする。これらを除いた記載については、{8012}消火設備 屋

内消火栓を第２加工棟の付属設備から独立させることに伴い、第５次申請の{8012}消火設備 屋内消火栓の

仕様表（表リ－他－２）に記載することとする。 

 

 

本申請の対象とする箇所に下線を付す。それ以外の箇所については、先行申請時の仕様表から変更はない。先

行申請において「次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所を一

重下線で示す。また、一重下線で示す箇所以外で先行申請から追加で本申請の対象とする箇所を二重下線で示す。 
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追第４次 別表ハ－２－１－１１ 第２加工棟の各部位の仕様（３／３３） 

階 
部

位 

部
位
位
置
番
号 

境界位置 区画 材質 

呼び寸法 

(mm) 

t：厚さ 

図番号 
工事

内容 

中
２
階 

外
壁
・
外
部
扉 

外
壁M

2
-
1
 

中 2階吹抜と屋外 

（D通り／1-5 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-1 の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
2
 

中 2階階段室と屋外 

（D通り／5-7 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-2 の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
3
 

中 2階吹抜と屋外 

（D通り／7-11 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-3 の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
4
 

屋外（東側外壁） 

（12 通り／C-D 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-4 の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
5
 

屋外（東側外壁） 

（12 通り／A-C 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-5 の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
6
-

① 

中 2階吹抜と屋外 

（11 通り／C_D(1)-D 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-6-①の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
6
-

② 

第２洗濯室と屋外 

（11 通り／C-C_D(1)通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-6-②の壁部分と同様の仕様。 

 

 

外
壁M

2
-
7
 

中 2階吹抜と屋外 

（11 通り／B-C 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-7 の壁部分と同様の仕様。 

 

 

外
壁M

2
-
8
 

第２－１事務室と屋外 

（11 通り／A-B 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-8 の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
9
-

① 

第２－１事務室と屋外 

（A通り／9-11 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-9-①の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
9
-

② 

第２－１事務室と屋外 

（A通り／8_9(1)-9 通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-9-②の壁部分と同様の仕様。 

外
壁M

2
-
1
0 

外壁増し打ち部 

（A通り／8_9(1)-8_9(1)通り間） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟 部

位位置図 中２階壁参照 

特記ない限り、外壁 1-10 の壁部分と同様の仕様。 
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４. 添付図一覧表 

番号 名称 

図ハ－１ 敷地内における主要な加工施設の位置 

図ハ－２Ｐ設－１（１） 第２加工棟の主要な部屋配置 

図ハ－２Ｐ設－１（２） 

本申請で適合性を確認する第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図 

（１階及び粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト及び 粉末混合機 

No.2-1 粉末混合機 架台上の設備） 

図ハ－２Ｐ設－１（３） 
本申請で適合性を確認する第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図 

（設備・機器一覧表）（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－１（４） 
本申請で適合性を確認する第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図 

（設備・機器一覧表）（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－１（５） 第２－２領域の複数ユニットの配置全体図 

図ハ－２Ｐ設－１（６） 第２－２領域の単一ユニット一覧表（１／３） 

図ハ－２Ｐ設－１（７） 第２－２領域の単一ユニット一覧表（２／３） 

図ハ－２Ｐ設－１（８） 第２－２領域の単一ユニット一覧表（３／３） 

図ハ－２Ｐ設－１（９） 第２－２領域の単一ユニットとサブユニットの対応（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－１（１０） 第２－２領域の単一ユニットとサブユニットの対応（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－１（１１） Unit 2-2(26) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１２） Unit 2-2(27) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１３） Unit 2-2(30) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１４） Unit 2-2(31) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１５） Unit 2-2(38) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１６） Unit 2-2(41) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１７） Unit 2-2(43) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１８） Unit 2-2(44) サブユニットと設備・機器の対応 

図ハ－２Ｐ設－１（１９） Unit 2-2(25)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２０） Unit 2-2(26)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２１） Unit 2-2(26A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２２） Unit 2-2(26B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２３） Unit 2-2(26C)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２４） Unit 2-2(27)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２５） Unit 2-2(27A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２６） Unit 2-2(27B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２７） Unit 2-2(27C)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２８） Unit 2-2(28)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（２９） Unit 2-2(29)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３０） Unit 2-2(30)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３１） Unit 2-2(30A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３２） Unit 2-2(30B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３３） Unit 2-2(31)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３４） Unit 2-2(31A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３５） Unit 2-2(31B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３６） Unit 2-2(32)の位置及び寸法 
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図ハ－２Ｐ設－１（３７） Unit 2-2(33)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３８） Unit 2-2(34)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（３９） Unit 2-2(35)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４０） Unit 2-2(36)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４１） Unit 2-2(37)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４２） Unit 2-2(38)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４３） Unit 2-2(38A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４４） Unit 2-2(38B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４５） Unit 2-2(38C)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４６） Unit 2-2(38D)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４７） Unit 2-2(39)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４８） Unit 2-2(40)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（４９） Unit 2-2(41)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５０） Unit 2-2(41A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５１） Unit 2-2(41B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５２） Unit 2-2(42)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５３） Unit 2-2(43)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５４） Unit 2-2(43A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５５） Unit 2-2(43B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５６） Unit 2-2(43C)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５７） Unit 2-2(43D)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５８） Unit 2-2(44)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（５９） Unit 2-2(44A)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６０） Unit 2-2(44B)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６１） Unit 2-2(45)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６２） Unit 2-2(46)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６３） Unit 2-2(47)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６４） Unit 2-2(48)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６５） Unit 2-2(49)の位置及び寸法 

図ハ－２Ｐ設－１（６６） 第２－２領域における運搬台車の使用の範囲 

図ハ－２Ｐ設－２（１） 第２－２混合室における配置図（１階） 

図ハ－２Ｐ設－２（２） 
第２－２混合室における配置図（粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト及

び 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台） 

図ハ－２Ｐ設－２（３） 
第２－２混合室における配置図（粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト及

び 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台上の設備）（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－２（４） 
第２－２混合室における配置図（粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト及

び 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台上の設備）（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－２（５） 
第２－２混合室における配置図（１階及び 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 

架台上の設備の側面図） 

図ハ－２Ｐ設－２－１（１） 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト バーチカルリフト部 

図ハ－２Ｐ設－２－１（２） 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 周回コンベア部 

図ハ－２Ｐ設－２－１（３） 
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 周回コンベア部 

（ストッパ ガイド拡大図） 
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図ハ－２Ｐ設－２－１（４） 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 架台（１／３） 

図ハ－２Ｐ設－２－１（５） 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 架台（２／３） 

図ハ－２Ｐ設－２－１（６） 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 架台（３／３） 

図ハ－２Ｐ設－２－２ 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機 

図ハ－２Ｐ設－３－１（１） 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機（１／５） 

図ハ－２Ｐ設－３－１（２） 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機（２／５） 

図ハ－２Ｐ設－３－１（３） 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機（３／５） 

図ハ－２Ｐ設－３－１（４） 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機（４／５） 

図ハ－２Ｐ設－３－１（５） 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機（５／５） 

図ハ－２Ｐ設－３－２（１） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 

図ハ－２Ｐ設－３－２（２） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台（１／４） 

図ハ－２Ｐ設－３－２（３） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台（２／４） 

図ハ－２Ｐ設－３－２（４） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台（３／４） 

図ハ－２Ｐ設－３－２（５） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 架台（４／４） 

図ハ－２Ｐ設－３－２－１（１） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 質量インターロック（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－３－２－１（２） 
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 質量インターロック（インターロック信号

系統図） 

図ハ－２Ｐ設－３－２－１（３） 
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 水検知時 投入口の閉じ込め弁閉止機構

（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－３－２－１（４） 
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 水検知時 投入口の閉じ込め弁閉止機構

（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－５－１（１） 
粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器 及び 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送

容器昇降リフト 

図ハ－２Ｐ設－５－１（２） 
粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器 及び 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送

容器昇降リフト（補強部拡大図） 

図ハ－２Ｐ設－５－１（３） 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト フード（Ａ）部 詳細図 

図ハ－２Ｐ設－５－１（４） 
粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト フード（Ｂ）部 詳細図 

（１／３） 

図ハ－２Ｐ設－５－１（５） 
粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト フード（Ｂ）部 詳細図 

（２／３） 

図ハ－２Ｐ設－５－１（６） 
粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト フード（Ｂ）部 詳細図 

（３／３） 

図ハ－２Ｐ設－６－１ 供給瓶 No.2-1 供給瓶 及び 粉末取出配管部 

図ハ－２Ｐ設－６－１－１（１） 供給瓶 No.2-1 供給瓶 質量インターロック（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－６－１－１（２） 供給瓶 No.2-1 供給瓶 質量インターロック（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－７－１ プレス No.2-1 

図ハ－２Ｐ設－８－１ 焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機 

図ハ－２Ｐ設－８－１－１ 焙焼容器 詳細図 

図ハ－２Ｐ設－８－２（１） 焙焼炉 No.2-1 破砕装置 

図ハ－２Ｐ設－８－２（２） 焙焼炉 No.2-1 破砕装置（下部補強詳細図） 

図ハ－２Ｐ設－８－２（３） 焙焼炉 No.2-1 破砕装置 囲い式フード詳細図 

図ハ－２Ｐ設－８－２－１（１） 焙焼炉 No.2-1 破砕装置 供給制限機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－８－２－１（２） 焙焼炉 No.2-1 破砕装置 供給制限機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－８－３（１） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 

図ハ－２Ｐ設－８－３（２） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 撤去・閉塞前後図 



 

269 

番号 名称 

図ハ－２Ｐ設－８－３（３） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 粉末取扱フード計量部 

図ハ－２Ｐ設－８－３－１（１） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 供給制限機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－８－３－１（２） 
焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 供給制限機構（インターロック信号系統

図） 

図ハ－２Ｐ設－９－１（１） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－９－１（２） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－９－１（３） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機 囲い式フード詳細図 

図ハ－２Ｐ設－９－１－１（１） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機 供給制限機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－９－１－１（２） 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機 供給制限機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－９－２（１） 焙焼炉 No.2-1 焙焼炉（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－９－２（２） 焙焼炉 No.2-1 焙焼炉（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－９－２（３） 焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 囲い式フード詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１０－１ 計量設備架台 No.4 

図ハ－２Ｐ設－１１ 焼結炉搬送機 No.2-1 周辺配置図 

図ハ－２Ｐ設－１１－１ 焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット搬送部 

図ハ－２Ｐ設－１１－２ 焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット抜取部 

図ハ－２Ｐ設－１１－３ 焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 圧粉ペレット移載部 

図ハ－２Ｐ設－１１－４ 焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置 ボート搬送装置部 

図ハ－２Ｐ設－１１－４－１ 焼結ボート 及び スキッド 詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１１－５ 焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置 段積装置部 

図ハ－２Ｐ設－１２－１ 有軌道搬送装置 

図ハ－２Ｐ設－１３ 連続焼結炉 No.2-1 配置図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１） 連続焼結炉 No.2-1 入口コンベア部 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（２） 連続焼結炉 No.2-1 入口コンベア部（ガイド ストッパ拡大図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（３） 連続焼結炉 No.2-1 投入部 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（４） 
連続焼結炉 No.2-1  

プレヒート部、ハイヒート部 及び チャンバー出口部 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（５） 
連続焼結炉 No.2-1  

プレヒート部、ハイヒート部 及び チャンバー出口部（内部詳細図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（６） 連続焼結炉 No.2-1 プレヒート部 詳細図（１／４） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（７） 連続焼結炉 No.2-1 プレヒート部 詳細図（２／４） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（８） 連続焼結炉 No.2-1 プレヒート部 詳細図（３／４） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（９） 連続焼結炉 No.2-1 プレヒート部 詳細図（４／４） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１０） 連続焼結炉 No.2-1 ハイヒート部 補強詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１１） 連続焼結炉 No.2-1 チャンバー出口部 補強詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１２） 連続焼結炉 No.2-1 可燃性ガス及び窒素ガス配管架台（屋内） 詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１３） 連続焼結炉 No.2-1 取出部 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１４） 連続焼結炉 No.2-1 出口コンベア部 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１５） 連続焼結炉 No.2-1 制御盤 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１６） 連続焼結炉 No.2-1 動力盤 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１７） 連続焼結炉 No.2-1 トランス盤 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（１） 連続焼結炉 No.2-1 付帯安全系 ガス配管・機器構成図 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（２） 連続焼結炉 No.2-1 付帯安全系 ガス配管 屋内配置図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（３） 連続焼結炉 No.2-1 付帯安全系 ガス配管 屋外配置図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（４） 
連続焼結炉 No.2-1 自動窒素ガス切替機構 ボンベ架台・減圧装置（屋外）

詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（５） 連続焼結炉 No.2-1 付帯安全系 冷却水系統図 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（６） 後半申請の施設に対する保全措置（可燃性ガス配管の撤去） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１） 連続焼結炉 No.2-1 自動窒素ガス切替機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（２） 連続焼結炉 No.2-1 自動窒素ガス切替機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（３） 連続焼結炉 No.2-1 空気混入防止機構及び失火検知機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（４） 連続焼結炉 No.2-1 失火検知機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（５） 連続焼結炉 No.2-1 過加熱防止機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（６） 連続焼結炉 No.2-1 過加熱防止機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（７） 連続焼結炉 No.2-1 冷却水圧力低下検知機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（８） 連続焼結炉 No.2-1 冷却水圧力低下検知機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（９） 連続焼結炉 No.2-1 圧力逃がし機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１０） 連続焼結炉 No.2-1 緊急停止機構（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１１） 連続焼結炉 No.2-1 緊急停止機構（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１２） 地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック（連続焼結炉 No.2-1）（機器
配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１３） 地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック（連続焼結炉 No.2-1）（イン
ターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１４） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（水素ガス）（連
続焼結炉 No.2-1）（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１５） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（水素ガス）（連
続焼結炉 No.2-1）（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１６） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（プロパンガス）
（連続焼結炉 No.2-1）（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１７） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（プロパンガス）
（連続焼結炉 No.2-1）（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１４ 焼結ボート置台 周辺配置図 

図ハ－２Ｐ設－１４－１ 焼結ボート置台 焼結ボート置台部 

図ハ－２Ｐ設－１４－２（１） 焼結ボート置台 焼結ボート解体部（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－１４－２（２） 焼結ボート置台 焼結ボート解体部（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－１５－１ ペレット搬送設備 No.2-1 ペレット移載部 

図ハ－２Ｐ設－１５－１－１ ＳＵＳトレイ 詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１５－２（１） ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ搬送部（１／２） 

図ハ－２Ｐ設－１５－２（２） ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ搬送部（２／２） 

図ハ－２Ｐ設－１５－３ ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ保管台部 

図ハ－２Ｐ設－１６（１） 
センタレス研削装置 No.2-1 及び ペレット搬送設備 No.2-2 周辺配置

図 

図ハ－２Ｐ設－１６（２） 
センタレス研削装置 No.2-1 及び ペレット搬送設備 No.2-2 周辺配置

図（設備カバー） 

図ハ－２Ｐ設－１６－１ センタレス研削装置 No.2-1 ペレット供給機 

図ハ－２Ｐ設－１６－２（１） センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 

図ハ－２Ｐ設－１６－２（２） センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 囲い式フード詳細図 
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番号 名称 

図ハ－２Ｐ設－１６－２－１（１） 
センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 研削個数超過防止インタ

ーロック（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１６－２－１（２） 
センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 研削個数超過防止インタ

ーロック（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１６－３ センタレス研削装置 No.2-1 ペレット乾燥機 

図ハ－２Ｐ設－１７－１ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 ペレット検査台部 

図ハ－２Ｐ設－１７－２ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 ペレット移載部 

図ハ－２Ｐ設－１７－３ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 ペレット抜取部 

図ハ－２Ｐ設－１８－１ 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置  

波板搬送コンベア No.1 部 及び 波板搬送コンベア No.2 部 

（欠番） （欠番） 

図ハ－２Ｐ設－１８－３ ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 目視検査部 

図ハ－２Ｐ設－１８－４（１） ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部 

図ハ－２Ｐ設－１８－４（２） 
ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 入庫前コンベア部  

シャッタ詳細図 

図ハ－２Ｐ設－１８－５ ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 波板移載部 

図ハ－２Ｐ設－１９－１（１） センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置 

図ハ－２Ｐ設－１９－１（２） センタレス研削装置 No.2-1 研削液タンク 

図ハ－２Ｐ設－１９－１－１（１） 
センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置 回転数低下時研削停止イン

ターロック（機器配置図） 

図ハ－２Ｐ設－１９－１－１（２） 
センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置 回転数低下時研削停止イン

ターロック（インターロック信号系統図） 

図ハ－２Ｐ設－１９－２ センタレス研削装置 No.2-1 配管 

図ハ－２Ｐ設－２０－１ 計量設備架台 No.7 

図ハ－２Ｐ設－２１－１（１） ペレット検査台 No.1 

図ハ－２Ｐ設－２１－１（２） ペレット検査台 No.1（高さ制限棒 ストッパ拡大図） 

図ハ－２Ｐ設－２１－１（３） ペレット検査台 No.1 ペレット検査台 No.1 計量部 

図ハ－２Ｐ設－２２－１ 焙焼炉 No.2-1 運搬台車 

図ハ－２Ｐ設－２３－１ スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 及び ペレット運搬台車 No.3 
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番号 名称 

図ハ－２Ｐ建－１－１（１） 第２加工棟 部位位置図 １階壁 

図ハ－２Ｐ建－１－１（２） 第２加工棟 部位位置図 １階壁（拡大図） 

図ハ－２Ｐ建－１－１（３） 第２加工棟 部位位置図 中２階壁 

図ハ－２Ｐ建－１－１（４） 第２加工棟 部位位置図 中２階壁（拡大図） 

図ハ－２Ｐ建－１－１（５） 第２加工棟 部位位置図 ３階壁 

図ハ－２Ｐ建－１－１（６） 第２加工棟 部位位置図 ３階壁（拡大図） 

図ハ－２Ｐ建－１－１（７） 第２加工棟 部位位置図 中２階スラブ 

図ハ－２Ｐ建－１－１（８） 第２加工棟 部位位置図 ２階スラブ 

図ハ－２Ｐ建－１－２ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）（中２階） 

図ハ－２Ｐ建－１－３ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁 平面図（中２階） 

図ハ－２Ｐ建－１－４ 第２加工棟 工事概要図（中２階）地震による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－５ 
第２加工棟 工事概要図（中２階）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防

止 

図ハ－２Ｐ建－１－６ 第２加工棟 工事概要図（中２階）遮蔽 

図ハ－２Ｐ建－１－７ 第２加工棟 遮蔽能力を有する壁、床及び天井等（平面図 中２階） 

図ハ－２Ｐ建－１－８（１） 第２加工棟 工事概要図（１階）火災による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－８（２） 第２加工棟 工事概要図（中２階）火災による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－８（３） 第２加工棟 工事概要図（２階）火災による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－８（４） 第２加工棟 工事概要図（３階）火災による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－８（５） 第２加工棟 工事概要図（４階）火災による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－９（１） 第２加工棟 工事概要図（中２階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－９（２） 第２加工棟 工事概要図（２階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－９（３） 第２加工棟 工事概要図（３階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－９（４） 第２加工棟 工事概要図（４階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－１０ 第２加工棟 工事概要図（中２階）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２Ｐ建－１－１１（１） 第２加工棟 建具配置図 １階 

図ハ－２Ｐ建－１－１１（２） 第２加工棟 建具配置図 中２階 

図ハ－２Ｐ建－１－１１（３） 第２加工棟 建具配置図 ２階 

図ハ－２Ｐ建－１－１１（４） 第２加工棟 建具配置図 ３階 

図ハ－２Ｐ建－１－１２（１） 第２加工棟 安全機能を有する建具（１階） 

図ハ－２Ｐ建－１－１２（２） 第２加工棟 安全機能を有する建具（中２階・２階） 

図ハ－２Ｐ建－１－１２（３） 第２加工棟 安全機能を有する建具（３階・４階） 

図ハ－２Ｐ建－１－１３ 第２加工棟 防火板 1-ﾒ 1、防火板 1-ﾒ 2 詳細図 

図ハ－２Ｐ建－１－１４ 第２加工棟 防火板 1-ｻ 1、防火板 1-ｻ 2 詳細図 

図ハ－２Ｐ建－１－１５ 第２加工棟 防火板 2-h1 詳細図 

図ハ－２Ｐ建－１－１６ 第２加工棟 火災区域境界壁の改造（防火性能追加） 
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図ハ－２Ｐ設－１（３） 本申請で適合性を確認する第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図（設備・機器一覧表）（１／２） 

番号 名         称 番号 名         称 番号 名         称 

2042 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 2055 焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 2068 ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ搬送部 

2043 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機 2057 計量設備架台 No.4 2069 ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ保管台部 

2044 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 2058 
焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット搬送部 
2070 センタレス研削装置 No.2-1 ペレット供給機 

2045 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 2059 
焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット抜取部 
2071 センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 

2046 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器 2060 
焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット移載部 
2072 センタレス研削装置 No.2-1 ペレット乾燥機 

2047 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト 2061 
焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置 

ボート搬送装置部 
2073 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 

ペレット検査台部 

2048 供給瓶 No.2-1 供給瓶 2062 
焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置  

段積装置部 
2074 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 

ペレット移載部 

2050 プレス No.2-1 2063 有軌道搬送装置 2075 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 

ペレット抜取部 

2051 焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機 2064 連続焼結炉 No.2-1 2076 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 

波板搬送コンベア No.1 部 

2052 焙焼炉 No.2-1 破砕装置 2065 焼結ボート置台 焼結ボート置台部 2077 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 

波板搬送コンベア No.2 部 

2053 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 2066 焼結ボート置台 焼結ボート解体部 2078 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 

目視検査部 

2054 焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機 2067 ペレット搬送設備 No.2-1 ペレット移載部 2079 
ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 

入庫前コンベア部 
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図ハ－２Ｐ設－１（４） 本申請で適合性を確認する第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図（設備・機器一覧表）（２／２） 

番号 名         称 番号 名         称 番号 名         称 

2080 
ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 

波板移載部 
2083 センタレス研削装置 No.2-1 配管 2087 焙焼炉 No.2-1 運搬台車 

2081 センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置 2084 計量設備架台 No.7 2089 スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 

2082 センタレス研削装置 No.2-1 研削液タンク 2085 ペレット検査台 No.1 2090 ペレット運搬台車 No.3 

















































































































































































 

赤色線：追加・変更部 
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図ハ－２Ｐ設－３－２－１（４） 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 水検知時 投入口の閉じ込め弁閉止機構（インターロック信号系統図） 

検知部（電極式） 
粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 

投入口の閉じ込め弁（水密） 

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機の 

投入口の閉じ込め弁が閉止（非通電時閉） 
粉末投入機内に設置した水検知器が水の侵入を検知 

・IL 設定条件：水の侵入検知 

*1 ：(2044)水検知制御盤 

*2 ：信号線断線時は粉末混合機 No.2-1 粉末混合機の投入口の閉じ込め弁（水密）が閉止 

*3 ：メカニカルリレー 

*4 ：(2045)制御盤 

*5 ：停電時は粉末混合機 No.2-1 粉末混合機の投入口の閉じ込め弁（水密）が閉止 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

2044 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 

2045 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 

凡例 

：信号線 

*3,*4 
*5 

(作動端) 
(検出端) 

設定器 

(制御部) 

水検知器 

*1 
*2 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（４） 連続焼結炉 No.2-1 失火検知機構（インターロック信号系統図）（１／２（Ａ系統）） 

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ) 

が閉止(非通電時閉) *7 

*1 ：信号線断線時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)及び緊急遮断弁(プロパンガスＡ)が閉止 
*2 ：パイロットバーナの失火により炎からの紫外線放射が停止 
*3 ：メカニカルリレー 
*4 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ａ 
*5 ：(2064)制御盤 
*6 ：停電時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)及び緊急遮断弁(プロパンガスＡ)が閉止 
*7 ：進展事象として緊急遮断弁（アンモニア分解ガスＡ）の閉止によりアンモニア分解ガスの 
  供給圧力が低下するため、{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）が作動する。 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

2064 連続焼結炉 No.2-1 

2064-4 失火検知機構 

8039 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

8041 緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

失火検知器（1）Ａ 

（ＵＶセンサ） 緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ) 

（電磁弁） 

*1 *6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(検出端) 
(作動端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

警報表示・吹鳴 

警報 

(検出端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

(検出端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

(検出端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

*3,*4 バーナコントローラ 

（失火検知器（1）Ａ用） 

(制御部) 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

(制御部) 

(制御部) 

(制御部) 

失火検知器（2）Ａ 

（ＵＶセンサ） 
バーナコントローラ 

（失火検知器（2）Ａ用） 

失火検知器（3）Ａ 

（ＵＶセンサ） 
バーナコントローラ 

（失火検知器（3）Ａ用） 

失火検知器（4）Ａ 

（ＵＶセンサ） 
バーナコントローラ 

（失火検知器（4）Ａ用） 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

*1 

*1 

*1 

*5 

*1 

*1 

*1 

*1 

緊急遮断弁(プロパンガスＡ)が閉止 

(非通電時閉) 

緊急遮断弁(プロパンガスＡ) 

（電磁弁） 

*6 (作動端) 
*3,*4 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（４） 連続焼結炉 No.2-1 失火検知機構（インターロック信号系統図）（２／２（Ｂ系統）） 

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ) 

が閉止(非通電時閉) *7 

*1 ：信号線断線時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)及び緊急遮断弁(プロパンガスＢ)が閉止 
*2 ：パイロットバーナの失火により炎からの紫外線放射が停止 
*3 ：メカニカルリレー 
*4 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ｂ 
*5 ：(2064)制御盤 
*6 ：停電時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)及び緊急遮断弁(プロパンガスＢ)が閉止 
*7 ：進展事象として緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)の閉止によりアンモニア分解ガスの 
  供給圧力が低下するため、{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）が作動する。 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

2064 連続焼結炉 No.2-1 

2064-4 失火検知機構 

8039 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

8041 緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

失火検知器（1）Ｂ 

（ＵＶセンサ） 緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ) 

（電磁弁） 

*1 *6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(検出端) 
(作動端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

警報表示・吹鳴 

警報 

(検出端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

(検出端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

(検出端) 

パイロットバーナの 

失火を検知 

*3,*4 バーナコントローラ 

（失火検知器（1）Ｂ用） 

(制御部) 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

(制御部) 

(制御部) 

(制御部) 

失火検知器（2）Ｂ 

（ＵＶセンサ） 
バーナコントローラ 

（失火検知器（2）Ｂ用） 

失火検知器（3）Ｂ 

（ＵＶセンサ） 
バーナコントローラ 

（失火検知器（3）Ｂ用） 

失火検知器（4）Ｂ 

（ＵＶセンサ） 
バーナコントローラ 

（失火検知器（4）Ｂ用） 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

・IL 設定条件 

  ：火炎の検知不可 *2 

*1 

*1 

*1 

*5 

*1 

*1 

*1 

*1 

緊急遮断弁(プロパンガスＢ)が閉止 

(非通電時閉) 

緊急遮断弁(プロパンガスＢ) 

（電磁弁） 

*6 (作動端) 
*3,*4 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１１） 連続焼結炉 No.2-1 緊急停止機構（インターロック信号系統図）  

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)が閉止 

(非通電時閉) 
緊急停止ボタンを操作 

緊急停止ボタン 緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)（電磁弁） 

*1 ：信号線断線時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ／Ｂ)が閉止、 

   窒素ガス導入弁が開放、アンモニア分解ガス装置弁が閉止、 

  ヒータ電源が遮断 

*2 ：(2064)制御盤 

*3 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ａ 

*4 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ｂ 

*5 ：メカニカルリレー 

*6 ：停電時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ／Ｂ)が閉止、 

   窒素ガス導入弁が開放、アンモニア分解ガス装置弁が閉止、 

  ヒータ電源が遮断 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

2064 連続焼結炉 No.2-1 

8039 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

*1 *2 *6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(作動端) (検出端)(制御部) 

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)が閉止 

(非通電時閉) 

緊急遮断弁 (アンモニア分解ガスＢ)（電磁弁） 

*6 

*6 

*6 
アンモニア分解ガス 装置弁(電磁弁) 

窒素ガス導入弁が開放 

(非通電時開） 

窒素ガス導入弁(電磁弁) 

(作動端) 

プレヒート用ヒータ電源が遮断 

プレヒート用ヒータ電源遮断器（電磁接触器） 

(作動端) 

(作動端) 

アンモニア分解ガス装置弁が閉止 

(非通電時閉) 

*3 

*4 

*4 

*3 

*6 

ハイヒート用ヒータ電源が遮断 

ハイヒート用ヒータ電源遮断器（電磁接触器） 

(作動端) 

*6 
(作動端) 

*2 

*3,*5 

*4,*5 

*2,*5 

*2,*5 

*2,*5 

*2,*5 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１５） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（水素ガス）（連続焼結炉 No.2-1） 

（インターロック信号系統図）（１／２（Ａ系統））  

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)が閉止 

(非通電時閉) *7 

*1 ：アナログ信号線はシールドケーブルを使用し、 

  金属製又は難燃性のプラスチック製の電線管等に収容 

*2 ：(8046,8047)可燃性ガス漏えい警報盤 

*3 ：信号線断線時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)が閉止 

*4 ：メカニカルリレー 

*5 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ａ 

*6 ：停電時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ)が閉止 

*7 ：進展事象として緊急遮断弁（アンモニア分解ガスＡ）の閉止によりアンモニア分解ガスの 

  供給圧力が低下するため、{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）が作動する。 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

8039 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

8046 緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＡ) 

（電磁弁） 

*3 *4,*5 

*6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(作動端) 

(検出端) 

検知部Ａ 

（ガス拡散式） 
表示部Ａ 

*1 

警報設定値以上の水素ガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(1)（水素ガスＡ） 

*3 
*4,*5 

警報表示・吹鳴 

警報 

警報設定値以上の水素ガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(2)（水素ガスＡ） 

*2 

*2 

(制御部) 

(検出端) 

検知部Ａ 

（ガス拡散式） 
表示部Ａ 

*1 
*2 (制御部) 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１５） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（水素ガス）（連続焼結炉 No.2-1） 

（インターロック信号系統図）（２／２（Ｂ系統））  

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)が閉止 

(非通電時閉) *7 

*1 ：アナログ信号線はシールドケーブルを使用し、 

  金属製又は難燃性のプラスチック製の電線管等に収容 

*2 ：(8046,8047)可燃性ガス漏えい警報盤 

*3 ：信号線断線時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)が閉止 

*4 ：メカニカルリレー 

*5 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ｂ 

*6 ：停電時は緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ)が閉止 

*7 ：進展事象として緊急遮断弁（アンモニア分解ガスＢ）の閉止によりアンモニア分解ガスの 

  供給圧力が低下するため、{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）が作動する。 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

8039 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

8046 緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 

緊急遮断弁(アンモニア分解ガスＢ) 

（電磁弁） 

*3 *4,*5 

*6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(作動端) 

(検出端) 

検知部Ｂ 

（ガス拡散式） 
表示部Ｂ 

*1 

警報設定値以上の水素ガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(1)（水素ガスＢ） 

*3 
*4,*5 

警報表示・吹鳴 

警報 

警報設定値以上の水素ガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(2)（水素ガスＢ） 

*2 

*2 

(制御部) 

(検出端) 

検知部Ｂ 

（ガス拡散式） 
表示部Ｂ 

*1 
*2 (制御部) 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１７） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（プロパンガス）（連続焼結炉 No.2-1） 

（インターロック信号系統図）（１／２（Ａ系統））  

緊急遮断弁(プロパンガスＡ)が閉止 

(非通電時閉) *7 

*1 ：アナログ信号線はシールドケーブルを使用し、 

  金属製又は難燃性のプラスチック製の電線管等に収容 

*2 ：(8046,8047)可燃性ガス漏えい警報盤 

*3 ：信号線断線時は緊急遮断弁(プロパンガスＡ)が閉止 

*4 ：メカニカルリレー 

*5 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ａ 

*6 ：停電時は緊急遮断弁(プロパンガスＡ)が閉止 

*7 ：進展事象として緊急遮断弁（プロパンガスＡ）の閉止によりパイロットバーナが 

  失火するため、{2064-4}失火検知機構が作動し、その後{2064-2}自動窒素ガス切替機構 

  （窒素ガス配管含む）が作動する。 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

8041 緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

8047 緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス） 

緊急遮断弁(プロパンガスＡ) 

（電磁弁） 

*3 
*4,*5 

*6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(作動端) 

(検出端) 

検知部Ａ 

（ガス拡散式） 表示部Ａ 
*1 

警報設定値以上のプロパンガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(1)（プロパンガスＡ） 

*3 *4,*5 

警報表示・吹鳴 

警報 

警報設定値以上のプロパンガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(2)（プロパンガスＡ） 

*2 

*2 

(制御部) 

(検出端) 

検知部Ａ 

（ガス拡散式） 表示部Ａ 
*1 

*2 (制御部) 
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図ハ－２Ｐ設－１３－１－２（１７） 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロック（プロパンガス）（連続焼結炉 No.2-1） 

（インターロック信号系統図）（２／２（Ｂ系統））  

緊急遮断弁(プロパンガスＢ)が閉止 

(非通電時閉) *7 

*1 ：アナログ信号線はシールドケーブルを使用し、 

  金属製又は難燃性のプラスチック製の電線管等に収容 

*2 ：(8046,8047)可燃性ガス漏えい警報盤 

*3 ：信号線断線時は緊急遮断弁(プロパンガスＢ)が閉止 

*4 ：メカニカルリレー 

*5 ：(8039,8041)緊急遮断弁制御盤Ｂ 

*6 ：停電時は緊急遮断弁(プロパンガスＢ)が閉止 

*7 ：進展事象として緊急遮断弁（プロパンガスＢ）の閉止によりパイロットバーナが 

  失火するため、{2064-4}失火検知機構が作動し、その後{2064-2}自動窒素ガス切替機構 

  （窒素ガス配管含む）が作動する。 

管理番号 設備・機器名称 機器名 

8041 緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

8047 緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス） 

緊急遮断弁(プロパンガスＢ) 

（電磁弁） 

*3 
*4,*5 

*6 

凡例 

：信号線 ：OR 条件 

(作動端) 

(検出端) 

検知部Ｂ 

（ガス拡散式） 表示部Ｂ 
*1 

警報設定値以上のプロパンガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(1)（プロパンガスＢ） 

*3 *4,*5 

警報表示・吹鳴 

警報 

警報設定値以上のプロパンガスを検知 
・IL 設定値：25 %LEL 以下 

可燃性ガス漏えい検知器(2)（プロパンガスＢ） 

*2 

*2 

(制御部) 

(検出端) 

検知部Ｂ 

（ガス拡散式） 表示部Ｂ 
*1 

*2 (制御部) 
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５．工事の方法 

本申請における施設の工事は、加工施設の技術基準に関する規則に適合するように工事を

実施し、加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。工事の実施に当たっては保安

規定に基づき（工事）作業計画を策定する。 

工事内容を以下に示す。 

 

ａ．改造等を実施する設備・機器 

表ハ－１の変更内容において、新設、増設、追加、更新、改造、移設のいずれかを

記載した設備・機器名称 機器名を対象とする。 

 

ｂ．変更しない設備・機器 

表ハ－１の変更内容において、変更なしを記載した設備・機器名称 機器名を対象

とする。 

 

ｃ．第２加工棟 

  ⑦防火区画等の改造（第５次申請分） 

 

(1) 工事上の注意事項 

ａ．一般事項 

・工事の保安については、保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に基づき作業者に係

る労働災害の防止に努める。 

・工事において使用する工具・機器は使用前に点検を行い、検査に使用する計測器につい

ては、校正済みであり、かつ有効期限内のものを使用する。 

・作業場所は、可能な範囲で区画し、標識・表示等により周知を図り関係者以外の立入り

を制限する。また、常に整理整頓に努める。 

・工事の実施に当たっては、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制等を示した（工事）

作業計画に従い実施する。 

・工事の安全対策として、溶接・溶断作業では、防塵マスクの装着、集塵機等の使用によ

り有害物質の吸入を防止する。高所作業では、墜落制止用器具の装着、足場の設置等に

より作業員、使用工具の落下を防止する。 

・工事の実施に当たり、資機材や工機の搬入等のための周辺監視区域への人の立入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法な

侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、巡視、点検、定

期事業者検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保全の実施により、安全機

能を維持する。 

・工事に伴う騒音等に配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影響を

低減する。 
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ｂ．放射線管理 

・管理区域内で実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理区

域出入口を経由するとともに、個人線量計や必要な安全保護具を着用する。 

・第１種管理区域内における作業においては、作業環境中の放射性物質の濃度の監視結

果に基づき、必要な被ばく低減及び身体汚染の防止に係る保護具を作業者に着用させ

る。 

・核燃料物質等への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じ

て遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

ｃ．防火管理 

・工事に当たって、火気作業（溶接、溶断、火花を発生する工具等の使用）を行う場合は、

火災防護計画に基づき、作業場所周辺の可燃物の隔離又は不燃性材料による養生等の

処置を講じるとともに作業場所に消火器を常備する等の防火対策を実施する。また、必

要に応じて、工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための機材を仮設する。 

・作業エリア外への延焼防止の観点から、作業エリア周辺に可燃物及び危険物がないこ

とを確認する。また、周辺の設備を不燃材シート等により養生する。 

・火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実

施する。 

 

ｄ．異常発生時の対策 

・現場で異常が発生した場合には、異常時の対応要領に従い、あらかじめ定めた連絡先に

通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を講じる。 

・あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。 

 

(2) 工事手順 

改造等を実施する設備・機器の工事は、以下に示す手順で行う。変更しない設備・機器

の工事については、以下に示す手順により検査のみを行う。 

原則として、本工事対象設備及び工事の影響が及ぶおそれのある場所に核燃料物質等が

存在しない状態で工事を行う。 

 

a．改造等を実施する設備・機器の工事手順 

図ハ－ａ－１に示す手順で改造を行う。 

1)改造工事を実施する当事業所又は部品・部材又はアンカーボルト等（以下「部品等」

という。）の加工組立を実施する社外調達先において、当事業所指定の材料を必要に

応じて材料証明書等とともに手配し入手する。 

2)当事業所指定の製作図をもとに、部品等の加工組立を実施する。 

3)加工組立された部品等について当事業所が受入検査を実施する。 

4)受入検査完了後、部品等の設置工事を実施する。不要になった部品等は撤去する。 

5)各設備・機器について６項に示す検査を実施する。また、加工施設全体としての性能

検査を実施する。 
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ｂ．変更しない設備・機器の工事手順 

図ハ－ｂ－１に示す手順で検査を行う。 

1)各設備・機器について６項に示す検査を実施する。また、加工施設全体としての性能

検査を実施する。 

 

ｃ．第２加工棟の工事手順 

第２加工棟の防火区画等の改造（第５次申請分）について、全体工事フローを図ハ－

ｃ－１に、第５次申請分の個別工事フローを図ハ－ｃ－２に、その詳細を図ハ－２Ｐ建

－１－８及び図ハ－２Ｐ建－１－１１～図ハ－２Ｐ建－１－１６に示す。 

 

上記に手順を示した工事のほか、これらの工事に付随して本加工施設内で行う必要があ

る部材の組立加工、資機材や工具の搬出入、足場の設営、廃棄物の仕分け及び解体減容等

に係る工事の実施に当たっては、(1)工事上の注意事項に示した事項に従うとともに、以

下の措置を講じることにより、加工施設の技術基準に適合した工事とする。 

 

・工事対象の設備・機器及び工事区画内の影響を受ける設備・機器から、内包する核燃

料物質等を他の設備、区画に移動し、核燃料物質等が工事の影響を受けるおそれがな

く、これらの設備・機器の安全機能の維持が不要な状態で工事を行う。 

・本工事において建物の臨界防止及び遮蔽能力に影響を及ぼす工事は実施しない。第

２加工棟の大型搬入口扉を資機材の搬出入のために開とする場合においては、必要

に応じて、定期的な線量当量率の測定を行い、線量告示に定める管理区域に係る値を

超えるおそれのないことを確認する。なお、資機材の搬出入ために大型搬入口扉を開

とした場合であっても加工施設全体としての遮蔽能力には影響はなく、周辺監視区

域及び敷地境界外の人が居住する可能性のある区域境界上の年間の線量は事業許可

における評価値を上回ることはない。 

・加工施設の建物の外壁に設置された扉を交換する工事又は資機材の搬出入のために

扉を開とする場合には、工事の期間中、人の不法な侵入を防止できるよう閉止する又

は監視人による監視を行う措置を講じる。 

・第１種管理区域の境界（屋内間仕切り壁、外壁、これらの壁に設置された鋼製扉及び

床）の工事中において、一時的に開口部が生じる場合、若しくは資機材の搬出入のた

め第１種管理区域上の扉を開にする場合は、保安規定に基づき、前室を設置する等の

措置を講じることにより建物の閉じ込めの機能を維持する。 

・工事に伴い、管理区域以外の区域において、線量告示に定める管理区域に係る値を超

えるおそれのある場所が生じた場合には、保安規定に基づき一時的な管理区域を設

定する。 

・工事に伴い、気体廃棄設備の系統を停止する場合は、別の系統を稼働させることによ

り第１種管理区域の負圧を維持する又は保安規定に定める閉じ込めに係る措置を講

じた上で気体廃棄設備を停止することにより、建物の閉じ込めの機能を維持する。気

体廃棄設備を停止することにより所定の換気能力を確保できないおそれのある場合
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においては、放射線業務従事者に半面マスク等の保護具を着用させる。 

・工事に伴い、火災感知設備、消火設備、放射線管理施設、通信連絡設備等を一時的に

停止する場合においては、代替措置を講じることにより、これらの設備が有する安全

機能を維持するか、監視対象の設備・機器を停止する等により、安全機能が不要な状

態とする。 

・第１種管理区域における工事で撤去した使用予定のない設備・機器、廃材及び除染作

業等により発生する核燃料物質で汚染されたものは、必要に応じて第１種管理区域

内で解体し、また、保安規定に基づく廃棄物の仕掛品として一時保管した後、200 L 

ドラム缶に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄する。なお、本加工

施設における放射性固体廃棄物の現状の最大保管廃棄能力約 11170 本（200 L ドラ

ム缶換算、加工事業変更許可申請書記載値）は、現在の保管廃棄量約 8200 本を踏ま

え、新規制基準対応工事に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管廃棄量を十分に吸

収できることを確認している。 

・核燃料物質による汚染のおそれのある部位の工事に伴って汚染の拡大のおそれがあ

る場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハウス

を設置し、局所排気装置等を使用する等して、汚染の防止を図る。 

・第１種管理区域の設備・機器撤去後の床等の表面は、修復後、ウランが浸透しにくく、

除染が容易で腐食しにくい材料（難燃性材料）で塗装を施す。 
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ｂ．変更しない設備・機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ｂ－１ 工事フロー

検査１ 

完了 

検査２ 加工施設全体としての性能検査 

 

変更しない設備・機器 
（凡例） 

：検査 

外観、配置、員数、据付、材料、単一ユニット、 

複数ユニット、作動 



    

5
27 

ｃ.第２加工棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：第５次申請で申請する⑦－６～⑦－１３を含む。 
   上記以外は第４次申請を示す。 

 

図ハ－ｃ－１ 全体工事フロー 

③コンクリート充填

扉の新設 
②外部扉の改造 ①外壁の改造 ④防護壁の新設 

⑧堰、グレーチング及

び扉の改造 

⑦防火区画等の改造 ⑤防護柵の新設 ⑥外部に面した不要な

扉等の撤去及び閉止 

検査 検査 検査 

検査 

第２加工棟 

検査 

完了 

検査 

検査 

検査 
検査 

加工施設の性能検査 検査 

主な検査（第２加工棟） 
・屋内消火栓 
・漏水検知器 
・遮水板 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 

（注１） 

検査 検査 検査 

第２加工棟の緊急設備 避難通路、火災感知設備 自動火災報知設備（感
知器）、火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、通信連絡設備 所内
通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、通信連絡設備 所内通
信連絡設備（固定電話機）、緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、消
火設備 消火器、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピー
カ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））の工事 
：図リ－ａ－１、図リ－ａ－２、図リ－ａ－３に記載 

既設部分 
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ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造（第５次申請分）  

  ⑦－６ 防火板の点検口を閉止材で閉止（防火板 1-ﾒ 1、1-ﾒ 2、1-ｻ 1、1-ｻ 2） 
      防火板の枠に取付材を取り付け、板厚を増す（防火板 1-ﾒ 1、1-ﾒ 2） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦－７ 防火板の枠の壁側開口部に追加枠材を取り付け（防火板 2-h1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：第２加工棟の防火区画等の改造は⑦－１～⑦－５（第４次申請分）及び⑦－６～⑦－１３（第５次申

請分）の工事の完了をもって終了とする。 

注２：第１種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、必要に応じて除染

後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄する。 

 

図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー（１／４）  

完了（注 1） 

材料 

寸法 

 

検査７－１６ 
閉止板（鉄板）、取付板（鉄板）

調達 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

枠の開口部に鋼板を設置 

材料 

寸法 

 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

追加枠材（鋼板）調達 

検査７－１７ 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

検査７－１８ 

検査７－１９ 

廃棄（注 2） 

完了（注 1） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

外観、配置

員数、材料

寸法 

 

外観、配置 

員数、材料

寸法 

 

防火板の改造 
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  ⑦－８ 火災区域境界壁の改造（防火性能追加） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦－９ 火災区域境界扉の改造（扉の窓閉止 扉 3-ﾁ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：第２加工棟の防火区画等の改造は⑦－１～⑦－５（第４次申請分）及び⑦－６～⑦－１３（第５次申

請分）の工事の完了をもって終了とする。 

 

図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー（２／４） 

 

  

外観 

配置 

員数 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査７－２１ 

完了（注１） 

防火性能追加 

（ボード増し貼り、耐火被覆材の設置） 
材料 

寸法 

検査７－２０ 

強化せっこうボード、 

巻き付け耐火被覆材 

調達 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

完了（注１） 

扉の窓を鋼板で閉止 

材料 

寸法 

検査７－２２ 鋼板調達 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査７－２３ 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

外観、配置 

員数、材料 
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  ⑦－１０ 火災区画貫通部の処置（第４次申請⑦－３の火災区画壁の改造の貫通部処置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦－１１ 火災区域貫通部の処置（⑦－８の火災区域境界壁の改造の貫通部処置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：第２加工棟の防火区画等の改造は⑦－１～⑦－５（第４次申請分）及び⑦－６～⑦－１３（第５次申

請分）の工事の完了をもって終了とする。 

 

図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー（３／４） 

  

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先) 

完了（注 1） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

外観 

配置 

検査７－２５ 

貫通部処置材料 

調達 
材料 

検査７－２４ 
火災区画貫通

部の処置 

火災区画壁の改造 

（第４次申請⑦－３） 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先) 

完了（注 1） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

外観 

配置 

検査７－２７ 

貫通部処置材料 

調達 
材料 

検査７－２６ 
火災区域貫通

部の処置 

火災区域境界壁の

改造（⑦－８） 
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  ⑦－１２ 火災区域貫通部の処置 

      （図ハ－２Ｐ建－１－８に示す配線、配管新設（壁面）の貫通部処置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦－１３ 火災区域貫通部の処置（図ハ－２Ｐ建－１－８に示す既存貫通部再利用の配管新

設（壁面、床面）の貫通部処置）（床面は火災対策と溢水対策の共通工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：第２加工棟の防火区画等の改造は⑦－１～⑦－５（第４次申請分）及び⑦－６～⑦－１３（第５次申

請分）の工事の完了をもって終了とする。 

注２：第１種管理区域で撤去した部材は、必要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の

保管廃棄施設で保管廃棄する。第２種管理区域で撤去した部材は、保安規定に基づく放射性廃棄物で

ない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄する。 

 

図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー（４／４） 

  

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先) 

配線、配管敷設 

火災区域貫通部の処置 

完了（注 1） 

鉄筋探査 

廃棄（注 2） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

コア抜き 

外観 

配置 

検査７－２９ 

貫通部処置材料 

調達 
検査７－２８ 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先) 

配管敷設 

火災区域貫通部の処置 

（床面は溢水対策処置含む） 

完了（注 1） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

外観 

配置 

検査７－３１ 

貫通部処置材料 

調達 
検査７－３０ 

材料 

材料 
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(3) 品質保証計画 

本申請における施設の設計及び工事に係る品質保証活動は、加工事業変更許可申請書に

おける「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」

を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める保安品質保証計画書に従って実施するもの

とする。 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る設備・機器の検査の項目を第ハ－１表に、

設備・機器に係る検査の方法を第ハ－２表に、建物・構築物に係る試験及び検査の項目を第

ハ－３表に、建物・構築物に係る検査の方法を第ハ－４－１表、第ハ－４－２表に示す。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－５表に示す。 
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第ハ－１表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（１／３） 
施

設

区

分 

設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 

第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 
単一 

ユニット 

複数 

ユニット 
面速 負圧 IL* 作動 

成

型

施

設 

第

２

加

工

棟 

第２－２混合室 
粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇

降リフト 
― 改造 ①③④⑤ ① ①② ①②④ ① ― ② ①② ― ― ― ①② 

 粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移

載機 
― 改造 ①④⑤⑥ ① ①② ①② ① ― ② ①② ― ― ― ①② 

 粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 ― 改造 ①④⑤⑥ ① ①② ②④ ① ― ④ ①② ① ― ― ― 

 粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 ― 改造 ①③⑤⑥⑧ ① ①② ①②④ ① ― ⑤ ①② ― ― ① ― 

 粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器 変更なし ①③⑤⑥ ① ① ― ① ― ②⑤ ①② ― ― ― ― 

   粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト 改造 ①③⑤⑥ ① ①② ①②④ ① ― ― ― ― ① ― ①② 

   供給瓶 No.2-1 供給瓶 改造 ①③⑤⑥⑧ ① ①② ①⑤⑥ ① ― ①⑤ ①② ― ― ① ― 

   プレス No.2-1 ― 改造 ①②③⑤⑥ ① ①② ①② ① ― ① ①② ① ― ― ― 

   焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機 改造 ①③⑤⑥ ① ①② ①②④ ① ― ― ①② ① ― ― ― 

   焙焼炉 No.2-1 破砕装置 改造 ①②③⑤⑥ ① ①② ①②④ ① ― ― ①② ① ― ① ― 

   焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ① ① ― ― ①② ① ― ① ― 

   焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機 改造 ①③⑤⑥ ① ①② ①② ① ― ― ①② ① ― ① ― 

   焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 改造 ①③⑤⑥ ① ①② ①②④ ① ― ① ①② ① ― ― ― 

   計量設備架台 No.4 ― 変更なし ①④ ① ① ① ① ― ― ①② ― ― ― ― 

  
第２－２ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレ

ット搬送装置 
圧粉ペレット搬送部 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレ

ット搬送装置 
圧粉ペレット抜取部 変更なし ①③⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレ

ット搬送装置 
圧粉ペレット移載部 変更なし ①③⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬

送装置 
ボート搬送装置部 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬

送装置 
段積装置部 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   有軌道搬送装置 ― 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   
連続焼結炉 No.2-1 ― 改造 

①②③④⑤

⑥⑦⑧ 
① ①② 

①②④ 

⑤⑥ 
①② ① ① ①② ― ― ① ① 

丸数字は、「第ハ－２表 設備・機器に係る検査の方法」の検査の方法に対応する。 

*：インターロック 
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第ハ－１表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（２／３） 
施

設

区

分 

設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 

第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 
単一 

ユニット 

複数 

ユニット 
面速 負圧 IL* 作動 

成

型

施

設 

第

２

加

工

棟 

第２－２ペレット室 焼結ボート置台 焼結ボート置台部 改造 ①③④ ① ①② ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 焼結ボート置台 焼結ボート解体部 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ①②③ ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 ペレット搬送設備 No.2-1 ペレット移載部 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ搬送部 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ①②③ ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 ペレット搬送設備 No.2-1 ＳＵＳトレイ保管台部 変更なし ①③④ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   センタレス研削装置 No.2-1 ペレット供給機 改造 ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   
センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 改造 

①③④⑤⑥

⑨ 
① ①② ① ① ― ① ①② ① ― ① ― 

   センタレス研削装置 No.2-1 ペレット乾燥機 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ― ― ― ― ― ― 

   ペレット搬送設備 No.2-2 ペ

レット移載装置 
ペレット検査台部 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   ペレット搬送設備 No.2-2 ペ

レット移載装置 
ペレット移載部 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

丸数字は、「第ハ－２表 設備・機器に係る検査の方法」の検査の方法に対応する。 

*：インターロック 
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第ハ－１表 設備・機器に係る試験及び検査の項目（３／３） 
施

設

区

分 

設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 

第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 
単一 

ユニット 

複数 

ユニット 
面速 負圧 IL* 作動 

成

型

施

設 

第

２

加

工

棟 

第２－２ペレット室 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペ

レット移載装置 
ペレット抜取部 変更なし ①③⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 
ペレット搬送設備 No.2-2 ペ

レット搬送装置 
波板搬送コンベア No.1 部 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 ペレット搬送設備 No.2-2 ペ

レット搬送装置 
波板搬送コンベア No.2 部 変更なし ①③⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

 ペレット搬送設備 No.2-2 ペ

レット搬送装置 
目視検査部 変更なし ①③④⑤⑥ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   ペレット搬送設備 No.2-2 波

板移載装置 
入庫前コンベア部 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ①④ ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   ペレット搬送設備 No.2-2 波

板移載装置 
波板移載部 改造 ①③④⑤⑥ ① ①② ①② ① ― ① ①② ― ― ― ― 

   センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置 改造 ①③⑤⑥⑨ ① ①② ①② ① ― ② ①② ― ― ① ― 

   センタレス研削装置 No.2-1 研削液タンク 変更なし ①③⑤⑥⑨ ① ① ① ① ― ② ①② ― ― ― ― 

   センタレス研削装置 No.2-1 配管 変更なし ①③⑨ ① ① ⑤⑥ ① ― ― ③ ― ― ― ― 

   計量設備架台 No.7 ― 変更なし ①③④ ① ① ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

  第２－１ペレット検査室 ペレット検査台 No.1 ― 改造 ①③④⑤ ① ①② ① ① ― ① ①② ― ― ― ― 

  第２－１ペレット室 

第２－２ペレット室  

第２－２混合室 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車 ― 変更なし ①③④ ① ① ― ① ― ― ①② ― ― ― ― 

  第２－１ペレット検査室 

第２－１ペレット室 

第２－２ペレット室 

第２－２混合室 

スクラップ保管ラックＦ型運

搬台車 
― 改造 ①③④ ① ①② ― ① ― ① ①② ― ― ― ― 

  ペレット運搬台車 No.3 ― 改造 ①③④ ① ①② ― ① ― ① ①② ― ― ― ― 

丸数字は、「第ハ－２表 設備・機器に係る検査の方法」の検査の方法に対応する。 

*：インターロック 
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第ハ－２表 設備・機器に係る検査の方法（１／２） 

検査の項目 検査の方法(1)(2)(3) 判定基準 

設備配

置検査 

外観 ①外観を目視又は関係書類等により確認する。

（既設）（改造） 

①-1 外観が各設備の仕様表及び添付図のと

おりであること。 

①-2 使用上、有害な傷及び変形等の欠陥のな

いこと。 

（改造する部分に溶接部を有する場合） 

①-3 溶接部に変形及び欠陥がないこと。 

  ②防護板の厚さ及びオイルパンの寸法を測定

又は関係書類等により確認する。（既設）（改

造） 

②-1 防護板の厚さが仕様表及び添付図のと

おりであること。 

（オイルパンを有する場合） 

②-2 オイルパンの寸法が仕様表及び添付図

のとおりであること。 

  ③ウランが存在する部位の高さを測定又は関

係書類等により確認する。（既設）（改造） 

③ウランが存在する部位の高さが各設備の

仕様表及び添付図に示す最低ウラン取扱

い高さ以上であること。 

  ④落下防止構造の構造、寸法を目視、測定又は

関係書類等により確認する。（既設）（改造） 

④-1 落下防止構造が各設備の仕様表の添付

図のとおりであること。 

④-2 落下防止構造の寸法が各設備の仕様表

の添付図のとおりであること。また、落下

防止の機能を果たす上で、ストッパ、ガイ

ド及び落下防止板が十分な高さを有する

こと。 

  ⑤配線用遮断器を設けていることを目視又は

関係書類等により確認する。（既設）（改造） 

⑤配線用遮断器を設けていること。 

  ⑥漏電遮断器を設けていることを目視又は関

係書類等により確認する。（既設）（改造） 

⑥漏電遮断器を没水水位より高い位置に設

けていること。 

  ⑦接地を目視又は関係書類等により確認する。

（既設）（改造） 

⑦接地線が適切に設置されていること。 

  ⑧配管が撤去又は閉止されていることを目視

又は関係書類等により確認する。（改造） 

⑧配管が添付図のとおりに撤去又は閉止さ

れていること。 

  ⑨通水して漏えいがないことを目視又は関係

書類により確認する。（既設） 

⑨設備からの水の漏えいがないこと。 

 配置 ①配置を目視又は関係書類等により確認する。

（既設）（改造） 

①配置が各設備の仕様表の添付図のとおり

であること。 

 員数 ①設備の員数を目視又は関係書類等により確

認する。（既設）（改造） 

①設備の員数が各設備の仕様表のとおりで

あること。 

  ②変更・追加する主要な部材の員数を目視又は

関係書類等により確認する。（改造） 

②員数が各設備の仕様表及び添付図のとお

りであること。 

 据付 ①アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルトの

径及び本数を目視、測定又は関係書類等によ

り確認する。（既設） 

①アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルト

の径及び本数が各設備の仕様表の添付図

のとおりであること。 

  ②追加するアンカーボルト、据付ボルト、取付

ボルトの径及び本数を目視、測定又は関係書

類等により確認する。（改造） 

②追加するアンカーボルト、据付ボルト、取

付ボルトの径及び本数が各設備の仕様表

の添付図のとおりであること。 

  ③アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルトの

スパン最大を測定又は関係書類等により確

認する。（既設）（改造） 

③アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルト

のスパン最大が各設備の仕様表の添付図

のとおりであること。 

  ④変更・追加する強度部材の据付方法を目視、

測定又は関係書類等により確認する。（改造） 

④変更・追加する強度部材の据付方法が各設

備の仕様表又は添付図のとおりであるこ

と。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示す。 

(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・

技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(3) 材料証明書、関係書類等記録により確認できるものは、工事中又は工事後に検査を行う場合がある。 

  





 

 

5
39 

 
第ハ－３表 建物・構築物に係る試験及び検査の項目 

施設区分 設置場所 建物・構築物名称 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 寸法 作動 

成型施設 第２加工棟 第２加工棟 改造 ○ ○ ○ ― ○ ○ ― 
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第ハ－４－１表 建物・構築物に係る検査の方法（１／４） 

検査の項目 検査の方法(1)(2)(4) 判定基準(3) 

ｃ．第２加工棟 
 ⑦防火区画等の改造 
 ⑦－６ 防火板の点検口を閉止材で

閉止（防火板 1-ﾒ 1、1-ﾒ 2、1-ｻ 1、1-

ｻ 2） 

防火板の枠に取付材を取り付け板厚

を増す（防火板 1-ﾒ 1、1-ﾒ 2） 
（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 
 

検査 
７－１６ 

材料 
閉止板、取付板を目視又は関係書類等により確認する。
（改造） 

閉止板、取付板の材料が、追第４次別表ハ－２－１－７、図ハ－２
Ｐ建－１－１３、図ハ－２Ｐ建－１－１４のとおりであること。 

寸法 
閉止板、取付板の厚さを目視、測長又は関係書類等により
確認する。（改造） 

閉止板、取付板の厚さが、追第４次別表ハ－２－１－７、図ハ－２
Ｐ建－１－１３、図ハ－２Ｐ建－１－１４のとおりであること。 

検査 
７－１７ 

外観 
閉止板、取付板、防火板の外観を目視又は関係書類等によ
り確認する。（既設）（改造） 

閉止板、取付板、防火板に使用上有害な傷及び変形がないこと。 
閉止板、取付板、防火板の外観が図ハ－２Ｐ建－１－１３、図ハ－
２Ｐ建－１－１４のとおりであること。 

配置 
閉止板、取付板、防火板の配置を目視又は関係書類等によ
り確認する。（既設）（改造） 

閉止板、取付板、防火板の配置が図ハ－２Ｐ建－１－１１、図ハ－
２Ｐ建－１－１３、図ハ－２Ｐ建－１－１４のとおりであること。 

員数 
閉止板、取付板、防火板の員数を目視又は関係書類等によ
り確認する。（既設）（改造） 

閉止板、取付板、防火板の員数が追第４次別表ハ－２－１－７、図
ハ－２Ｐ建－１－１２のとおりであること。 

材料 
防火板を目視又は関係書類等により確認する。（既設） 防火板の材料が、追第４次別表ハ－２－１－７、追第４次別表ハ

－２－１－１１、図ハ－２Ｐ建－１－１３、図ハ－２Ｐ建－１－
１４のとおりであること。 

寸法 
防火板の厚さを目視、測長又は関係書類等により確認す
る。（既設） 

防火板の厚さが 1.5 mm 以上であること。 

ｃ．第２加工棟 
 ⑦防火区画等の改造 
 ⑦－７ 防火板の枠の壁側開口部に

追加枠材を取り付け（防火板 2-h1） 
（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 
 

検査 
７－１８ 

材料 
追加枠材を目視又は関係書類等により確認する。（改造） 追加枠材の材料が、追第４次別表ハ－２－１－７、図ハ－２Ｐ建

－１－１５のとおりであること。 

寸法 
追加枠材の厚さを目視、測長又は関係書類等により確認
する。（改造） 

追加枠材の厚さが、追第４次別表ハ－２－１－７、図ハ－２Ｐ建
－１－１５のとおりであること。 

検査 
７－１９ 

外観 
追加枠材、防火板の外観を目視又は関係書類等により確
認する。（既設）（改造） 

追加枠材、防火板に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

追加枠材、防火板の外観が図ハ－２Ｐ建－１－１５のとおりであ
ること。 

配置 
追加枠材、防火板の配置を目視又は関係書類等により確
認する。（既設）（改造） 

追加枠材、防火板の配置が図ハ－２Ｐ建－１－１１、図ハ－２Ｐ
建－１－１５のとおりであること。 

員数 
追加枠材、防火板の員数を目視又は関係書類等により確
認する。（既設）（改造） 

追加枠材、防火板の員数が追第４次別表ハ－２－１－７、図ハ－
２Ｐ建－１－１２のとおりであること。 

材料 
防火板を目視又は関係書類等により確認する。（既設） 防火板の材料が、追第４次別表ハ－２－１－７、追第４次別表ハ

－２－１－１１、図ハ－２Ｐ建－１－１５のとおりであること。 

寸法 
防火板の厚さを目視、測長又は関係書類等により確認す
る。（既設） 

防火板の厚さが 1.5 mm 以上であること。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 
(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
(4) 材料証明書、関係書類等記録により確認できるものは、工事中又は工事後に検査を行う場合がある。  
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第ハ－４－１表 建物・構築物に係る検査の方法（２／４） 

検査の項目 検査の方法(1)(2)(4) 判定基準(3) 

ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造 

 ⑦－８ 火災区域境界壁の改造（防

火性能追加） 

（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 

検査 
７－２０ 

材料 
防火性能追加で使用する材料を目視又は関係書類等によ
り確認する。（改造） 

材料が追第４次別表ハ－２－１－７のとおり強化せっこうボー
ド、巻き付け耐火被覆材であること。 

寸法 
強化せっこうボードの厚さを目視、測長又は関係書類等
により確認する。（改造） 

強化せっこうボードの厚さが追第４次別表ハ－２－１－７のとお
りであること。 

検査 
７－２１ 

外観 

防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の外観を
目視又は関係書類等により確認する。（改造） 

防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の外観に使用上有
害な傷及び変形がないこと。 

防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の外観が図ハ－２
Ｐ建－１－１６のとおりであること。 

配置 
防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の配置を
目視又は関係書類等により確認する。（改造） 

防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の配置が図ハ－２
Ｐ建－１－１６のとおりであること。 

員数 
防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の員数を
目視又は関係書類等により確認する。（改造） 

防火性能を追加した壁及び巻き付け耐火被覆材の員数が追第４次
別表ハ－２－１－７のとおりであること。 

ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造 

 ⑦－９ 火災区域境界扉の改造（扉

の窓閉止 扉 3-ﾁ） 

（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 

検査 
７－２２ 

材料 閉止板を目視又は関係書類等により確認する。（改造） 閉止板が追第４次別表ハ－２－１－７のとおり鋼板であること。 

寸法 
閉止板の厚さを目視、測長又は関係書類等により確認す
る。（改造） 

閉止板の厚さが追第４次別表ハ－２－１－７のとおりであるこ
と。 

検査 
７－２３ 

外観 

扉及び閉止板の外観を目視又は関係書類等により確認す
る。（既設）（改造） 

扉の窓が両面とも閉止板で閉止されていること。 

扉及び閉止板の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

扉及び閉止板の外観が図ハ－２Ｐ建－１－１２のとおりであるこ
と。 

扉を開放し、手を離せば自動で閉鎖する常時閉鎖式であ
ることを目視により確認する。（既設）（改造） 

扉を開放し手を離せば自動で閉鎖すること。 

配置 
窓を閉止した扉の配置を目視又は関係書類等により確認
する。（既設）（改造） 

窓を閉止した扉の配置が図ハ－２Ｐ建－１－１１のとおりである
こと。 

員数 

扉及び閉止板の員数を目視又は関係書類等により確認す
る。（既設）（改造） 

扉の員数が図ハ－２Ｐ建－１－１２のとおりであること。 

閉止板の員数が追第４次別表ハ－２－１－７のとおりであるこ
と。 

材料 

扉及び閉止板の材料を目視又は関係書類等により確認す
る。（既設）（改造） 

既設扉の骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面に 0.5 mm 以上の鉄板又
は鋼板を貼ったもの、又は 1.5 mm 以上の鉄板又は鋼板で造られた
ものであること。 

閉止板が両面とも追第４次別表ハ－２－１－７のとおりであるこ
と。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 
(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
(4) 材料証明書、関係書類等記録により確認できるものは、工事中又は工事後に検査を行う場合がある。  
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第ハ－４－１表 建物・構築物に係る検査の方法（３／４） 

検査の項目 検査の方法(1)(2)(4) 判定基準(3) 

ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造 

 ⑦－１０ 火災区画貫通部の処置 

 （第４次申請⑦－３の火災区画壁の

改造の貫通部処置） 

（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 

検査 
７－２４ 

材料 
電気・計装ケーブル、配管、ダクトの火災区画の貫通部処
置材料の種別を関係書類等により確認する。（改造） 

火災区画の貫通部処置材料が、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等又は不燃材料であること。 

検査 
７－２５ 

外観 

電気・計装ケーブルの火災区画貫通部の外観を目視又は
関係書類等により確認する。（改造） 

火災区画貫通部に隙間がなく、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等で施工していること。 

配管、ダクトの火災区画貫通部の外観を目視又は関係書
類等により確認する。（改造） 

火災区画貫通部に隙間がなく、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等又は不燃材料で施工していること。 

配置 
電気・計装ケーブル、配管、ダクトの火災区画貫通部の位
置を目視又は関係書類等により確認する。（改造） 

火災区画貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであるこ
と。 

ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造 

 ⑦－１１ 火災区域貫通部の処置 

 （⑦－８の火災区域境界壁の改造の

貫通部処置） 

（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 

検査 
７－２６ 

材料 
電気・計装ケーブル、配管の火災区域の貫通部処置材料の
種別を関係書類等により確認する。（改造） 

火災区域の貫通部処置材料が、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等又は不燃材料であること。 

検査 
７－２７ 

外観 

電気・計装ケーブルの火災区域貫通部の外観を目視又は
関係書類等により確認する。（改造） 

火災区域貫通部に隙間がなく、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等で施工していること。 

配管の火災区域貫通部の外観を目視又は関係書類等によ
り確認する。（改造） 

火災区域貫通部に隙間がなく、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等又は不燃材料で施工していること。 

配置 
電気・計装ケーブル、配管の火災区域貫通部の位置を目視
又は関係書類等により確認する。（改造） 

火災区域貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであるこ
と。 

ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造 

 ⑦－１２ 火災区域貫通部の処置 

 （図ハ－２Ｐ建－１－８に示す配線、

配管新設（壁面）の貫通部処置） 

（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 

検査 
７－２８ 

材料 
電気・計装ケーブル、配管の火災区域の貫通部処置材料の
種別を関係書類等により確認する。（改造） 

火災区域の貫通部処置材料が、モルタルその他の不燃材料又は国
土交通大臣の認定を受けた耐熱シール材等であること。 

検査 
７－２９ 

外観 

電気・計装ケーブルの火災区域貫通部の外観を目視又は
関係書類等により確認する。（改造） 

火災区域貫通部に隙間がなく、国土交通大臣の認定を受けた耐熱
シール材等で施工していること。 

配管の火災区域貫通部の外観を目視又は関係書類等によ
り確認する。（改造） 

火災区域貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は国
土交通大臣の認定を受けた耐熱シール材等で施工していること。 

配置 
電気・計装ケーブル、配管の火災区域貫通部の位置を目視
又は関係書類等により確認する。（改造） 

火災区域貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであるこ
と。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 
(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
(4) 材料証明書、関係書類等記録により確認できるものは、工事中又は工事後に検査を行う場合がある。 
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第ハ－４－１表 建物・構築物に係る検査の方法（４／４） 

検査の項目 検査の方法(1)(2)(4) 判定基準(3) 

ｃ．第２加工棟 

 ⑦防火区画等の改造 

 ⑦－１３ 火災区域貫通部の処置 

 （図ハ－２Ｐ建－１－８に示す既存

貫通部再利用の配管新設（壁面、床

面）の貫通部処置）（床面は火災対策

と溢水対策の共通工事） 

（図ハ－ｃ－２ 個別工事フロー参

照） 

検査 
７－３０ 

材料 

配管の火災区域の貫通部処置材料の種別を関係書類等に
より確認する。（改造） 

火災区域の貫通部処置材料が、モルタルその他の不燃材料又は国
土交通大臣の認定を受けた耐熱シール材等であること。 
床面の貫通部処置材料が、モルタルその他の不燃材料又は国土交
通大臣の認定を受けた耐熱シール材等、及び耐火シール材である
こと。 

検査 
７－３１ 

外観 

配管の火災区域貫通部の外観を目視又は関係書類等によ
り確認する。（改造） 

火災区域貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は国
土交通大臣の認定を受けた耐熱シール材等で施工していること。 
床面の貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は国土
交通大臣の認定を受けた耐熱シール材等で施工し、耐火シール材
にて仕上げていること。 

配置 
配管の火災区域貫通部の位置を目視又は関係書類等によ
り確認する。（改造） 

火災区域貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであるこ
と。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 
(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
(4) 材料証明書、関係書類等記録により確認できるものは、工事中又は工事後に検査を行う場合がある。 
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第ハ－４－２表 建物・構築物に係る検査の方法（既設部分） 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準 

火災区域貫通部 
電気・計装ケーブル 

（既設） 

外観 
電気・計装ケーブルの貫通部の外観を目視又は関係書類
等により確認する。 

貫通部に隙間がなく、耐熱シール材等の国土交通大臣の認定を受
けたもので施工していること。 

配置 
電気・計装ケーブルの貫通部の位置を目視又は関係書類
等により確認する。 

貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであること。 

配管、ダクト 
（既設） 

外観 
配管、ダクトの貫通部の外観を目視又は関係書類等によ
り確認する。 

貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料又は耐熱シール
材等の国土交通大臣の認定を受けたもので施工していること。 

配置 
配管、ダクトの貫通部の位置を目視又は関係書類等によ
り確認する。 

貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－８のとおりであること。 

階間貫通部（溢水） 

配管（既設） 

外観 階間貫通部の外観を目視又は関係書類等により確認す
る。 

階間貫通部に隙間がなく、モルタルその他の不燃材料により閉止
され、耐火シール材にて仕上げていること。 

配置 階間貫通部の位置を目視又は関係書類等により確認す
る。 

階間貫通部の位置は図ハ－２Ｐ建－１－９のとおりであること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書・メーカ仕様書並びに非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 
  



 

545 

第ハ－５表 第３号検査に係る建物・構築物及び設備・機器の検査の項目及び検査の方法 

検査の項目 検査の方法 判定基準 

第３号検査 品質マネジメントシ

ステムに係る検査 

設工認に記載された工事の方法及び品質

マネジメントシステムに従って、設計情

報を工事に引き継ぎ、工事の実施体制が

確保されていることを確認する。 

工事及び検査に係る保安活動

が、設工認申請書に記載の品質

管理の方法等に関する事項に従

って行われていること。 
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７．一般産業用工業品の更新や交換等に係る基本方針 

一般産業用工業品（原子力施設の安全機能に係る機器、構造物及びシステム並びにそれら

の部品（以下「機器等」という。）であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発

及び製造されたもの以外の工業品をいう。）について、それらが有する安全機能等を踏まえた

上で、更新や交換等に係る基本方針を以下に示す。 

 

本加工施設では、 

・安全上重要な施設に該当するものはない。 

・発電所等で考慮すべき原子力特有の高放射線領域での材料劣化等を考慮すべきといった

原子力特有の部品はない。 

このため、原子力施設特有の重要度の観点からの配慮は不要である。一般産業用工業品の

更新や交換等については、保安品質保証計画書に基づき実施する。 

 

(1) 調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要

求事項に適合していることを確認できるように、次の a)号及び b)号に示すような管理

の方法及び程度を定める。（「管理の方法」とは、調達物品等が調達物品等要求事項に適

合していることを確認する適切な方法（機器単位の検証、調達物品等の妥当性確認等の

方法）をいう。） 

a) 採用しようとする一般産業用工業品の技術情報を供給者等から入手し当該一般産

業用工業品の技術的な評価を行うこと。 

b) 一般産業用工業品を設置しようとする環境等の情報を供給者等に提供し、供給者等

に当該一般産業用工業品の技術的な評価を行わせること。 

(2) 調達物品等に関する情報に、一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価

に必要な要求事項を含める。 

  

また、 

・一般産業用工業品の更新や交換等は、設工認申請書で記載している仕様に合致している

ことを検査で確認の上、使用を開始し、定期事業者検査等で性能を維持していることを

確認する。 

・インターロック及び警報の系統を構成する機器等については、計器誤差、設計裕度を十

分考慮し、核的制限値等の制限値に対して裕度を確保したインターロック設定値及び警

報設定値とする。 

・消防法に定める機器等（消火器、自動火災報知設備等）は、消防法に基づき消防法に合

致したものと交換し、所轄消防へ必要な届出を実施する。 

 

「原子力施設の安全機能に係る機器、構造物及びシステム並びにそれらの部品であって、

専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたもの」とは、臨界防止、閉じ

込め、遮蔽等の安全機能を実現するために、核燃料物質を取り扱う加工施設用に設計開発及

び製造されたものとする。具体例としては、臨界防止のための中性子吸収板等が挙げられる。 

「一般産業用工業品」は上記以外の機器等である。具体例としては、所内通信連絡設備（器
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具本体（スピーカ、アンプ、バッテリ、マイク、所内携帯電話機（PHS）、PHS アンテナ、固定

電話機））、安全避難通路に係る設備（避難通路表示、非常用照明、誘導灯）、消防法・高圧ガ

ス保安法等で定められている設備（自動火災報知設備（器具本体（感知器、発信機、受信機、

バッテリ））、消火栓本体、消防用ホース、消防用ノズル、消火栓ポンプ、高置水槽、消火器、

緊急遮断弁）、カタログ品（安全機能を有する施設に組み込まれたポンプ、配管、液面高検知

器、ファン、ケーブル、秤、ランプ、バッテリ、配線、Vベルト、ベアリング、シーリング材、

非常用発電機本体（消耗部）、高性能エアフィルタ、熱電対、放射線測定器類）が挙げられる。 
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ニ．被覆施設 

加工事業変更許可に基づき、加工施設について次の変更を行う。 

設計の基本方針は以下のとおりとする。 

(1) 加工施設は、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。 

(2) 加工施設は、加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた設計とする。 

(3) 加工施設は、通常時において、加工施設の周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子

炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達

成できる限り放射線被ばくを低減する設計とする。 

(4) 加工施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。ま

た、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構等

を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。また、

深層防護の考え方（発生防止、拡大防止・影響緩和）に基づいて安全機能を設ける。 

(5) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然事象及び航空機落

下他の外的事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれることのな

い設計とする。 

(6) 加工施設の配置及び構造上の特徴、並びに経年劣化の観点から、保全において留意す

べき事項を抽出し、記録する。保全を実施するため、その記録を維持する。 

(7) 保全において留意すべき事項を踏まえて、保全計画を策定し、保全計画に基づき保全

を実施する。 

(8) 保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえて評価を行

い、保全の継続的改善を図る。 

 

１．変更の概要 

変更対象とする施設について、加工事業変更許可との対応及び既設工認との対応並びに変

更内容を表ニ－１に示す。 

ここで、{ }付き番号は、施設の管理番号を示す。管理番号は、「添付書類１ 加工事業変

更許可との対応に関する説明書」の添１表２に対応している。 

 

２．準拠する主な法令、規格及び基準 

変更する設備及び機器に関する工事において、準拠する主な法令､規格及び基準は以下のと

おりである。 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(4) 加工施設の技術基準に関する規則 

(5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 労働安全衛生法及び関連法令 

(8) 消防法及び関連法令 
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(9) 建築基準法及び関連法令 

(10)（一社）日本建築学会規準・指針類 

    （一財）日本建築防災協会規準・指針類 

    （一財）日本建築センター規準・指針類 

(11)保安規定 

(12)電気事業法及び関連法令 

 

３．設計条件及び仕様 

変更する施設に関する設計条件及び仕様等を表ニ－２Ｐ設－２－１～表ニ－２Ｐ設－７－

３に、関係図面を図ニ－２Ｐ設－１～図ニ－２Ｐ設－７－２に示す。 

ここで、表ニ－２Ｐ設－２－１～表ニ－２Ｐ設－７－３において、[ ]付き番号は、設計仕

様に対する個別の設計番号を示す。設計番号は、技術基準規則の条項番号及び個別番号で構

成する。その他許可で求める仕様に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設

備・機器に機能を持たせる設計に対しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対

しては「B」をその個別番号に付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様 

[5.1-B1]：技術基準規則第五条第１項に対する建物・構築物の設計仕様 

[99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様 

 

また、本申請では、先行申請した設計及び工事の計画（第１次申請～第４次申請）における

各施設の仕様表を「追表」として示す。追表は仕様表の名称に「追第○次」を付けて表記し、

本申請の対象とする箇所には下線を付す。それ以外の箇所については、先行申請時の仕様表

から変更はない。 

先行申請において、次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲表（次回表）に記載して

いた技術基準に基づく仕様は、適合性を確認するための施設の追表に反映している。次回表

に記載した仕様が漏れなく仕様表に反映されていることを管理するための表（刈り取り表）

を添２参考資料１に示す。 
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表ニ－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

＜設備・機器＞ 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

検査設備 

Ｘ線透過試験

機 

{3032} 

Ｘ線透過試験機 No.1 

― 

Ｘ線透過試験機 No.1 

― 

1 台 
改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

検査設備 

ヘリウムリー

ク試験機 

{3033} 

ヘリウムリーク試験機

No.1 

トレイ挿入部 

ヘリウムリーク試験機

No.1 

トレイ挿入装置 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

検査設備 

ヘリウムリー

ク試験機 

{3034} 

ヘリウムリーク試験機

No.1 

ヘリウムリーク試験部 

ヘリウムリーク試験機

No.1 

ヘリウムリーク試験

機 

1 台 

改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

検査設備 

燃料棒検査台 

{3035} 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送（Ｂ）部 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送装置（Ｂ） 

1 台 
改
造 

高さ制限棒を変更す

る。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

検査設備 

燃料棒検査台 

{3036} 

燃料棒検査台 No.1 

石定盤部 

燃料棒検査台 No.1 

石定盤 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

検査設備 

燃料棒検査台 

{3037} 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送（Ｃ）部 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送装置（Ｃ） 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.4 

{3038} 

燃料棒搬送設備 No.4 

ストックコンベア（１）

部 

燃料棒搬送設備 No.4 

ストックコンベア

（１） 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.4 

{3039} 

燃料棒搬送設備 No.4 

燃料棒移載（３）部 

燃料棒搬送設備 No.4 

燃料棒移載装置（３） 

1 台 
改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.5 

{3040} 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒移載（４）部 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒移載装置（４） 

1 台 
改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.5 

{3041} 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒置台（１）部 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒置台（１） 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.5 

{3042} 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒置台（２）部 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒置台（２） 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.5 

{3043} 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒コンベア（１）部 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒コンベア 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.5 

{3044} 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒コンベア（２）部 

燃料棒洗浄機 No.1 

燃料棒洗浄機 No.1 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.6 

{3045} 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載（５）部 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載装置（５） 

1 台 
改
造 

耐震補強を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.6 

{3046} 

燃料棒搬送設備 No.6 

ストックコンベア（２）

部 

燃料棒搬送設備 No.6 

ストックコンベア

（２） 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.6 

{3047} 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載（６）部 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載装置（６） 

1 台 変
更
な
し 
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表ニ－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット編成

挿入機 

{3001} 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱置台部
※４ 

ペレット編成挿入機

No.1 

ペレット保管箱置台 

1 台 
改
造 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

保管容器Ｇ型の落下

防止のため、ストッ

パ・ガイドを変更・追

加する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット編成

挿入機 

{3002} 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱搬送部
※４ 

ペレット編成挿入機

No.1 

ペレット保管箱搬送

装置 

1 台 
改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの変更、部

材の追加を行う。 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

保管容器Ｇ型の落下

防止のため、ガイドを

追加する。 

ストッパ１の取付ボ

ルトを変更する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット編成

挿入機 

{3003} 

ペレット編成挿入機 No.1 

波板移載部※４ 

ペレット編成挿入機

No.1 

波板移載装置 
1 台 

改
造 

老朽化対策のため、ロ

ボットを更新する。そ

れに伴い架台柱脚部

を短尺化する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット編成

挿入機 

{3004} 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット編成挿入部※４ 

ペレット編成挿入機

No.1 

ペレット編成挿入機 

1 台 
改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの撤去・追

加を行う。 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

装置 

燃料棒解体装

置 

{3006} 

燃料棒解体装置 No.1※４ 

― 

燃料棒解体装置 No.1 

解体作業台 

フード 

1 台 
改
造 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

ペレットトレイ、保管

容器Ｇ型及び燃料棒

の落下防止のため、ス

トッパを追加する。 

高さ制限棒を変更・追

加する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

脱ガス設備 

燃料棒トレイ

置台 

{3007} 

燃料棒トレイ置台※４ 

― 

脱ガス設備 No.1 

燃料棒トレイ置台 

1 台 
改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの追加を

行う。 

ストッパ１及び取付

ボルトを変更する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

脱ガス設備 

脱ガス装置 

{3008} 

脱ガス設備 No.1 

真空加熱炉部※４ 

脱ガス設備 No.1 

真空加熱炉 

1 台 
改
造 

耐震補強のため、チャ

ンバ 2系統の撤去、ア

ンカーボルトの撤去・

追加、部材の撤去・追

加、接合ボルトの変

更・追加を行う。 

使用予定のない空ト

レイ置台を撤去する。 
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表ニ－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

脱ガス設備 

脱ガス装置 

{3009} 

脱ガス設備 No.1 

運搬台車※４ 

脱ガス設備 No.1 

運搬台車 

1 台 
改
造 

耐震補強のため、レー

ル据付ボルトの変更・

追加を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接

装置 

{3010} 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-1 部※

４ 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃 料 棒 搬 送 装 置

No.1-1 

1 台 

改
造 
耐震補強のため、アン

カーボルトの撤去・追

加を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接

装置 

{3011} 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-1 部
※４ 

第二端栓溶接設備 No.1 

第 二 端 栓 溶 接 機

No.1-1 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの撤去・追

加、部材の追加を行

う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接

装置 

{3012} 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-2 部
※４ 

第二端栓溶接設備 No.1 

第 二 端 栓 溶 接 機

No.1-2 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの撤去・追

加、部材の追加を行

う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第二端栓溶接設備 

第二端栓溶接

装置 

{3013} 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-2 部※

４ 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃 料 棒 搬 送 装 置

No.1-2 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの撤去・追

加を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.1 

{3014} 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒移載（１）部※４ 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒移載装置（１） 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの撤去・変

更、部材の撤去・追加、

接合ボルトの変更を

行う。 

耐震補強のため、レー

ルの取付ボルトを変

更する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.1 

{3015} 

燃料棒搬送設備 No.1 

被覆管コンベア部※４ 

燃料棒搬送設備 No.1 

被覆管コンベア 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.1 

{3016} 

燃料棒搬送設備 No.1 

除染コンベア部※４ 

燃料棒搬送設備 No.1 

除染コンベア 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.1 

{3017} 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒トレイ移載部※４ 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒トレイ移載装

置 

1 台 
改
造 

耐震補強のため、部材

の追加を行う。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.2 

{3018} 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料

棒移送装置（Ａ）※４ 

― 

燃料棒搬送設備 No.2 

燃料棒移送装置（Ａ） 

1 台 
変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.3 

{3019} 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料

棒移載装置（２）※４ 

― 

燃料棒搬送設備 No.3 

燃料棒移載装置（２） 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、レー

ルの取付ボルトを変

更する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

検査設備 

ペレット検査

台 

{3020} 

ペレット検査台 No.2※４ 

― 

検査設備 

ペ レ ッ ト 検 査 台

No.2 

1 台 

改
造 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

保管容器Ｇ型の落下

防止のため、ストッパ

を追加する。 

高さ制限棒を変更・追

加する。 
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表ニ－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第２－２燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.8 

{3021} 

燃料棒搬送設備 No.8 

被覆管コンベア No.8-1

部※４ 

燃料棒搬送設備 No.8 

被 覆 管 コ ン ベ ア

No.8-1 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第２－２燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.8 

{3022} 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-1 部※

４ 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃 料 棒 移 載 装 置

No.8-1 

1 台 

改
造 

ストッパ（車止め）及

び取付ボルトを追加

する。 

耐震補強のため、レー

ルの取付ボルトを変

更する。 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第２－２燃料棒

加工室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.8 

{3023} 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-2 部※

４ 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃 料 棒 移 載 装 置

No.8-2 

1 台 

変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット一時

保管台 

{3024} 

ペレット一時保管台※４ 

― 

ペレット一時保管台 

― 

1 台 

改
造 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

ペレット保管容器の

落下防止のため、スト

ッパを追加する。 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット検査

装置 

{3025} 

ペレット検査装置 No.5※４ 

― 

ペレット検査装置 No.5 

ペレット検査装置 

1 台 

改
造 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

ペレット保管容器の

落下防止のため、スト

ッパ・ガイドを追加す

る。 

高さ制限棒を変更・追

加する。 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット編成

挿入機 

{3026} 

ペレット編成挿入機No.2-

1 

ペレット保管箱搬送部
※４ 

ペレット編成挿入機

No.2-1 

ペレット保管箱搬送

機 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの変更・追

加を行う。 

老朽化対策のため、ロ

ボットを更新する。 

ガイド１、ガイド２及

び取付ボルトを変更

する。 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

ペレット編成

挿入機 

{3027} 

ペレット編成挿入機No.2-

1 

ペレット編成挿入部※４ 

ペレット編成挿入機

No.2-1 

ペレット編成挿入機 

1 台 

改
造 

耐震補強のため、アン

カーボルトの変更・追

加、部材の変更を行

う。 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 
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表ニ－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1) 

及び既設工認との対応並びに変更内容 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称(2) 

機器名(2) 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

員数 変更内容 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

ペレット編成挿入

設備 

燃料棒解体装

置 

{3028} 

燃料棒解体装置 No.2※４ 

― 

燃料棒解体台 No.2 

― 

1 台 

改
造 

火災対策のため、設備

カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更す

る。 

ペレット保管容器及

び燃料棒の落下防止

のため、ストッパを追

加する。 

高さ制限棒を追加す

る。 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

検査設備 

計量設備架台 

{3029} 

計量設備架台 No.9※４ 

― 

ペレット検査装置 No.5 

計量設備架台 No.9 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－２燃料棒

加工室 

検査設備 

計量設備架台 

{3030} 

計量設備架台 No.10※４ 

― 

ペレット保管ラックＥ

型 

計量設備架台 No.10 

1 台 変
更
な
し 

 

第２加工棟 

第２－１燃料棒

加工室 

第２－１燃料棒

検査室 

搬送設備（燃料棒） 

燃料棒搬送設

備 No.9 

{3031} 

燃料棒搬送設備 No.9※４ 

― 

燃料棒搬送設備 No.9 

燃料棒搬送設備 

1 台 

変
更
な
し 

 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 

(2) ※の注釈は以下を示す。※ｎ：当該建物・構築物又は設備・機器は、本申請で、ｎ次申請において「次回以降

の申請で適合性を確認する予定の範囲」としていた技術基準に基づく仕様の箇所又はそれ以外にｎ次申請か

ら追加で本申請の対象とする箇所の適合性を確認する。 
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表ニ－２Ｐ設－２－１ Ｘ線透過試験機 No.1  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 

― 

閉じ込めの機能 

[10.1-F1] 

燃料棒が落下しないよう、溝型トレイで保持する。 

 

[10.1-F2] 

端栓で密封した燃料棒を取り扱う。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。 

 
加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 5.8 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

するよう設置する。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる場所に設置する。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 ― 

添付図 図ニ－２Ｐ設－１、図ニ－２Ｐ設－２－１ 

 

  








